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総 論

プロジェク トのまとめにかえて

財団法人連合総合生活開発研究所

専務理事 野 口 徹 也

はじめに

本冊子は､日本労働組合総連合会 (以下 ｢連合｣)と (財)連合総合生活開

発研究所 (以下 ｢連合総研｣)が共同で立ち上げた ｢会社法改正問題研究プロ

ジェク ト｣(主査 :野口敏也連合総研専務理事)が2000年7月から11月にか

けて開催 した講演およびシンポジウムの内容を収録 したものである (プロジ

ェク ト終了後連合の関連事項と問題意識を､成川秀明連合総合政策局長に執

筆依頼 し､追加収載 している)｡本プロジェクトは､法務省が進めている会社

法の抜本改正に対 し､連合としての政策 ･見解をまとめる前段活動として､外

部の専門家に講演の形で問題提起を受けることとした｡

ここに収録 した講演およびシンポジウムの内容は､それぞれに魅力的であ

極めて示唆に富んでいる｡多忙なときを割いていただいた講師各位にこの場

を借 りて深甚なる謝意を表する次第である｡

市場原理が高らかに叫ばれるなかで､労働者､従業員のコーポレー ト･ガ

バナンスへの参画の手段を法的に確保する重要性はますます高まっている｡

また､さまざまな企業の構造変革のなかで､労働組合は経営に対する意見反
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映を格段に強化 しなければならない｡本冊子はそれに対し､豊富な検討材料

を提供するものと確信する｡

以下､主査として本プロジェクトの運営と取 りまとめにあたった立場から､

その経緯や今後の検討課題について簡単に整理 しておく｡

1.商法改正の経緯と主要論点

商法改正作業の経緯

商法は明治32年に制定されて以来､経済活動の実態に合わせる形で改正を

行ってきている｡昭和25年､37年､41年､49年､56年の改正のいずれも資

金調達手段における規制緩和､企業再編の整備､会社の組織 ･機関の規制強

化を中心に財界の意向に沿って行われてきている｡

このうち､資金調達手段については､過去には､ワラント債､｢優先株｣の

発行､など規制を緩和する形で進められてきた｡また､企業再編の整備につ

いては､2000年5月の企業分割についての商法改正が成立 したことで､法整

備は一通 り終わったことになっている｡会社の組織 ･機関の規制強化という

面では､過去には大きな不祥事が起こった後の再発防止を主目的とした改正

であり､監査の面を強化することによって対応 してきたいきさつがある｡ す

なわち､昭和49年の改正では ｢会計士監査｣が導入され､｢業務監査｣の権限

を監査役がもつことになった｡その後､昭和56年改正､平成5年改正では､大

会社での社外監査役の設置の義務化､監査役会設置の義務等の内容が盛 り込

まれるなど監査役の権限は拡大してきている｡また､平成5年改正では､株主

代表訴訟の道が大きく開かれた｡

今回の商法改正と背景

今回の商法改正の発端は､従来と同様､企業不祥事の多発であった｡これ
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までの監査役による対応の限界が明らかとなり､抜本的な対策が求められた｡

もうひとつの背景には経済のグローバル化があった｡企業の株主主権が強 く

主張され､株主､投資家､債権者に顔を向けた企業の運営のあり方が求めら

れた｡この問題はコーポレー ト･ガバナンス (企業統治)論として90年代後

半､国際的な論議を呼び､99年にはOECDで ｢コーポレー ト･ガバナンス原

則｣も採択されている｡

商法改正の具体的な動きは､98年の自民党法務部会の商法等改正試案骨子

に始まった｡この原案自体は経済界が受け入れることとならなかったが､わ

が国におけるコーポレー ト･ガバナンス議論 と商法改正論議の火付け役とな

った｡こうして2000年に入 り､法務省が会社法の抜本改正に取 り組むことを

決定､法制審議会 ･商法部会に付託された｡同部会では後述の5つの柱を中心

に作業部会で検討中であるが､2002年の通常国会に改正案提出を予定 し､

2001年 11月に法案をまとめる日程で作業を進めている｡

今回の法改正の主要論点

2000年9月6日の法制審議会 ･商法部会で決まった商法改正の主要論点は､

以下の5点である｡ それは､コーポレー ト･ガバナンス (企業統治)､IT･高

度情報化社会への対応､資金調達手段､企業活動の国際化への対応､商法典

の近代化である｡

まず､①企業統治においては､会社の機関のあり方が中心課題である｡社

外取締役制度や執行役員制度の導入､取締役の責任と株主代表訴訟の見直 し

等が中心課題で､会社の区分や規模に応 じた法整備も検討する｡国際ルール

に対応 した会社の計算と開示もテーマのひとつである｡

②IT･高度情報化社会への対応では､会社書類や手続きのベーパレス化を

はかり､③資金調達では単位株制度の終結や決済制度の改善を行 う｡ ④企業

活動の国際化への対応はインターネットを通 じた取引に関する消費者保護が

テーマであり､⑤商法典の近代化はヵ̀タカナ法からの現代語化 というもので

ある｡
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2. 本プロジェク トのねらいと活動内容

本プロジェクトのねらい

本プロジェクトの立ち上げのベースとなった連合のこれまでの活動と見解

は､後掲の成川総合政策局長の論文に詳 しいので重複を避けるが､商法や労

働法の領域で労働組合の経営への関与を法的に位置づけることは､産業氏主

主義を推進する連合の一貫 した志向である｡ここでは､連合総研の関連する

活動について若干補足する｡連合総研は連合のシンクタンクとして､動労国

民を中心に据えた社会のあり方を追求するとともに､経済､雇用活動､社会

福祉等をはじめとする幅広い分野の調査研究 と政策提言を行 っている｡

OECD諸国におけるコーポレー ト･ガバナンス論議の行方と労働組合のかか

わりは当然関心事のひとつであり､わが国における対応のあり方について考

察を続けてきている｡2000年6月に刊行 した 『現代 日本のコーポレー ト･ガ

バナンス』(稲上穀/連合総研編､東洋経済新報社)はその集大成である｡

このような背景のなかで会社法の抜本改正の動きが伝えられた｡連合と連

合総研は早速それに対応すべくプロジェクトを共同して立ち上げることとし

たが､そのねらいと役割を整理すれば次の通 りである?

① 従業員､労働組合不在の会社法のなかに会社の基幹的なステークホール

ダーである従業員､労働組合の立場をいかに位置づけるか検討する｡.

② 会社法による､よらないを問わず､運動面を含め､労働組合の企業統治

への有効な参画のあり方を検討する｡

③ 従業員であり､消費者であり､住民である労働組合員の立場から企業の

あり方について会社法規定の改正に意見反映を行う事項を探る｡

④ ①～③の具体的な政策は本年の連合の活動のなかで策定することとし

て､本プロジェクトはそれに必要な資料を提供する役割を担う｡こめため､外

部講師による講演を中心にプロジェクトを推進し､講演録を収集する0
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活動概要

こうして本プロジェクトは2000年7月に発足 した｡その活動概要は別記の

とおりである｡

3. 労働組合による企業統治への参画

本プロジェクトの講演およびシンポジウムの最大の焦点は､労働組合によ

る企業統治への参画の方法とその有効性､さらに法制化することの適否 ･可

能性にあった｡その内容は後掲の本文によるとして､ここでは講演や後の議

論で提起された参画の方法について､その類型を以下に整理 しておく0

株主としての参画

労働組合がその資金をもって直接市場で株式を購入する場合と､従業員持

株制度によるものとが考えられる｡ 前者のケースは多 くは見受けられないが

それなりに有効性をもっている｡ 後者のケースは一般的であるが､従業員の

資産形成と会社の安定株主形成とが主目的であり､実質的には会社により管

理されている｡ 労働組合として独自の意見反映を行う手段となりえるか､検

討の余地がある｡

なお､今後､従業員のス トックオプション制が一般化することも考えられ

る｡ 検討の視野に入れておくべきである｡

取締役としての参画

次の2つのケースが想定される｡

ア.従業員代表取締役の選任

従業員がそのなかから代表者を選出し､取締役とするものである｡ 従業
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員代表は管理職層から選出することも十分ありうる｡労働組合が労働者重役

を送 り出すことは議論としてはあるが､会社が組合管理にある場合を除いて

は実例を耳にしない｡もっとも組合役員のOBが取締役になるのは一般的にみ

られるケ-､スで､このことから機能の有効性を類推できる｡

ィ.社外取締役の選任

今後､社外取締役の重要性がますます高まりそうであるが､社外取締役の

選任権を労働組合がもっことも想定すべきである｡

監査役としての参画

この場合も､取締役としての参画と同様､2つのケースが考えられる｡

ア.従業員代表監査役の選任

労働組合が監査役を送る権限をもっことはこれまでにも度々議論されてき

た｡実際､労働組合役員OBが監査役 (ほとんどが子会社であるが)に就任す

るケースは少なくない｡しかし､そのうち､どれほどが労働組合の意思にも

とづいているか不明である｡なお､ ドイツにおける監査役制度は労働組合の

企業統治参画の偉大な先例ではあるが､両国の監査役制度には大きな違いが

ある｡

ィ.外部監査役 (中立監査役)の選任

森淳二朗九州大学教授は､本プロジェクトの講演のなかで弁護士や税理士

等の専門家を想定 した ｢中立監査役｣の導入を強 く主張し､労働組合が独自

に､または､管理者層と協力 してこれを選出することを示唆された｡詳細に

ついては講演録を参照されたいが､十分傾聴に値する｡

労使協議制の法制化

労使協議制は､わが国の労使関係をもっとも特徴づけている労使慣行であ

り､一般に普及 した制度である｡ 労働組合がない企業にあっても､社員会と

いう形で類似 した機能が営まれている｡ 労使協議制の法制化は､会社法では
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なく労働法の領域であるとの指摘が多かったが､いずれにしても労働組合に

よる企業統治への参加形態としてはもっともなじみやすいものといえる｡

また､労使協議制の法制化としてはすでにEUのワークス･カウンシル ･デ

ィレクティブ (従業員評議会指令)という恰好な前例もある｡わが国の多国

籍企業 も､この指令にもとづいて海外展開した企業で労使協議制を発足させ

ている｡

さらに､労使協議制そのものについてはわが国では法制化されていないが､

主として労働法の領域や ｢36協定｣をはじめ､40を超える事項が ｢労働者の

過半数を組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者｣との協議ま

たは意見聴取が必要となっている｡このような ｢過半数代表制｣の統合化は､

労使協議制法制化に十分な根拠を与えるとともに､それ自体､一労使協議制法

制化のワンステップとして考えられる｡
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- 13-



講師､パネラー､コーディネーターのご紹介 (敬称略)

･稲上 毅 (いながみたけし)

1944年生まれ｡東京大学大学院人文社会系研究科教授｡社会学博士と

主要著書 .:『転換期の労働世界』(有信堂､1989)､『現代英国労働事情』(東京

大学出版会､1990)､『現代英国経営事情』(日本労働研究機構､1997)､『現

代日本のコーポレートガバナンス』(東洋経済新報社､2000)など多数｡

･神田 秀樹 (かんだひでき)

1977年生まれ｡東京大学大学院法学政治学研究科教授｡

行政改革推進本部規制改革委員会委員､政府税制調査会特別委員､金融審議

会委員､外国為替等審議会特別委員､企業会計審議会委員､産業構造審議会

臨時委員､法制審議会幹事｡

主要著書 :『法と経済学 入門｣(弘文堂)､『商事法の展望 新しい企業法を求

めて』など多数｡

･久保利 英明 (くぼりひであき)

1944年生まれ｡弁護士､日比谷パーク法律事務所代表｡

専門分野 :コーポレート･ガバナンスおよびコンプライアンス､株主総会運

営､証券取引法､代表訴訟､独禁法､知的財産権法､倒産法｡

主要著書 :『会社更正最前線』(ぎょうせい)､『会社主導型株主総会のシナリ

オ』(商事法務研究会)など多数｡
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･小池 和男 (こいけかずお)

1932年生まれ｡法政大学経営学部教授｡

主要著書 :『日本の賃金交渉』(東京大学出版会､1962)､『職場の労働組合と

参加一労使関係の日米比較』(東洋経済新報社､1977)､『人材形成の国際比較

一東南アジアと日本』猪木武徳共著 (東洋経済新報社､1987)､『仕事の経済

学』(東洋経済新報社､1991)､UnderstandingIndustrialRelationsin

班OdernJapan,Macm=lan､StillFormationSystemsinJapanandSouth-

eastAsia,UniversityofTdkyoPress,1990(co-ed.Inokl)など多数｡

･笹森 清 (ささもりきよし)

1940年生まれ｡日本労働組合総連合会事務局長｡

1993年電力総連会長に就任｡1997年より連合事務局長｡

雇用審議会委員､税制調査会委員､金利調整審議会委員､郵政審議会委員､総

合エネルギー調査会委員｡

･成川 秀明 (なりかわひであき)

1943年生まれ｡日本労働組合総連合会総合政策局長｡

民間調査研究所 ･研究員ののち､｢総評｣書記局入局､1994年8月連合 ･労働

政策局長､1998年 10月連合 ･経済政策局長､1999年 10月より現職｡

金融審議会審議委員､地方分権推進委員会専門委員｡

･野口 敏也 (のぐちひろや)

1941年生まれ｡(財)連合総合生活開発研究所専務理事｡連合 ･連合総研会社

法改正問題研究プロジェク ト主査｡

1990年ゼンセン同盟副書記長に就任､1994年連合総合政策局長､同副事務局

長を経て1999年より連合総研専務理事｡

医療審議会委員､規制改革委員会委員｡
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･森 淳二朗 (もりじゅんじろう)

1944年生まれ｡九州大学大学院法学研究院教授｡

主要著書 :『会社法第5版』(有斐閣､2000)､『監査役の構成原理とシステム』

(有斐閣､1997)､｢会社法におけるコーポレー トガバナンスの基本構造｣(『国

民経済雑誌』180巻1号､1999)､｢会社法学の再構築に向けて｣(『商事法務』

1535号､1999)など多数｡

･山川 隆一 (やまかわりゅういち)

1958年生まれ｡筑波大学社会科学系大学院企業法学専攻教授｡

主要著書 :『不当労働行為争訟法の研究』(信山社､1990)､『国際労働関係の

法理』(信山社､1999)､『新法学ライブラリー雇用関係法 第2版』(新世社､

2000)など多数｡

･山路 敬三 (やまじけいぞう)

1927年生まれ｡日本経営者団体連盟副会長､日本テ トラパック株式会社会長｡

1989年キヤノンカメラ (秩)代表取締役社長就任｡1995年より日本テ トラパ

ック株式会社会長｡

スウェーデン王立科学技術アカデミー会員､(社)日本能率協会常任理事､日

経連構造改革特別委員会委員長､国連大学ゼロエミッションフォーラム会長｡

主要著書 :『共生戦略キヤノンの実践経営』(東洋経済新報社､1993)､『美 し

い経営21世紀の成功の5原則とは何か』(PHP研究所､1999)など多数｡
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会社法改正と労働組合

日本における企業統治のあり方

(コーポレート･ガバナンス)と

労働組合の役割



会社法改正と労働組合

日本における企業統治のあり方 (コーポレート･桝ナンス)と

労働組合の役割

日本労働組合総連合会総合政策局

局 長 成 川 秀 明

はじめに

労働組合の中央団体である連合は､企業不祥事が続発する日本企業の不公

正､不透明なあり方を解決するため､労働組合の役割を再点検する等､.%の

社会的役割の遂行に努めてきた｡そして､不祥事のない公正で活力ある企業

組織に攻めるためには､どのような企業法制に改正すべきかと､2000年7月

に連合総研と共同で ｢会社法改正研究会｣を立ち上げ､商法学者､労働法学

者等の研究 ･提言を検討 している (本書はその会議議事録)｡本稿では､連合

による企業間題への取 り組みの経過と､｢研究会｣を進めるにあたっての問題
EょgEヨJlユ■ヽ識についてとりまとめた｡

1. 日本における企業不祥事の多発と労働組合の対応

90年のバブル経済の崩壊によって､日本経済が長期低迷を引き起こすとと

もに､証券会社や銀行による大口寄託者に対する損失補填､ノンバンクへの
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不正融資事件を続発させる等､企業の社会的な責任のあり方が社会問題とな

った｡これらの企業不祥事に対 して､93年には ｢証券取引等監視委員会｣や

商法改正による監視 ･監査 ･モニタリングの制度が強化されたが､95年以降､

総会屋への不正な利益供与を再び行っている大企業が多いことも判明し､あ

わせて安全規制を軽視 した事散 ･事件が続発する等､改めて企業の社会的責

任が問われる事態となった｡また､長期不況のなかで業績低迷に安んじてい

る経営刷新の必要性が強 く指摘され､従来型の企業内部重視の経営のあり方

から､｢株主重視｣のアングロ･サクソン型の経営への転換が唱えられ､コー

ポレー ト･ガバナンス (企業統治)の見直 しが強 く主張されるに至っている｡

一方､これらの企業不祥事に対 し､労働組合の社会的責任のあり方が議論

されることとなった｡1991年の証券業界の ｢とばし行為｣による損出補填 ･1

不正な利益供与に対 して､連合は同年7月に ｢証券業界の不祥事に関する見

解｣を示 し､アメリカの証券取引委員会 (SEC)のような捜査権を有する機

関の設置を提起するとともに､労働組合として企業の社会的責任をチェック

する役割を強めるべきとの呼びかけを行っている｡

また､97年春の証券会社や都市銀行による総会屋等への不正な利益供与､

巨額な無担保融資事件等に対 して､同年5月に ｢事務局長談話｣を発表 し､株

主総会のあり方を含む経営監視体制の早急な確立と､労働組合による経営チ

ェック機能の強化を主張した｡さらに99年以降には､.原子力事故､化学工場

の爆発事故､食品食中毒事件､自動車のリコール隠し事件等､社会的な安全

や衛生を危うくする事故 ･事件が起きており､これらの事故 ･事件に対 し､な

ぜ労働組合が安全衛生問題等のチェックをできなかったのか､自ら反省する

検討を行った｡

多 くの大企業の場合には労使協議制度があり､この労使協議を労働組合が

しっかり行っていれば企業活動のチェックを行える立場にある｡それにもか

かわらず､チェックの役割を果たせていないのはどうしてか｡連合は ｢労働

組合の社会的役割の強化について｣という方針を提起 し､職場の安全衛坐の

確保､製品 ･サービスの安全性確保と社会的事故の防止､また､企業の社会

的公正ルール遵守のために労使協議､安全衛生委員会の定期開催を行う等､労
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働組合が企業の社会的責任をチェックすべきとの確認をした｡

2.経済界､政府における ｢商法改正｣への動き

これら企業不祥事に対 して､経済界､政府はどのような対応を行 ってきた

か｡97年7月に自民党法務部会商法に関する小委員会は ｢コーポレー ト･ガ

バナンスに関する商法等改正試案骨子｣を公表 している｡ 経団連は､同年9月

に ｢コーポレー ト･ガバナンスのあり方に関する緊急提言｣を発表 し､日経

連の国際特別委員会は98年8月 ｢日本企業のコーポレー ト･ガバナンス改革

の方向｣の提言を行った｡

自民党法務部会の ｢改革試案｣寸ま､監査役の独立性の確保と株主代表訴訟

の見直 しを提言し､監査役にらいては､代表取締役による年6回の監査役への

報告､社外監査役を過半数とすること､｢社外｣規定を厳密にする等の機能強

化を求めている｡また､株主代表訴訟については､訴訟できる者は原因時点

の株主に限定する､会社は被告取締役に補助参加できる､応訴費用について

会社立替えを認める等の ｢改正｣を提起 した｡企業不祥事に対 して､監査役

の役割強化で対処するとともに､93年に導入された株主代表訴訟制度に一定

の制約を課 し､その役割を緩和する提言である｡

経団連の ｢緊急提言｣は､上記の自民党商法部会の考えを受けたもので､社

外監査役の要件を過去にわたって会社の役員 ･使用人でなかった者 とし､法

定員数の増員､監査役の選任議案に対する監査役会わ同意等を主張している｡

株主代表訴訟に対 しては､行為時点の株主への限定､取締役賠償責任額の上

限設定､責任の免除 ･軽減措置の導入等を提言 し､今後の課題として取締役

会のあり方､株主総会の見直 しを挙げている｡

日経連の国際特別委員会の ｢改革の方向｣では､国･文化の違いによるコー

ポレー ト･ガバナンスの多様性を認めた上で､①企業の意志決定メカニズム

の透明性の確保､②外部からのチェック･牽制 (監査役の機能強化等)､③国

際会計基準､④情報開示の対象拡大のグローバルミニマムスタンダー ドに接
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近すべきとして､社外取締役の導入やア ドバイザリーボ- ドの設置､取締役

会の人数削減や専門委員会の設置､監査役会の機能強化､そのための監査役

の質的 ･量的な拡充を指摘 している去また､種々のステークホールダーの求

心力となる企業 ミッションを構築 し､ステークホールダーへの開示の必要性

を挙げた｡

連合は､自民党商法部会から97年6月にヒヤリングを受けており､その席

で､①日本の企業経営のあり方については､長期的視点に立った従業員配慮

の ｢日本的経営｣を維持すべきこと､②労働組合として経営チェック機能を

強める必要性､③コーポレー ト･ガバナンスでは ｢内外に通用する企業倫理

の確立｣が重要､と主張した｡

自民党の法務部会の議論は､現在では法務省の法制審議会商法部会に引き

継がれており､2000年9月6日に ｢今後の商法改正について｣との考えを示

している｡ それは､2年後の平成14年度を目処に通常国会に商法改正法案を

提出し､企業統治 (コーポレー ト･ガバナンス)の実効性の確保､高度情報

社会への対応､企業の資金調達手段の改善､企業活動の国際化への対応とい

う視点から､会社法制の大幅な見直しを行うというものである｡そして企業

統治の実行性の確保については､株主総会制度 (定足数､提案権の行使期限)

や取締役制度 (執行役員制度の導入､取締役の責任､株主代表訴訟制度)､監

査役制度 (社外監査役､会計監査役)､完全親子会社における機関のあり方を

検討 して､戦後初めての大々的な改革をめざすとした｡企業会計の計算およ

び開示のあり方に関しては､商法の計算規定と証券取引法の会計原則との関

係､企業集団に関する情報開示を検討する｡高度情報化への対応では､会社

関係書類の電子化､株主総会の改善に向けての通知の電子化､議決権の行使

の電子化等を推 し進めることが検討課題であるとの考えを示 している0

3. コーポ レー ト･ガバナンスに対する連合の討議経過

労働組合の中央団体としての連合は､傘下の産業別組織の担当者と協議 し
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ながら､企業のあり方 (コーポレー ト･ガバナンス)と労働組合の役割につ

いて議論 してきた｡企業不祥事に対 して､労働組合がチェック機能を強める

との確認を行 ったことは既に記 した通 りである｡ そして経営側､自民党の商

法改正提言に関しては､監査役に従業員代表または労働組合推薦者を参加さ

せること､コーポレー ト･ガバナンスについては従業員等のステークホール

ダーの権利を認めさせるという考えが重要だとしている｡

現行の日本の商法では､従業員に関係する会社統治にかかわる規定は､従

業員にも自社株を譲渡できるス トックオプション制度､従業員の債権先取 り

特権を規定 した商法第295条､そして2000年春の国会で導入された商法の企

業分割条項における ｢従業員への事前説明｣規定のみしかない｡法学者の者

くは､商法の会社法制は会社所有者の権利関係を規定するものとの見方で､商

法のなかに従業員あるいは労働組合の企業経営参加にかかわる規定を設ける

ことは難 しいという考えを表明している｡

このなかで､コーポレー ト･ガバナンスにステークホールダー (関係者)を

参加させるべ､きと連合が主張しているのは､①99年5月採択の｢OECDのコー

ポレー ト･ガバナンス原則｣において ｢コーポレー ト･ガバナンスの枠組み

はステ二 クホールダーの権利を承認 し､その積極的な協力関係を促進するも

のでなければならない｣との趣旨がうたわれているように､会社組織法制に

あっても従業員参加は可能であり､必ずしも ｢株主主権｣に限定されるもの

ではないこと､② ドイツ等の欧州大陸の諸国においては既に従業員代表制度

や監査役会制度等において会社法制のなかに従業員参加を組み込木でいるこ

と､③ 日本の会社法においても効率性とともに公正性を確保 した会社統治の

あり方を考えるならば､従業員参加を加えるべきと議論をしてきたことによ

る｡

この従業員代表や労働組合の企業経営への参加のあり方､特に監査役に労

働者が参加すべきか否かの問題について､連合は99年春に産業別組織の参加

を得て検討を重ねたが､産業別組織の意見は大きく2つに分かれている｡ ~ひと

つは､監査役に労働組合代表を入れることは､労働組合本来の労使協議 ･団

体交渉による経営チェック機能を弱めるので賛成できない､本来の労使協議
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制を大事にすべきとの意見であった｡もうひとつは､経営協議会や団体交渉

で企業チェックを行うことは大事だが､同時に監査役に労働組合代表が参加

して企業チェックを行うことは必要と,の意見である｡

･連合はこの討議を受け､労働組合として企業の社会的責任を明らかにする

ために､｢2000-2001年度の政策制度の要求と提言｣のなかで ｢監査役の選

任について労働組合代表を含める等の制度整備をはかる､また株主代表訴訟

制度のあり方については現行制度を維持する｣という見解を示し､企業統治

への労働組合参加を求めることとした｡

4.会社関係法案に対する労働者参加 ･労働者権利の取 り組み

この間､会社関係の組織変更にかかわる法律改正が行われている｡99年の

通常国会では通産省提案の ｢産業活力再生特別措置法｣が制定され､連合は

この法制定の際に､企業再生計画の策定と政府のその認定では ｢労働組合と

の協議 ･合意を前提｣という要件を入れること､法の目的に ｢雇用の安定｣を

追加することを強 く求めた｡残念ながら､法律本文にこの要求を実現できな

かったが､計画認定の要件に ｢従業員の地位を不当に害さない｣､計画実施で

は ｢当該労働者について､失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措

置を講ずるように努めなければならない｣との努力義務規定を盛 り込ませた｡

2000年春の国会では ｢企業分割に関する商法改正｣が制定されている｡ こ

の法改正に対 して連合は､①会社分割計画書に雇用契約を明示する､②会社

分割については労働者 (組合)との事前の話し合い (協議)を定める等の修

正を求めた｡この結果､①にある雇用契約の明示については条文が修正され

て盛 り込まれ､②の ｢労働組合｣との事前協議規定は自民党の反対により弱

められ､｢労働者との事前の話し合い｣･との追記修正が行われた｡

この商法改正と同時に制定された′｢企業分割に関わる労働契約承継法｣に

対 しては､①営業譲渡､合併も対象とすること､②労働組合とゐ事前協議を

法定すること､③解雇禁止規定を定めること等の抜本修正を要求 した｡この
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うち､②の労働組合 ･労働者代表との事前協議については ｢努力義務で行う｣

との修正が実現 している｡

さらに倒産にかかわる法律では､連合は ｢労働債権｣の優先順位について､

ILOの勧告に沿って税金より優位に引き上げる等の要求をし､現在､法制審

議会倒産部会で検討が続けられている｡

このように会社法制の近年の改正においては､労働組合または従業員の権

利にかかわる問題について､＼その権利を明確にする規定を定めさせる必要性

がますます高まっており､今後の大規模な ｢商法改正｣にあっては､企業統

治のあり方に労働組合 ･従業員代表の権利をいかに具体化させるかが労働組

合に問われていると言える｡

5. 商法改正に向けた連合要求の具体化について

連合は､労働組合代表または従業員代表が監査役の一員に選出される制度

の実現を求めており､企業行動の公正性､社会性を確保するためには必要と

の考えによっている｡ これらの監査役の活動を労働組合代表や従業員代表等

が担えば､産業民主主義を進め､働 く者と経営者がともに産業人としての能

力を磨 くことになるだろう｡

今後､検討すべきものとしては､監査役のみでなく取締役への参加をどう

考えるべきかという課題がある｡ 我が国の商法では､取締役も監査役と同様

に会社の事業を監視 ･監督する役割を担っており､取締役会の役割が再検討

されることとなっている｡これらを踏まえて労働組合の企業組織への参加の

あり方が具体化されなければならない｡

第2の具体化すべき課題は ｢従業員代表制の法制化｣の要求である｡事業所

または企業において､従業員の選挙により｢複数の従業員代表｣を選出し､経

営側はこの ｢従業員代表｣と事業所の事業活動について協議を行う制度がこ

の ｢従業員代表制度｣である｡

産業の場における労使対等の話 し合いと､それに基づく活動を進める産業
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民主主義を確立するため､労働条件､経営方針を話 し合って協議する労使協

議会 ･従業員代表制度を､すべての職場に備与る必要がある｡ しかし､我が

国においては中小企業での労使協議制の普及度はきわめて低いと法的制度を

もつ ドイツにおいては､中小企業での従業員代表制は大企業より低いものの

過半数以上で成立 している｡この意味から従業員代表制 ･労使協議会制度は､

国が法律で保証 した制度とすべきである｡ 我が国の労働組合は企業別 ･事業

所別に組織され､そこで労使交渉を行っており､~この事業所 レベルにおける

従業員代表制と労働組合との役割分担について､具体的ルールを検討する必

要がある｡

第3の課題は､労働者が自社株をもつことを通 じた労働者 (組合)による企
7

業チェック機能-発言機能について､労働組合としての考えを早急にまとめ

る必要がある｡ 現状においても､大手企業の多 くでは従業員持株会を通 じて

自社株の取得が行われている｡ しかし､持ち株比率は小さく､企業チェック

の手法として活用 していない等の理由から､その役割について充分に検討さ

れていない｡この従業員持株会､また従業員へのス トックオプションの活用

等により､コーポレー ト･ガバナンスに労働組合 ･従業員がどのような影響

を与えられるかを考えねばならない｡

第4の課題としては､企業組織の再編における労働者権利の確立の問題があ

る｡ 写000年制定の企業分割労働契約承継法は､企業分割のみを対象としてお

り､営業譲渡や合併の場合には適用されない｡実際には､営業譲渡､合併等

の企業組織の変更により､雇用契約や労働条件が途絶えて新たに結ばれる等､

働 く者の権利が侵害されている｡企業組織の再編については､労働 ･雇用契

約が本人の合意に基づいて承継されるような法ルールを定める必要があら､
＼

この雇用契約ルールは､働 く者の生活設計､職業人としての自己訓練を促 し､

職業人の安全､環境保全等の社会的責任を強め､産業企業の発展に調和する

と言える｡

第5の課題に会社組織の社会的責任として､企業の情報開示を大幅に拡大す

る必要性が挙げられる｡現状では､企業は上場企業 (約3,100社)の場合にの

み証券取引法によっで情報開示が義務づけられている｡ しかし､上場 してい
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ない企業の場合には､大企業であっても情報開示をする義務はなく､例外的

に資本金5億円以上､または負債額200億円以上の企業が特例法により貸借対

照表等の基本文書の公告が求められているにすぎない｡企業の地域社会､従

業員等のステークホールダーへの責任を考えるならば､非上場企業において

も従業員や地域住民等の関係者 (ステークホールダー)が､会計書類等を閲

覧できる制度を創設する必要がある｡

コーポレー ト･ガバナンスの法制は､単に株主による透明､公正､効率的

な会社統治のあり方を定めるものであってはならない｡企業が効率的である

と同時に社会的公正を実践 し､.社会の健全な発展に責任を負う企業制度とし

て定められるべきである｡そのためには､現に企業で責任をもって事業に従

事 している役員､従業員､債権者等のすべての関係者の役割を明示 した企業

組織法制が整えられる必要がある｡
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会社法改正と企業のあり方

会社法改正と企業のあり方について

考えるシンポジウムの記録



会社法改正と企業のあり方について考えるシンポジウム

<プログラム>

と き 2000年 11月27日 (月)13時30分～17時00分

ところ 芝パークホテル･2F ローズルーム

13:30 開 会 司会 成川秀明 連合総合政策局長

<第 1部 問題提起>

13:30-13:50 ①経営モニタリング ･システムの新たな構想

森 淳二朗 九州大学教授

13:50-14:10 ② コーポ レー ト･ガバナ ンスと従業員

一日本の雇用システムの関連で

稲上 毅 東京大学教授

14:10-14:30 ③企業改革と労働組合

:労働組合の社会的責任の観点から

笹森 清 連合事務局長

14:30-14:45 休 憩

<第2部 パネル討論>

14:45-17:00 ｢会社法改正と企業のあり方について｣

○パネラー

稲上 毅 東京大学教授

久保利英明 弁護士､日比谷パーク法律事務所代表

森 淳二朗 九州大学教授

山路 敬三 日経連副会長､日本テ トラパ ック株式会社会長

笹森 清 連合事務局長

○コーディネーター

喪口 敵也 連合総研専務理事

17:00 閉 会
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<第1部 問題提起>

司会者 (成川) 会社法の改正問題､いわゆる

コーポレー ト･ガバナンス (企業統治)､あるいは会

社のあり方について､労働組合としてどう考えてい

くのかという研究会を､連合､連合総研共同で､こ

れまでに4回ばかり行 ってきました｡そのなかで､

現在の商法の規定､社会における会社の役割､ある

いは私たち働 く者と会社との関係等について考えて

きました｡問題の広がりは､単なる会社法の改正と

いう領域にとどまらなくなっています｡現に､企業不祥事ですとか､事改､事

件等も起きており､労働組合としても､今､会社にどのような提案をし､ど

のように改善を求めていくのかが､日常的に問われています｡そこで､会社

法をめぐる諸問題､あるいは会社そのもののあり方に対する労働組合として
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の考えを､ しっかりまとめておく必要がある｡そのためには､やはり専門家

の方々のご意見を聞く場を設ける必要があるのではないかと考えまして､本

日のシンポジウムを企画させていただきました｡

本 日は､第一線の専門家の方々のご参加をいただいております｡商法体系

の理論的研究に長 らく携わっておられます､九州大学大学院法学研究院の森

先生､コーポレー ト･ガバナンスの実態調査等も含め､社会学の立場から企

業の実証的研究を進めておられます東京大学大学院人文社会系研究科の稲上

先生､弁護士として､会社の法律問題の相談を受け､ご提言 もされている久

保利弁護士に参加いただいております｡また､日本経営者団体連盟からは､

コーポレー ト･ガバナンス問題についての提言のとりまとめにあたられまし

た山路副会長にご参加いただいています｡そして､日本労働組合総連合会本

部からは､笹森事務局長が本 日のパネラーをつとめます｡

専門家の方々からは､日ごろお考えになっている日本の会社のあり方､問

題点を､私たち労働組合､あるいは働 く者に､率直に問題提起をしたいとい

う主旨のレジュメもいただいています｡私たちとしては､これらめご提起点

をしっかりと受け止め､日本の会社のあり方について積極的に提言する際の

参考にさせていただきたいと思っております｡

早速でございますが､ご報告を受けていきたいと思います｡

第1番目には､九州大学の森淳二朗先生にお願いします｡森先生には､会社

法に関する多数の著作がございますが､会社の実態的なあり方から､法理論

をもう一度再構築する必要があるとご提起されております｡そのなかで監査

役等につきましそも､従業員代表なり労働組合が､監査役会に参加 していく

ことも十分考えられるという､中立監査役構想をご提起をされていますので､

ぜひ先生の貴重な問題提起を受けたいと思います｡

それでは森先生､よろしくお願いいたします｡
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経営モニタリング ･システムの新たな構想

九州大学教授 森 '淳二朗

森 ただいまご縛介いただきました九州大学の森

です｡きょうの報告は､コーポレー ト･ガバナンスに従

業員はどのようにかかわり合うのかを考える■に当たっ

て､前提的に詰めておかないといけない問題についてお

話 しさせていただこうと思 っています｡レジュメをお

配りしておりますので､レジチメに従って話を進めさせ

ていただきます｡

なぜ､わが国のコーポレート･ガバナンスは従業員抜きか

まず､｢なぜ､我が国のコーポレー ト･ガバナンスは従業員抜きか｣という

問題について考えてみたいと思います｡ひとつは､理論的な障壁｡もうひと

つは､企業システムとして合理性があるのかという2つの理由が考えられま

す｡

理論的障壁

会社は株主のもの｡ 会社は株主の利益のために経営されるべき｡その

ため従業員をコーポレー ト･ガバナンスの仕組みに関与させれば､株主

所有を制限し､株主による私的自治を侵害する｡

理論的な障壁といいますのは､会社は株主のものであり､会社は株主のた

めに経営されるべきで､従業員がガバナンスの仕組みにかかわることになれ

ば､それは株主所有を制限し､株主自治を侵害する｡そのため､従業員はガ

バナンスにかかわれない､と考えられていることです｡
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企業システムとしての合理性

･アメリカ型一徹底 した株主重視

･ドイツ型一従業員重視 (共同決定制度)

･日本型-建前として株主重視｡これまで本音では従業員重視 (日本

型経営) であったが､現在は建前の株主重視に移行 しつつある｡

2番目の理由は､企業システムとしての合理性の問題です｡代表的な企業シ

ステムとして､アメリカ型､ ドイツ型､日本型の3つの型を考えるとします｡

3つの型の企業システムのうち､どれがいいのかと問われると､今､絶好調で

あるアメリカ型の企業システムがいいのではないかという議論が､日本では

一般的です｡そうしますと､従業員というのはやはり抜け落ちてしまう｡ こ

うした考え方に対 して､私峠､従業員はガバナンスにかかわってもらわなく

てはいけないと考えます｡現在､ ドイツには共同決定制度という形で従業員

を重視する仕組みがあります｡しかし､私は､ ドイツと同じような従業員重

視ではなく､新 しい形の従業員重視のあり方を考えるべきであろうと思って

います｡そういう意味で､ ドイツの共同決定､従業員参加を第一世代の従業

員参加とすれば､第二世代の従業員参加 というものを､これから考えていく

べきです｡

では､具体的にどういう形で考えるのか｡ここでは､｢経営モニタリング ･

システムの抜本的改革｣と､｢従業員救済制度の導入｣について､提案 したい

と思っています｡

経営モニタリング･システムを改革するうえで､｢専門家 ･従業員活用型監

査役｣という耳なれない言葉を使っていますが､要するに､新 しいタイプの

監査役が必要と私は考えています｡

ひとつは､｢中立資格監査役｣の導入です｡現在でも､社外監査役というも

のがあることはご存 じと思いますが､その第三者性をもっと徹底させ､弁護

士等の専門家が中立資格監査役になるや1､それを選ぶのは従業員､あるいは

中間管理職であるという新たな監査役制度をつくるべきだという提案です｡
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経営モニタリング ･システムの抜本的改革

1 専門家 ･従業員活用型監査役の導入

①中立資格監査役の導入

･社外監査役の第三者性を徹底させる

･弁護士などの専門家が中立資格監査役になる

･従業員 ･中間奮理職が選任

②従業員代表監査役 (ド-ア提案)

･従業員がその代表者を監査役に選出

2 専門家 ･従業員活用型監査役の職務権限と役割

①機関間の権限の分配の修正の要否一基本的に修正せず

②既存の統治機構を補完 ･支援する役割

それから､2番目に ｢従業員代表監査役｣と書いてありますが､これはロン

ドン大学の ド-ア教授の提案されているもので､､従業員がみずからの代表者

を監査役に選ぶ方式です｡

労使関係の問題については､中立資格藍査役だけではどうしても限界があ

るので､ ド-ア教授のいわれるような従業員代表監査役も必要ではないかと

思います｡こういう新 しい形の監査役が､いわば既存の統治機構を補完 し､支

援 していく形になるべきではないかと思っています｡

次に､｢従業員救済制度の導入｣です｡現在､企業不祥事､あるいは企業危

機が頻発 しています｡そう,したなかで､従業員は加害者になる場合 もあり得

ますが､多 くは被害者になっている｡ ところが､従業員は､被害者になって

も､どこにも自分の苦しさを訴えられないのが現在の仕組みです｡そこで､先

ほど申しました中立資格監査役に対 して､従業員が相談できるような制度を

つくるべきだと考えています｡もちろん､そういう制度をつ くりましても､場

合によっては従業員に対 して報復的な人事がなされることもあり得ますので､

そうしたことを回避できるような措置も考えておかなければいけません｡

そうした従業員救済制度ができれば､それがどういう意味をもつのか｡大

きくは､3つにまとめられるでしょう｡
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従業員救済制度の導入

1 企業不祥事 ･企業危機と従業員

2 中立資格監査役への救済申立権

･従業員と中立資格監査役との連携

3 従業員への報復回避措置

4 従業員救済制度導入の意義

①企業危機の早期回避

②従業員が企業を守ることを通 じて生活基盤を守る新たな途の開発

③経営の規律付け

ひとつは､企業危機を早期に回避できるということです｡つまり､従業員

は企業の隅々までいるわけですから､早い段階で不当な､あるいは違法な行

為をチェックできるようになれば､企業が危機に至るまでに初期消火できる｡

同時に役員の責任として､発生原因となる事実を早期に解消することにもな

るわけです｡ ･

これまで従業員は､経営者と闘って自分を守るという方法 しかなかった｡

それを保護する法律として労働法があったのです｡もちろん､それも必要で

すが､もうひとつの新 しい道､つまり従業員が企業を守ることを通 じて､み

ずからの経済基盤を守るとし,､う新 しいチャンネルを開発する必要がある｡ こ

れが2つ目の意義です｡さらに､3つ目として､そうした制度は､経営に対 し

ても､強い規律づけを与えると考えられます｡つ､まり､従業員が不断に経営

をみていくことで､厳 しい経営の規律づけが働 くと期待できる甲ではないか

と考えています｡

そのようになってきますと､従来とは比較にならないくらい徹底 した形で

健全性の確保ができるのではないか｡他方で峠､資本効率重視のための思い

切った規制緩和 もできるのではないかと考えています｡現在の会社法は､-

から十までを法律で決めてありまして､この法律は校則みたいな法律だとい

えます｡スカー トの丈の長さから髪型まで全部規制する｡ しかし､肝心な日

常生活の乱れは規制できない校則に似ているのか会社法だと思っています｡
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所有モデル型会社法理論から管理モデル型会社法理論への転換

伝統的な会社法理論の限界

1 これまでの理論的枠組み

①株式会社を株主のモノ (所有物)とみる｡

②株式会社は ｢所有と経営の分離｣｢所有と責任の分離｣の特性をも

った企業形態｡

③所有と経営は対立関係にあるとみ､その対立関係を ｢所有による

経営コントロール｣で律する｡

④所有の論理で会社法を組み立てているので所有モデル型会社法理

論といえる｡

2これま七は従業員重視-株主所有の制限ととらえる｡

そのように具体的に考えたときに､なぜそういうこと.がいえるのかという

理論的な裏づけが大事になります｡

まず､これまでの伝統的な考え方はどうであったか｡従来の理論的な枠組

みは､株式会社は株主のもの､つまり株主の所有物とみるわけです｡そして､

株式会社は ｢所有と経営の分離｣､｢所有と責任の分離｣という2つの特性をも

った企業形態だと説明します｡このように､所有と経営を分離しますと､そ

の両者は対立するものととらえられるわけです｡そこで経営が所有の利益を

害さないように､所有が経営をコントロールするという形で決めているのか

会社法です｡このようなやり方は､所有の論理で会社法を組み立てるもので

あり､所有モデル型会社法理論といえようかと思います｡

こういう理論を前提にして考えると､｢従業員重視｣は､同時に､株主所有

を制限するというとらえ方にならざるを得ない｡つまり株式会社というもの

は､所有者である株主の私的自治の世界であって､所有の論理が貫徹すべき

である｡その株主が選ぶ経営機関とか監査機関に従業員が加われば､所有を

制限する形で加わることになると理解するわけです｡
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新たな考え方 (管理モデル型会社法理論)の理論的枠組み

①会社支配に関わる制度 (議決権 ･資本多数決 ･持分払戻禁止原則)

を､個別的 ･微視的にでなく､集合的 ･システム的にとらえると､

株式会社は､資本多数決を利用 した一種の (最高度の)財産管理の

仕組みとして理解できる｡

②つまり､総棒主が取締役を選任するのは､大統領制のように株主が

直接経営者を選ぶのではなく､議院内閣制のように総株主がいった

ん多数派に企業運営を委ね､この多数派 (正確には資本多数決管理

者)に経営者を選ばせて､多数派と経営者によるチームで､企業運

営に当たると理解 しうる｡

③株式会社では所有と経営の関係は ｢所有と経営の分離｣だけではな

い｡分離された所有と経営は､バラバラな関係にあるのではなく､

議院内閣制的関係､換言すれば､｢所有 (の一部)と経営の連携｣

という論理的関係もまた存在 している｡

④かくして､株式会社の基本的特性としては､｢所有と経営の分離｣

｢所有と責任の分離｣以外に､｢所有 (の一部)と経営の連携｣とい

う特性も存在することになる｡ 前二者はハー ドの特性､第3の特性

はソフトの特性といえる｡

⑤これら3つの株式会社の特性は､企業の効率性を支える基本的仕組

みである｡ これらの効率性を支える制度が行き過ぎないように健全

性確保のための規制が必要となる｡

⑥現実の企業のダイナミズムと経済合理性を担保するもっとも重要な

特性は､｢所有 (の一部)と経営の連想｣というソフトの特性といえ

る｡しかし､伝統的理論はこのソフトの特性を認識せずに会社法を

組み立てているため､一面では規制が過剰で硬直的になっており､

他面では､実効性のある規制をなしえないことになっていると考え

る｡
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次に､以上のような伝統的会社法理論に対 して､新 しい考え方の枠組みに

ついてお話 ししたいと思います｡

会社の支配にかかわる制度としては､株主の議決権とか､資本多数決とか､

持分払戻禁止原則というものがありますが､従来､これを個別的､微視的に

ばらばらにみていました｡そうではなくて､集合的に考え､システムとして

考えるという立場に立ちますと､株式会社は､先ほどの伝統的な理論のよう

な株主の所有物とみるべきではなくて､むしろ資本多数決を利用した財産管

理の仕組みとして理解できます｡資本多数決という支配の仕組みを利用 して､

最高度に発展 した財産管理､つまり財産を大きくして､パイをふやしていけ

るようにしたのが､実は株式会社なめだと考えるわけです｡

このように考えると､例えば株主が取締役を選ぶということは次のように

理解できます｡総株主が取締役を選任するのは､大統領制のよう宣株主が直

接経営者を選ぶのではなく､議院内閣制のように総株主かひとまず多数派に

企業運営をゆ.だね､この多数派に経営者を選ばせて､多数派と経営者がチー

ムを組んで企業運営を行うム株式会社の特性は､従来､所有と経営の分離に

あるとされますが､その分離された所有と経営はばらばらになっているので

はなくて､議院内閣制的な関係､いいかえますと所有の一部と経営が連携す

るという関係を論理的には有しているとみることができます｡そうしますと､

株式会社の基本的特性とLITは､｢所有と経営の分離｣｢所有と責任の分離｣以

外に､｢所有の一部と経営の連携｣という特性もあるということです｡

｢所有と経営の分離｣､｢所有と責任の分離｣は､会社の機関を分けたり､有

限責任制度という具体的な制度を意味しますので､ハー ドの特性といえます

けれども､｢所有の一部と経営の連携｣という特性は､会社の支配にかかわる

複数の制度の集合効果として認識できる特性にすぎませんので､ソフトの特

性ということになります｡従来は､ハー ドの特性しか認められなかったので

すか､私の考え方に立てば､ソフトの特性もあることになります｡現在のパ

ソコンの利用価値を左右するのは､ソフトでありますが､それと同じように､

株式会社の最もすぼらしい点は､このソフトの特性にあると､私は考えてい

ます｡
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株式会社の特性

(効率性の基本的枠組み)

(-- ドの特性)

｢所有と経営の分離｣

｢所有と責任の分離｣

(ソフトの特性)

｢所有 (の一部)と経営の連携｣

健全性確保のための法制度

所有による経営 コントロール

の諸制度

資本 ･計算 ･開示制度

この特性に対応すべき法的手当

ては欠落

株式会社の特性を､まずきっちり考えることはとても大事であり､そうい

う特性と会社法が､どのように関連し合っているのか認識するべきです｡｢株

式会社の特性 (効率性の基本的枠組み)｣として3つ挙げました特性は､企業

の効率性を高める基本的な仕組みであります｡｢所有と経営の分離｣は､人材

を集めるための仕組みです｡｢所有と責任の分離｣は､財産を集めるた.めの仕

組みです｡それから､｢所有 (の一部)と経営の連携｣は､そうした人材およ

び財産を活用 しうるように支配を集中させるための仕組みで､いずれも企業

の効率性を高める上で､最 も基本的な枠組みといえます｡

しかし､そうした効率性の枠組みは､えて′して行き過ぎになりやすい｡そ

こで会社法は､健全性確保のために法制度を置いていると理解すべきです｡

所有と経営の分離に対 しては､所有が経営をコントロールするためのいろい

ろな制度を置いています｡それから､所有と責任を分離することに対 しては､

資本制度を置いたり､計算制度､あるいは開示制度があるわけです｡これに

対 して､ソフトの特性､所有 (の一部)と経営の連携は､現実には存在 して

いるけれども､認識されておりませんので､その特性に対応する法的な手当
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てもまたすべて欠落 しています｡我が国の会社法が基本的に機能 していない

といわれる'のは､このソフトの特性に対応する仕組みが欠けているからだと

考えます｡

チームによる企業運営

①資本多数決管理者 (多数株主｡公開会社では経営者)と取締役 とで

形成される企業運営チームの目的は､会社利益の最大化｡

②チームメンバー (資本多数決管理者と経営者)は､会社利益の最大

化に相応 しいチーム編成 (役割分担)を行うべき｡

③企業運営チームに入れない株主はアウトサイダー株主になる｡

④株式会社の基本的利害関係は､企業運営チーム 対 アウ トサイダ

ー株主

株式会社のソフトの特性は､いいかえれば､チームで企業運営を していく

ことです｡資本多数決を管理できる者は､普通の閉鎖会社ですと多数株主で

すが､公開会社で資本多数決を管理できるのは経営者です｡そのような資本

多数決を管理する者と取締役がチームをつくる｡ そのチームの目的は､会社

利益の最大化です｡チームのメンバーは､当然､会社の利益の最大化にふさ

わしいチーム編成､役割分担を行 うべきです｡

ところが､現在の会社法は､資本多数決を管理する者と取締役の役割分担

を片や会社の基本的事項を決定する者､片や会社を経営する者としてワン･パ

ターンで考えていますけれども､私の考えでは､この役割分担は多様であっ

て少 しも構わない｡このように役割分担の多様性を認めることは､現在のよ

うな企業グループ経営の時代にあっては､とりわけ重要な意味をもつと考え

ます｡そのように､企業運営チームが企業を運営 していけば､そこに入れな

い株主は､アウトサイダー株主になります｡公開会社では､大半の株主をア

ウトサイダー株主と呼んでいいわけです｡株式会社め基本的な利害関係は､
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チーム対アウトサイダーという形でとらえることができます｡これまでの考

え方は､所有対経営､疎主対経営者に基本的な利害関係をみるわけですが､私

の場合には､チーム対アウ トサイダーの形でみることになります｡

このような考え方を図式化すると､企業所有のレベルと企業運営のレベル

に分けていくことになります｡企業所有のレベルでは､総株主でみれば､総

株主が企業を所有 している｡これは､否定しなくていいと思います｡そうい

う意味では､伝統的な理論と出発点は同じです｡しかし､取締役を選ぶ総会

決議が成立 した途端に､企業運営のレベルに移行する｡ そこは､企業運営チー

ムに入れる株主とチームに入れない株主に分裂する世界です｡そうした分裂

する株主を､所有の論理だけで説明することは､当然ながらできません｡所
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有の論理で無理だとすると､何で説明するのか｡結局､株式会社という企業

運営にふさわしい論理を工夫 して構築 しなければならない｡私は､ここは他

の社会科学の成果とか､実践の成果を生かした工夫が試されていい世界だと

考えています｡

新たな経営モニタリング･システム

①現行監査役は､企業運営チームのメンバー｡

②チームメンバー間には緊張関係だけでなく協働関係も必要｡

③チーム対アウトサイダー株主の利害調整のためには多様な仕組みが

必要｡中立資格監査役､従業員代表監査役もそのひとつの仕組みと

して可能｡

④中立資格監査役も従業員代表監査役 も､株主所有と両立的でありう

る｡

いずれにしても､企業運営の世界では､企業運営チームとアウトサイダー

の両者が対立するような世界になります｡その企業運営のチームの中身につ

いてみていくことは､同時に ｢新たな経営モニタリング ･システム｣につい

て考えていくことになります｡現在は､監査役制度があり､監査役は第三者

的立場に立つとされていますが､私のような考え方に立つと､この現行監査

役も､実はチームのメンバーにすぎません｡なぜかといえば､チームは資本

多数決を管理できる者が選び､チームをつくるわけですから､監査役も棟主

総会で選ぶ限り′､多数決を管理する者が選ぶので､当然チームのメンバーと

いうことになります｡

そのようなチームメンバーの相互関係は､緊張関係だけでとらえるのでは

なくて､協働関係の視点からも考えていく必要があります｡現在の監査役制

度に関する理論は､経営者と監査役は対立するという形で､監査の仕組みを

つくっています｡そうした緊張関係も当然ながら必要ですけれども､チーム
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として会社利益の最大化に向けて､どのような協働関係をつくっていくかと

いう視点も大切です｡

それから､チームとアウ トサイダーの間の利害調整をどうするか｡この利

害調整は､単にチームとアウトサイダーが対立するという関係だけからみる

べきではありません｡アウ トサイダーは､チームの稼ぎに依存するという面

もあるわけで､対立と依存の両面から問題をとらえていく必要があります｡

しかも､公開会社であれば､チームとアウトサイダーは､マーケットを場と

してお互いに対峠し合うのですから､いろいろな利害調整の仕組みが考えら

れます｡その仕組みのひとつとして､先ほど述べた中立資格監査役､従業員

代表監査役がある｡中立資格監査役､あるいは従業員代表監査役は､決 して

チームに入っているのではなく､そのチームの外に立って､企業の利益の最

大化に役立つ存在としてあるわけです｡企業所有のレベルでは､総株主とい

う所有者がいるのですが､そのような株主所有と中立資格監査役､あるいは

従業員代表監査役は､両立的であり得るといえます｡

このように考えてくると､大まかな全体の構図として､既存の経営モニタ

リングの機構である監査役なり取締役会､あるいは会計監査人は基本的に維

持すればいいと思います｡その上で､それらと両立する､■補完的なコーポレー

ト･ガバナンス ･システムを新たに立ち上げる必要があるということになり

ます｡

既存の統治機構と､新たに立ち上げるべき補完的なコーポレー ト･ガバナ

ンスのシステムを連携させれば､コーポレー ト･ガバナンスの裾野を拡大で

きるのではないか｡ところで､この補完的なコーポレー ト･ガバナンスを担

う者は誰か｡新たな補完的な仕組みでは､弁護士等の専門家､従業員が新た

な担い手とならなければいけない､と考えます｡これまではそうした発想が

ありませんでしたので､今後は､そのような担い手を育てることが､とても

大事な課題になっていくと思います｡

新 しいガバナンスの担い手が登場 してくれば､いわば監査役､取締役会に

お任せであった､人任せの_コーポレー ト･ガバナンスから､みずからがガバ

ナンスの担い手になるという意味でのガバナンス ･システムへ､パラダイム
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の転換を図ることができるのではないかと考えています｡

以上で報告を終わらせていただきます｡どうもありがとうございました｡

(拍手)

司会者 大変ありがとうございました｡

それ七は､2人目の問題提起ということで､東京大学教授の稲上毅先生のお

話を伺いたいと思います｡すでにご存 じのように先生は､連合総研 ･企業 と

社会研究委員会の主査として､『現代 日本のコーポレー ト･ガバナンス』 (東

洋経済新報社刊)のとりまとめにあたられました｡コーポレー ト･ガバナン

スについて､現在どのような議論がなされ､各国でどんな動きがあるのかを

紹介されながら､日本の会社におけるコーポレー ト･ガバナンス改革の実態

調査 もふまえながら､今後検討されるべき論点について､いろいろとご提起

されでおります｡

それでは､稲上毅先生､よろしくお願いいたします｡

コーポ レー ト･ガバナンスと従業員

日本の雇用システムの関連で

東京大学教授 稲上 毅

コーポレー ト･ガバナンス改革の国際動向

稲上 まず､国際的な動きをレビューしておきたい

と思います｡一言でいえば､コーポレー ト･ガバナン

ス (企業統治)をめぐって､特に90年代の後半から､

開発途上の国々を含めた世界各地で､いわばコーポ

レー ト･ガバナンス改革ブ∵ムともいうべき大変大き

な動きが起きています｡
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(3つのモデル)

･古典的モデルー短期的な株主価値最大化､かつステークホールダー

志向が弱い｡

･洗練された株主価値モデルー長期的な株主価値重視､ステークホー

ルダー志向があり､国際的な単一モデル志向 (｢グローバルスタン

ダー ド｣)は弱い｡

･多元主義モデルー長期的な視点に立った (株主を含む)ステークホ

ールダー利益への深い重視 (-日本や ドイツ)

(アングロサクソン世界の新潮流-この10年)

･第 1に､洗練された株主価値モデル

(EnlightenedShareholderValueModel)の登場｡

たとえば､イギリス ･Hampel委員会報告 (1998)やOECD (1999)

･第2に､株主行動主義 (ShareholderActivism)

アメ-リカを出発点に､イギリスに飛び火 し､それから大西洋を渡って､ヨー

ロッパ大陸､さらに日本､韓国等々､世界各地にブームが広がっている｡ そ

れは､現在 も続いているように思われます｡

コーポレー ト･ガバナンス改革をめぐるいろいろな国の動きをみてみます

と､コーポレー ト･ガバナンスとは何かという問題への､ひとつの回答が見

出せるように思われます｡グローバル ･スタンダー ドという言葉が､ごく最

近までよく使われましたが､実はそのようなものは､なかなか成立 していな

いのか実情です｡コーポレー ト･ガバナンスには､少なくとも､3つくらいの

モデルがある (表 1)｡今､森先生がお話になりましたのは､私め理解で申し

ますと､古典的モデルに一番近いものです｡これには､2つの下位類型があっ

て､ひとつは､市場での株の売買を通 じて株主の影響力が行使される ｢退出

型｣､もうひとつは､株主価値最大化のために､株主が積極的に企業経営への

発言を行っていく ｢発言型｣です｡ここで､私が特に注目しておきたいのは､
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表1の ｢洗練された株主価値モデル｣と ｢多元主義モデル｣というふたつの類

型です｡日本､あるいは ドイツのコーポレー ト･ガバナンスは､後者に入 り

ます｡

表 1 コーポレートガバナンスの3つのモデル

株主価値 企業繁栄 短期主義

最大化 -の関心 志向

ステークホ 単一モデ
ールダー ル

志向 志向

〔A〕古典的モデル

A-1退出型

A-2発言型

〔B〕洗練された株主価値

モデル

〔C〕多元主義モデル

◎◎
○
×

×◎
◎
◎

◎
○

×

×

×
△

○

◎

◎◎
×

×
(注)ステークホールダー志向とは従業員､顧客･取引先､地域社会､環境など-の大きな

配慮､また､単一モデルとは TheLBusinessRoundtable(1997)や MillsteinReport

(1998)がいう òne-size一翫S-all'Approachのことをさす｡

｢洗練された株主価値モデル｣と ｢多元主義モデル｣は､どこが一番異なる

のかといえば､｢株主価値最大化｣にどのくらいの比重をかけているかが､ひ

とつの目安になるかと思います｡ほかの点では､この2つのモデルは､似たり

寄 ったりとみえます｡

そして､全体的には､アングロ･サクソンの古典的なモデルが､｢洗練され

た株主価値モデル｣に､相当大きくシフ トしていく傾向があります｡そうい

う議論が大変活発に行われていて､国際的にも､OECDが1999年に発表 した

｢コーポレー ト･ガバナンス原則｣もそうです し､イギ リスでも､アメリカで

も､類例を具体的にたくさん挙げることができます｡

企業経営にとって､T株主価値最大化｣は無視できませんけれども､｢企業

の繁栄｣は､それにも増 して大事だといえます｡そこで､長期的視野で企業

の繁栄を考えていく必要があり､また､そのためには､企業にかかわるさま

ざまな人々 (ステークホールダーズ)を大切にすべきだという考え方が生ま
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れてきました｡

このように､コーポレー ト･ガバナンスをめぐって世界各地にひとつのモ

デルがあるわけではなくて､それぞれの伝統や歴史なり､経営者の判断なり

があって､企業の目標 も決まっていくという洗練された株主価値モデルが主

~張されるようになりました｡日本でしばしばマスメディアの伝えるところで

は､古典的モデルが強調されているかにみえますけれども､国際的な議論の

趨勢は必ずしもそうではありません｡

もうひとつの注目すべき動きは､株主行動主義 (シテアホルダー ･アクテ

ィビズム)が強 くなってき七いることです｡株主といえば､短期的な利益志

向に傾きがち､あるいは中長期的に考えたとしても､平たくいえば､お金の

ことばかりいう存在だと､ しばしば､みなされがちです｡けれども､最近の

株主行動主義の中身は相当に違います｡たとえば､カルパース (カリフォル

ニア州公務員退職年金基金)の議決権行使に関するガイ ドラインをみてみる

と､環境問題 とか人権に関する問題､あるいは動物虐待等について､育数十

項目にわたるような､非常に細かな基準が挙げられていて､こういうことを

やっている会社には投資 してはならない､あるいはこういう会社には積極的

に投資 した方がいいという主張が展開されています｡株主行動主義は､この

10年ほどの間の､非常に重要な動きとして受けとめる必要があります｡

日本でのコーポレート･ガバナンス改革構想

次に､日本のコーポレー ト･ガバナンス改革の動きをみてみましょう｡ 包

括的な報告としてはこ日経連の国際特別委員会報告と､経済同友会の 『企業

白書』が目につきます｡

いずれも､多元主義モデルにくくることができるように思います｡日経連

国際特別委員会からは､先ほど触れましたOECDの原則が発表される前の年

(1998年)に報告が出ています｡そこには､日経連国際特別委員会の委員長で

あるオ声ロンの立石さんも参加されたOECDミルシュタイン報告 (アイラ ･

ミルシュタイン:米法律家 ｢GMモデル｣で有名)との共鳴関係､あるいは影
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･日経連国際特別委員会 (1998)と経済同友会 『第13回企業白書』(1998)し

･いずれも ｢多元主義モデル｣

･OECDのMillsteinReport(1998)の影響-日経連国際特別委員会

(1998)

･HampelReport(1998)の影響-経済同友会 (1998)

･｢資本効率重視経営｣は避けがたい｡しかし(｢環境経営｣｢顧客満足経営｣

｢良好な労使関係｣重視など)｢良き企業市民｣たりえずして資本効率重視

経営は正当化できない､と主張する経済同友会

･｢資本市場からも労働市場からも選択される企業をめざして｣という日経

連国際特別委員会

響か認められます｡経済同友会の 『第13回企業白書』には､ハンベル報告 (ロ

ナル ド･ハンベル :ユナイテイッド･ニュース ･アンド･メディア会長､英

コーポレー ト･ガバナンス委員会委員長)の全文が英文のまま収録され､そ

のまとめの部分の第1章が翻訳されています｡この両者の間にも共鳴関係､あ

るいは影響関係をみてとることができます｡

経済同友会の基本的な主痕は次のようなものです｡確かに､資本効率を大

事にすることは､これから避けがたく､また大事なことである｡ しかし､よ

き企業市民たり得ずして､資本効率重視は正当化 しようのないものであると

明言 しています｡環境経営ですとか､顧客満足経営であるとか､あるいは良

好な労使関係を大事にする経営､そういうことができなければ､よき企業市

民ではない｡経済同友会が､よき企業市民たり得ずして､どうして資本効率

重視を正当化できようかと明言 していることは､私も大変大事な考え方であ

ると思っています｡

日経連国際特別委員会報告書のサブタイ トルは､｢資本市場からも労働市場

からも選択される企業をめざして｣となっています｡ここに､日経連の主張

が明確に表明されているといえるでしょう｡
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｢中期経営計画｣ブーム- 実際に起こっていること

これまでは､いわばイントロダクションです｡私が､本 日お話 し申し上げ

たいことは､いま実際に､日本の経営に起きている変化についてです｡

最近､いろいろな企業グループをヒアリング調査で回っておりまして､よ

く耳にすることは､各企業がいずれも中期経営計画をつくっていることです｡

Yahoo等で検索すると､ 500項目近 くヒットします｡中期経営計画はブーム

であるといってもいいのではないかと思います｡

それでは､中期経営計画の中身は何か｡特に､中核企業のホーム ･ページ

をみていますと､コーポレー ト･ガバナンス改革という課題が書かれていま

す｡また､少数精鋭の経営首脳に集約され､意思決定を迅速化するという､経

営と執行の分離への動きも強まっています｡さらには､ほとんど例外なしに､

中核企業のコーポレート･ガバナンス改革

①経営と執行の分離一使用人兼務取締役の見直 し､執行役員制度の

導入

②少数精鋭首脳による意思決定の迅速化

③企業グループ連結経営をめざして

･株主としての中核企業

･分権的責任経営

･｢グループ本社｣｢コーポレー ト｣機能の創設 ･拡充

･企業グループ経営者育成システムの構築

④不採算部門からの撤退と事業統廃合

⑤売上高から経常利益 ･資本利益率へ-経営指標の改革

⑥株主広報活動 (InvestorRelations)の強化充実一説明責任と透

明性

⑦その他-ス トックオプション､外部取締役､株の持ち合い解消など
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企業会計基準の変更 もあって､企業グループ連結経営の充実､強化を目指 し

ています｡その場合に､中核企業は､いわば株主として子会社 ･一関連会社に

対峠するという性格を強めており､′子会社の方は､分権的責任経営という言

葉に沿った行動様式を求められるようになっている｡ 中核企業では､小さな

本社という言葉をよくお聞きになると思います｡小さな本社と､いう言葉の意

味は､グループ本社､コーポレー トの機能が､中核企業の一番重要な機能と

して､つまり企業グループ全体の連結経営を効率化させるために設けられて

おり､中核企業における本社機能の一番大事なものだからです｡そういうも

のを強化､充実することで､企業グループワイ ドの経営者の育成システムが､

少なくとも構想されているように思われます｡

それから､分社化の動きもありますが､最近特に目立ちますのは､それに

も増 して不採算部門からの撤退と事業の統廃合が行われていることです｡そ

れに伴って､雇用にかかわる問題も､いくつも出ているように思います｡

経営指標で注目いたしますと､売上高から経常利益､あるいは資本利益率

へと軸足が変わってきていることも､よくご承知の通 りです｡

株主に対する説明責任と透明性を高め畠ために､株主広報活動 (インベス

ター ･リレ-ションズ)を強化することもうたわれています.私は､これ%'

もうひとつのIRといっています｡インダス トリアル ･リレーションズ (労使

関係)という古いIRから､新 しいIRへという動きが生 じているかにみえます｡

このような一連の動きをどのように理解 したらいいか､どの程度の大きな

変化_ti:のか｡コーポレー ト･ガバナンスの日本モデルを4つの構成要素で示せ

ば､(a)企業コミュニティーの存続と発展を重視する､ (b)使用人兼務 と

いう表現を法律用語でしておられるようですが､｢使用人兼務｣の内部昇進型

の経営者によって担われた､(C)物言わぬ安定株主と株の持ち合い､メイン

バンク ･システムと間接金融､社員や顧客 ･取引先など他のステークホール

ダーとの長期的信頼関係によって支えられた､(d)インサイダー型の二重モ

ニタリング ･システム､ということになりましょう｡ コーポレー ト･ガバナ

ンスの日本モデルをこのようにとらえたとき-,今起こっている変化は､どれ

ほど根本的なものといえるのでしょうか｡
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(コーポレー ト･ガバナンスの日本モデル)

a.企業コミュニティーの存続と発展を重視する

b. ｢使用人兼務｣の内部昇進型経営者によって担われた

C.物言わぬ安定株主と株の持ち合い､メインバ ンク ･システムと間

接金融､社員や顧客 ･取引先など他のステークホールダーとの長期

的信頼関係によって支えられた

d. インサイダー型の二重モニタリング ･システム

(めだった変化がない側面)

a.企業グループとしての繁栄重視｡古典的モデルでなく､洗練され

た株主価値モデルか

b.企業グループワイ ドの経営者育成システムへ､ しかし内部昇進型

は続 くだろう

C.部分修正､ しかしステークホールダーとの長期信頼関係を壊 して

よいと考えていない

d.市場に ｢開かれた｣､しかし二重モニタリング ･システムの本格

的充実か

大事な点では､必ずしも変わっていない､あるいは部分的な変化にとどま

っていると思えることがいくつもあります｡それは､企業コミュニティーが､

やや膨 らみをもって企業グループとしての繁栄を重視 しており､株主価値歳

大化 とはならずに､せいぜい ｢洗練された株主価値モデル｣にとどまってい

るということです｡

､それから､企業グループ ･ワイ ドの経営者育成システムといっても､内部

昇進型という性格を失うとは当面思われないし､今のところ､･まだそのよう

にはなっていない｡

日本モデルの (C)の要素につきましては､･ステークホールダーとの長期的
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関係を壊さずにという前提ではありますが､いろいろな変化が起きています｡/

例えば､安定株主がどんどんなくなるとか､株の持ち合いがなくなるといわ

れます｡けれども他方で､多 くの経営者は､やはり安定株主は大事であると

も考えているのです｡

インサイダー型という言葉が少 しほぐれてきて､市場に開かれるという側

面が出ているかと思いますが､今､起きている変化は､実は二重モニタリン

グのシステムが壊れてきているのではなくて､それを本格的に充実させよう
I

という方向で動いていると､私は理解 しています｡したがって､現在起 こっ

ている変化によって､コーポレー ト･ガバナンスの根本的枠組みが変わろう

としているとは､今のところみえない｡

雇用･労使関係システムへの影響

そういう変化のなかで､雇用･労使関係がどのように変わりつつあるか｡さ

まざまな雇用不安が発生 していることはいうまでもありません｡そこまでい

かなくても､労働負荷が高まっている｡人は少なくなり､求められる仕事の

質は高 くなり､納期 も短 くなることで､若い人も中高年の人 も含めて､肉体

的 ･精神的負荷が大変高 くなっています｡健康に不安を訴える人が､年齢を

問わずに､2割程度いるという調査結果もあります｡

コーポレー ト･ガバナンスの変化と並行 して､総額人件費管理という考え

方が浸透 してきている｡成果主義管理も進行 しています｡そこにはさまざま

な問題があって､とりわけ評価システムについては､依然として多 くの問題

が残されている｡

それから､雇用関係が次第に個別化 して､集団的な労働関係の性格が弱 く

なっている｡ 同じ企業のなかでも､労働条件決定が多元化 し七いる｡ そして､

企業グループの人事管理が次第に動き始めている｡ 法定外福利厚生の大幅な

縮減も目立つ｡そうしたなかで､残念なことに､労働組合の存在感が大なり

小なり希薄化 しているよ そのこととも関係があります万 ど､労使協議が形骸

化 してきている兆 しがある｡ 会社側は組合 トップ､例えば中央三役の人との
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(雇用システム)

･企業不祥事に伴う大きな雇用不安

･労働負荷の高まり､健康への不安

･｢柔軟な企業｣モデルの成熟一長期勤続型の中核労働力プラス

･総額人件費管理の浸透

･成果主義管理-年功管理の後退と格差拡大､長時間労働の蔓延

･唆味な評価システム

･企業による能力開発投資ゐ後退か

･雇用関係の個別化

･労働条件決定の多元化

･企業グループ人事管理-グループ採用､出向 ･転籍 ･企業分割移

動､高齢雇用

･法定外福利厚生の縮減 一

(労使関係)

･希薄化する労働組合の存在感

･労使協議の形骸化-IndustrialRelationsからⅠnveLStOr

Relationsへか

･企業グループ労使関係の進展か

･個別苦情処理システムの充実

インフォーマルな話 し合い等は､最近は､インサイダ-取引になるからとい

って､そうした場合での経営者の発言はどうも口が固くなっていると､しば

しば耳にします｡

企業グループの労使関係は､これから大変大事になるはずですが､その構

築がなかなか思うに任せない｡個別苦情処理は､雇用関係､労働条件決定が

多元化 したり､個別化するなかで､これから取 り組んでいくべき大事なもの
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であるにもかかわらず､今のところはなかなかうまく対応できていない｡

い くつかの論点と問題提起

以下､気にかかる論点をいくつかまとめてみます｡

まずひとつは､企業経営はいかに行われるかというコーポレー ト･ガバナ

ンスの根本問題についてですけれども､年来､考えておりますことを率直に

いえば､｢ファイナンス型｣の資本主義のあり方､平たくいえば､所有する者

が支配するということでいいとは思えない｡森先生の表現でいうと､所有モ ′

デル型の会社法の理論を､私 も念頭に置いています｡資本は生産要素のひと

つにすぎません｡働 く者は､経営者を含めて､均等の発言力をもってしかる

べきである｡そのことを､｢インダス トリー型｣と､歴史的経緯に照 らして呼

んでいます｡企業経営の上で､最後は､いろいろな意味で､従業員が大きな

リスクを負っているのも事実ではないかと思います｡

そうなりますと､冒頭で申し上げたコーポレ-,ト･ガバナンスのモデルを

もう一度思い起 こしてみる必要があるセしょう｡私 どもの社会に見合 った

コーポレー ト･ガバナンスのあり方の自主設計が欠かせない｡事実､アング

ロサクソンの世界にも､｢洗練された株主価値モデル｣が登場 しており､｢株

主行動主義｣の出現 もみられる. そういうことも視野に置いて､コーポレー

ト･ガバナンスに関する自主設計が､当然あっていいだろうと理解 していま

す｡

そこで､労資両立型のコーポレー ト･ガバナンス一一 ｢資｣はわざと資本

家の ｢資｣を書いています一一は､はたして可能でしょうかO平たくいえば､

日経連のご主張は､労資両立型のコーポレー ト･ガバナンスということをい

っておられる｡ 基本的には､経済同友会 も同様だと思います｡そういうもの

がどのようにして可能になるのかを詰めていく必要がある｡ただし1これは､

いうほどにたやす くはありません｡古典的に歴史を振 り返 りましても､アポ

リア､難問というものがあって､それは生産効率と資本効率のどちらを重視

するのかということです｡資本効率重視が､ しばしば生産効率を失わせると
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①企業経営はいかに行われるべきか ?一基本問題を考える

･所有する者が支配する (ファイナンス型)でよいのか ?

第 1に､資本は生産要素のひとつにすぎない

第2に､働 く者 (経営者を含む)が均等の発言力をもってよい (インダス

トリー型)

第 3に､大きな最終 リスクを負う従業員

･コーポレー ト･ガバナンスの3つのモデル

･風土にあった自主設計 ･アングロサクソン世界の新潮流

第 1に､洗練 された株主価値モデルの登場-多元主義モデルへの接近

第 2に､株主行動主義の出現-株主の広い社会的関心

② ｢労資両車型｣コーポレー ト･ガバナンスは可能か ?

･古典的なアポリアー生産効率重視か資本効率重視か (｢Veblen問題｣)

･労使 関係 (ⅠndustrialRelations)か ら株主広報 活動 (Investor

Relations)へか ?

③労使関係の再活性化

･企業グループ労使関係の形成

･個別苦情処理への積極的対応

④労働組合の経営参加

･第 1に､労使協議の法制化

･第2に､労働者重役の構想一従業員代表監査役､中立資格監査役の構想

･第3に､組合あるいは従業員の株主化

⑤経営者の思想と行動

･経営者イデオロギーの重要さ

･株主の ｢代理人｣か､社員の有能な先輩か ?

･その輩出構造が決め手か

⑥組合に問われること

･第1に､ユニオン ･リーダー育成システム

･第2に､時間と資金 と情報と

･第3に､政策参加から政治参加へか
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いうことは､何十年にわたり､資本主義社会のありようを含めて議論されて

いる｡これを最も早 く指摘 した人物は､制度派経済学の創始者ソ-スタイン･

ヴェブレンだと思っていますので､私は ｢ヴェブレン問題｣と呼んでいます｡

この考え方に反対ではありませんが､なお非常に難 しい問題 もあります｡本

日は､この問題を論 じる時間はありませんので､指摘だけにとどめさせてい

ただきたいと思います｡

ところで､先ほど釆触れましたような状況では､企業グループの労使関係

を積極的に構築 していく､あるいは再編強化 していくことが大変大事になっ

てくる｡経営が動き､人事が動 くのですから､労使関係もそれに対応 しなく

てはいけません｡ところが､この面での対応が一番進んでいない｡企業グ

ループワイ ドの動きで最 も活発なのは経営の動き (｢連結経営｣の構築)であ

り､それに見合った人の移動が始まっているのですが､労使関係は､それに

対 して最もおくれているのか現状であると思います｡

経営参加という言葉が適切かどうかわかりませんが､労働組合の経営参加

については､3つはどすぐに考えられることがあります｡メニューだけ申しま

すと､少なくとも労使協議の法制化問題という考え方はあり得る｡ 括弧をつ

けるべきかもしれませんけれども､70年代に使われた言葉でいえば､労働者

重役という構想があって､森先生がお考えになっておられますようなものも､

そのなかにひとつ入ってくるかもしれない｡組合､あるいは従業員の株主化

というアイデアも､もちろんなくはない｡

これから､どのように物事が動いていくかと考えたときに､第三者風にい

えば､経営者の思想と行動が大変大事だと痛感 しています｡経営者の思想が

どういうものになっていくのかがとても重要です｡組合も､従業員､社員 も､

それによって大きな影響を受けます｡経営者は､株主の代理人､つまり古典

的モデルでいう代理人 (エージェ.ント)であるのか､あるいは社員の有能な

先輩という性格を色濃 ぐもち得るのか｡そのときに､経営者がどのような形

で選抜され､当該企業の経営者になっていくのかが､大変気にかかります｡長

期の勤続の末に経営者が選抜されることは､長期雇用慣行が存続 し続けると

いうこと妄意味している｡それが､とても大事な決め手になるというのが､私
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の思いです｡

いろいろ制度を工夫することは､今は本当に大切だと思います｡本日は､組

合の方が多 くお集まりでしょうから､少 しきついことを申しますと､どれだ

け立派な制度､あるいは器を用意 したところで､最後は､組合の力がなけれ

ばだめなのですね｡組合のリーダーが立派に育つかどうかが問題です｡その

ためには､お金と時間を使わなければ絶対だめです｡

もうひとつは､政策参加の問題です｡私は､政策制度要求に非常に注目し

てまいりましたけれども､それらがうまくいくためにも､本当は政治の力が

大変大きいと思っています｡事実をみていてそのように痛感 しています｡組

合の力がなければ､あ-tは立派な経営者を輩出してくれることを待つのみと

いう感 じがして仕方がない｡もちろん､立派な制度をつくり上げたいという

ことについては人後に落ちませんが､なおそのような印象をもっております｡

どうもありがとうございました｡(拍手)

司会者 稲上先生､大変ありがとうございました｡

では､続きまして､3人目の問題提起ということで､労働組合の現場で中心

になり､苦労もされております笹森事務局長から､連合の事務局長として､企

業のあり方に対する今のお考えを提起 していただきたいと思います｡よろし

くお願いいたします｡

企業改革と労働組合

:労働組合の社会的責任の観点から

連合事務局長 笹森 清

笹森 会場を見渡 しますと､労働組合の役員ばかりかと思ったら､意外

とそうでもなくて､マスコミ､学者を含め､組合関係以外の方も大分おみえ

になっています｡そういう意味では､この企画も成功 したのではないかと､ま
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ず､参加者の顔を拝見 しての感想を申し上げておきた

いと思います｡

私からは､最初､労働組合としての各論部分も含め

てお話をするつもりでおりました｡ただ､先ほどの提

起のなかに､特に稲上先生の後半の提起に､私が申し

上げなければならないことがたくさん入っておりまし

たので､そちらは討論の部にゆだねさせてもらいたい

と思います｡

そして､きょうの表題ですが､｢会社法改正と企業のあり方を考えるシンポ

ジウム｣では足 りない｡｢会社法改正と企業のあり方と労働組合の役割を考え

るシンポジウム｣というのか適切ではないか｡そういう意味では､非常に概

論的になりますが､今､連合が労働運動として､この間題についてどのよう

な考え方をもっているかだけ申し上げたいと思います｡

株主重視と従業員重視

最近､多 くの従業員は… 私は社員という言葉を使い′たいのですけれども､

今まで戦後50年間､私たちは○○株式会社の社員といってきたが､商埠上の

ことからいえば､社員ではないのです｡株主が社員なのです｡私は､社員で

いいと思う｡今までは､それで通用 していた｡しかし､今､その従業員でも

社員でもどちらでもいいのですが､本人はどういう気持ちなのだろうか｡何

となく釈然としないと思うのです｡本来､日本型の経営は､従業員が主であ

って､株主が従という扱い方で､ずっと日本の経済を発展させてきた｡その

なかで､特にその位置づけから､安定 したネットワークを重要視 してきたの

ではないか｡企業のなかでも､企業の外でも､そう小 うことが非常に強かっ

たと思うのです｡だからこそ､従業員､社員は､全部がそうだとはいいませ

んが､給料以上のエネルギーを注いで､企業のなかに仕事､あるいは能力､い

ろいろな知識､技術を蓄積 してきたのではないかと思っているのです｡これ

が崩れた｡
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ついこの間も､巷の一杯飲み屋さんでお話をしていたら､そこのおやじさ

んが､｢このごろ､サラリーマンの人が飲みに来ても､『うちの会社』ってい

う表現､使わなくなったんだよな｣といういい方をしていました｡これは1私

どもの立場からすると､きわめてゆゆしき状況だろうと思われます｡そうな

ると､きょうのテーマである会社法の改正によって､経営側の､あるいは経

営者の意識がどう変化 したのか､従業員の意識がどう変化 したのか､市場 (樵

主)の意識がどう変化 したのか｡このことをきっちりつかまえないと､会礼

のあり方､労働組合のあり方の役割分担がはっきりしないと思うのです｡

日本にとって､最大の資源は ｢人｣という財産だったはずです｡だから､こ

のことをいかに活用するか｡1ヵ月程前に日経連 とトップ協議を行 ったなか

で､日経連側から､株主重視と従業員重視､主と従の関係からいうとイーブ

ンには/なったでしょう､しかし､全部従業員重視にシフトがえ､株主重視に

シフ トかえしたのではないといわれております｡そうかといって､今､一連

の国レベルでの法改正が､すべての分野で進んでいった場合に､果たして従

業員重視がイーブンのままで止まるのか｡今の嫌な風潮からいうと､もっと

進んで しまっていると思うのです｡

株の格付の問題､株の評価の問題､ムーディーズの格付の問題､そして一

連の法改正が､どちらかというと雇用を守らなくていいような､いうなれば､

利潤を追求するためには､雇用が犠牲になってもいいということを中心に据

えたような扱い方をされるとすれば､きわめて問題であるし､その後遺症が

大きいわけです｡全部の経営者が悪いとは申し上げません｡ しかし､経腎者

性善説にはなかなか立てない｡なぜならば､どんなルールを決めても守 らな

い経営者が､必ず2割位いる｡ だから､ある部分､経営者性悪説というのを連

合としてはとらざるを得ないのではないかとの気持ちがあります｡

それから､株主重視｡株主とは一体だれなのか｡個人の株主､安定的株主､

いろいろないい方をしますが､特定株主の利益供与のために､雇用を犠牲に

し､利潤を追求するという､今の日本の図式でそのことが圧倒的に強いこと

について､私たちはこれからどう対応 していくか｡ここで一連の政府が行 っ

てきた法改正 と､されようとしている内容を問題にしなければならない｡ひ
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とつは､産業活力再生の問題｡もうひとつは商法改正､あるいは国際会計基

準｡さらに今､論議は途中でありますが､持株会社制度｡そして連結決算｡こ

ういったものを全部みていくと､私どもが組織的にも､理論的にも､そして

経営との対応上もまだ整理されていない部分､早 く直さなければいけない部

分が入っていると思う｡

なかでも､一番大きいのは､インサイダーの関係で しょう｡ 今まで､労働

組合の本社と本部､現場の支部､そして組合員の意見をとって､さらにフィー

ドバ ックしなから､本部 ･本社交渉をして解決させるなかで､インサイダー

の取引に引っかかるか､引っかからないか､きわめて蓮巡 した対応をせざる

を得なかった時期が少 しある｡幾分､株の取引だけは整理できたが､これに

ついてのきちんとした組織的な協議体系ができているのか､いないのかとい

うことも問題だろう｡

連結決算なり持株会社制度が進んでいきますと､今までの独立 した個別企

業という法人のなかにおける労使関係は､グループという関係のなかでの労

使協議､あるいは使用者責任にどう対応するのかが間虚となる｡ これについ

ての整理 もまだでき上がっていない｡ 私 も委員として参画 した持株会社制度

懇談会が､公 ･労 ･使でもたれて､2年間論議をしましたが､結局､使用者責

任の明確化と､労使協議をどこでもつのかについて､経営側との意見一致が

できないまま､もう少 し実態をみた上で判断しようと先送 りされている｡ し

かし､現実は進んでいく｡ この部分についてどうしていくのか､これは､組

織の問題と経営協議の問題と2つあります｡

サプライサイドの論理による法改正

それから､一連の底辺にあるのは､サプライサイ ド側､供給側からの論理

と､デマンドサイ ド､需要側､労働側からq)論理が､法改正のどこで反映さ

れてきたかという問題です｡これは､圧倒的にサプライサイ ド側からの論理

の方が多い｡連合の立場としては､総理のもとに置かれる委員会で､特に経

営再生の問題､産業活力の問題について､15分の1なり20分の1なりの委員
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を派遣 し､そこで意見をいった程度でとどめられるのだったら､外野から直

していった方がよいだろうと意識的に参画をいたしません′でした｡参画をし

なかったけれども､稲上先生が最後に触れられた政策実現のための政治パ

ワーが､連合には､残念ながら欠けております｡

したがって､外野から直すというのは､きわめて至難の技になってしまっ

た｡具体的にいえば､サプライサイ ド側から出てきた一連の法改正の内容は､

すべて企業の競争力維持を至上の目標にしている｡ このことに対 して､何を

犠牲にするのかとなると､雇用の削減は亘むを得ないというのが根底にある

わけです｡我々としては､労働者の保護をどうするかという保護策を講 じな

ければならない｡こうした一連の整理をしたなかで､ しからば表題 もちょっ

と足 りなかったのではないかと申し上げました｡労働組合の役割という部分

からいうと､労働組合の社会的責任と､その機能発揮について､きょうのシ

ンポジウムで､ある部分､答えが導き出せるような論議にしたい｡後で､私

も自分の考えを申し上げたいと思います｡(拍手)

司会者 笹森事務局長､大変ありがとうございました｡3人の先生方か

ら､大変貴重なご提起をいただきました｡後段のパネルディスカッションも

充実 したものにしたいと思っております｡
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<第2部 パネル討論>

司会者 それでは､第2部のパネルディスカッションをはじめさせていた

だきたいと思います｡

先ほどご報告､ご提起いただきました先生方については既にご紹介いたし

ましたので､はじめに､日比谷パーク法律事務所代表の久保利英明弁護士を

ご紹介 したいと思います｡久保利先生は､企業法務に大変お詳 しく､この分

野で多数の著作 もお書きになり､いろいろとご発言もされています｡

もうおひと方は､山路敬三 日経連副会長です｡日経連のコーポレー ト･ガ

バナンスに関する報告のまとめ役としてご尽力されました｡公職も大変多 く､

ご活躍されています｡

それでは､第2部は､野口連合総研専務理事に引き継いでいただきまして､

野口さんのコーディネー トで進めさせていただきたいと思います｡よろしく

お願いいたします｡
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コーデ ィネーター (野口) 連合総研の野口であり

ます｡よろしくお願いいたします｡

きょうは､願ってもなかなか実現できないこの道の

静々たる先生方をお迎えし､このパネルディスカッシ

ョンを開けて大変うれしく思っております｡

先ほど､先生方からお話がございましたように､大

変幅広 く､また､現実に非常に激 しい動きのあるテー

マでございます｡

全体の流れとして､ご三方からお話を承ったわけでありますが､第2部は最

初に､山路副会長から､日本企業のコーポレー ト･ガバナンスの改革の方向

等､ 日経連でまとめられた資料のご紹介を兼ねて､実際の経営の立場から､

コーポレー ト･ガバナンス全体の問題についてお話をいただきます｡その後､

久保利弁護士から､コーポレー ト･ガバナンスの方向の問題について､実践

といいますか､企業法務を通 じてさまざまな体験をなされた立場から､最 も

重要な課題とは一体何か｡そして､現実に今､日本のコーポレー ト･ガバナ

ンスが機能 しているのか等を中心に､お話を承りたいと思います｡

その後､たくさんのテーマがあるわけですが､できれば2つに絞 りたいと考

えております｡

ひとつは､日本の企業の､現実にある機関の問題です｡とりわけ取締役会､

あるいは監査役の制度を重点に､これからどのような形が考え られるのか､ど

うあるべきかというお話にもってまいりたいと思います｡

その後､私たち労働組合の大変重要な関心事を､先ほど笹森事務局長から

も､是非話をしたいとしたコーポレー ト･ガバナンスへの従業員､労働組合

の参加の問題｡それと絡んだ労使関係のあり方というテーマにもっていきた

いと思います｡

できれば株主代表訴訟制度についても触れていただきたいと考えておりま

す｡

それでは､早速､日経連の山路副会長からお話を賜 りたいと思います｡よ

ろしくお願いいたします｡
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コメント一一企業経営の立場から

日経連副会長 山路 敬三

山路 山路でございます｡先ほど稲上先生から､

日本でのコーポレー ト･ガバナンス改革構想として､経

済同友会と並んで､日経連国際特別委員会のものをお

話 しいただきました｡そこで先生は､いずれも多元モ

デルであり､資本市場からも､労働市場からも選択さ

れる企業を目指 してというのが日経連国際特別委員会

のコーポレー ト･ガバナンスの要点であるとお話 しさ

れました｡その通 りでございますが､それにもう少 し

つけ加えたい内容がありますのでこの,=とを､話させていただきたいと思い

ます｡

企業はだれのためのものか

コーポレー ト･ガバナンスというのは､企業がだれのためのものかという

視点に立って経営を遂行することであろうと思います｡企業と利害関係をも

つ主体､ステークホールダーとしては､株主､経営者､従業員､顧客､債権

者､その他の取引先､地域社会､国､それに今 日では地球自然環境 も含めて

ステークホールダーのなかに入るのかなという感 じがいたします｡

最近は､'アメリカでの株主総会をみましても､人道問題とか､地球環境問

題に対する質問がふえてまいりました｡株主さんもまずご関心のあるのは利

益でございましょうが､それだけでなくて､社会的なことに至るまで問題に

されているのをみて､大変心強い感 じがいたします｡

従来の日本企業のコーポレー ト･ガバナンスの特徴を要約すると､内部昇

進取締役 ･̀監査役者による取締役会､監査役会の運営､これが第 1｡第2が､
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企業間の株式持ち合いによる安定株主化｡第3として､メインバンクによる支

援体制 といった点が挙げられたのではないかと思います｡

こういったものは､ある時期までは､敵対的な買収を防止 したり､経営の

安定化を促進 したり､企業の長期的な戦略立案を可能にするといったところ

でうまく作用 して､日本的経営が成功 した大きな要因のひとつとなっていま

した｡ しかし､最近では企業の不祥事が続いておりまして､インサイダーシ

ステムとでも呼ぶのでしょうか､内部重視に基づ くものだということで､厳

しい批判を招 くようになったと承知 しております｡

とにかく､社内のチェック制度がうまくいっていないのがひとつの問題に

なっているわけです｡取締役や監査役の大部分が内部からの昇格者でありま

して､社長､あるいは会長が取締役､監査役の実質的な任免権をもっており､

役員､監査役は何 もできなかった｡こういった会社至上主義が問題で､外部

のチェックも入れなければならないというところから､コーポレー ト･ガバ

ナンスの問題がいわれるようになったと心得ております｡

我々は､従来から株主を軽視 しているとは思っていないのですけれども､株

主にお話 しする機会が従業員の皆さんにお話 しするよりもずっと少なかった

ので､株主軽視 といわれたのではないかと思っております｡そういった点で

は､十分なディスクロージャーがありませんでした｡

もうひとつは､日本企業は長期経営を強 く打ち出しておりまして､投資の

収益率が低かったことも大きな問題ではなかったか｡ しかし､これも不況に

耐え､将来の投資をし､企業を安定的に成長､発展させるために､その方面

への投資をしていたというわけなのですが､株主からは株主軽視のような目

でみられたと思います｡

そういうことで､日本においてもコーポレー ト･ガバナンスについていろ

いろいわれるようになってきたのですが､この問題はOECDという国際機関

でもディスカスされまして､そこの民間諮問委員会がまとめた報告書 ｢コー

ポレー ト･ガバナンス .･グローバル市場における競争力強化と資本アクセス

の改善｣によると､コーポレー ト･ガバナンスの基準に､グローバルモデル

はない｡市場によって決定される｡ もちろんグローバル ミニマムスタング-
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ドは守らなければいけないが､市場によって基準が決定されるのではないか｡

しかも､企業環境によって常に変化 していくべきで､唯一普遍のモデルはあ

り得ないといっています｡逆にいうと､それだけよその国の経験を学びなさ

いということになる｡ベス トプラクティスに従ったらいいじゃないかという

ことです｡

日本の場合には､日本的経営の特徴といわれる長期的な視野に立つ経営と

か､雇用確保を重視する経営を､今後とも守って､その上でのコーポレー ト･

ガバナンスにしていくべきではないかと思っております｡

しかし､グローバルミニマムスタンダー ドはどうしても導入 しなければな

らない｡導入 しなければ､企業として国際競争の舞台にも立てないというも

のは､守 らなければならないと思います｡そのグローバル ミニマムスタン

ダー ドという甲は､要約すると4つくらいになるのではないでしょうか｡

第 1は企業の意思決定メカニズムの透明性の確保｡取締役の選任と適切な

身分保証､取締役会の運営方法を改革することによって､透明性を確保する

ということ｡

第2は外部からのチェック･牽制の強化も必要です｡監査役の機能強化をす

るか､社外取締役 ･社外監査役を活用 し､適切な身分保証をすることも必要

だと思います｡

第3ですが､国際会計基準に従う｡これは当然､時価評価､定額法による減

価償却､発生主義会計､連結財務諸表の採用等です｡

第4が､情報開示の対象拡大です｡無形固定資産､環境報告書､いろいろな

面で情報開示をやっていかなければいけないということが､グb-パル ミニ

マムスタンダー ドの4つ目になるのではないでしょうか｡

今申し上げたようなことを基本にして考えを進めていったわけですが､株

主重視との関連では､株主か従業員かという問題が先ほどでてきております

か､この両者に差をつけるべきでないというよりも､すべてのステークホ-

ルダーに順番をつけるべきではない｡そういう意味では多元主義といわれる

かもしれません｡

株主の尊重と従業員の重視は､矛盾 しないというのが日本企業としての考
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え方ではないか｡株主も､いろいろな側面をもって､社会的な面でも､地球

環境の面でも理性をもっておられる株主が多いわけでございます｡そういう

株主を相手にさせていただければよろしいのではないか｡そのとき非常に重

要なのは透明性であるという判断を下しております｡自社のコーポレー ト･ガ

バナンスに対する基本的な考え方を､内外にわかるように明示する必要があ

るということです｡従業員 との関係も､労使協議制を充実 して､情報開示を

進める｡ これによって､労働組合､従業員､組織が健全な牽制機能として作

用するような役割を期待 したい｡

コーポレー ト･ガバナンス実践へのマネジメントシステム

そノういう点から､日経連としては､まずコーポレー ト･ガバナンス改革の

方向の第1として､資本市場からも､労働市場からも選択される企業を目指そ

うではないかと､報告書をまとめたわけです｡もうひとつ､これからの日本

の労働力の状況をみていきますと､だんだんと若い人が減って､年寄 りがふ

えてくる｡ さらには､全体的な人口も減ってくる｡ もちろん人口が減れば需

要 も減るわけですから､人口が減っただけ労働力が不足になるというわけで

はございません｡ しかし､一番重要なのは､若い人が減ってきますと､活力

とか想像力という面で非常に問題が出てくる｡

これからの労働市場は､買い手市場ではなくて売 り手市場になっていくの

ではないかとの厳 しい見方をいたしまして､労働市場からも選ばれる企業に

ならないと､株主からも選ばれる企業にはなり得ない｡

労働市場の方は､やはり労働の論理に従う｡透明性の確保については､職

務内容とか評価基準､昇進､昇格の基準､教育機会等をはっきりと公開しな

ければいけない｡社内紛争の処理ルールを明確化 して､紛争処理システムを

きちんと整備することとか､労使協議会をきちんと活用 していこうではない

かということです｡

重視すべき価値尺度､労働市場の視点では､雇用安定の努力が第1｡従業員

のモチベーション､生きがいとか働きがいを高めるということ｡コミュニ
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ケ-ション､労使協力､労使関係の安定も価値尺度として入 ってまいります｡

国際共通ルールとしては､ILO等でいわれるような人権尊重とか､国際的

に承認された公正な労働原則を守ることであるIt思います｡

このようなことで､私たちとしては､資本市場からも､労働市場からも逮

ばれる企業にならなければいけない｡逆にいうと､労働市場から選ばれる企

業にならないと､･企業の効率的経営はできなくて､資本市場からも選ばれな

くなるという切実な感 じをもっています｡

例えば､企業の不祥事｡アメリカの場合には取締役会と執行役員が分散 し

ている｡ ディレクターとオフィサーが分離 しており､ディレクターがオフィ

サーを監督する立場にある′｡ しかしこういう二重構造にもかかわらず､アメ

リカでも依然 としていろいろな企業不祥事や1起きている｡ 形だけ整えても､

中身がなければいけないということで､私たちが考えましたのか､コーポレー

ト･ガバナンス実践へのマネジメントシステムをつくるのか一番効果がある

のではないかということです｡

マネジメントシステムというのは､ちょうどISOで品質マネジメン トシス

テムとか､環境マネジメントシステムがあるのと同じように､コーポレー ト･

ガバナンスについてもマネジメントシステムをつくって､定期的に外部から

のサーベイランスを受けていけば､きちんと動 くようになる｡ そういうもの

をつくったらどうかということでございます｡

マネジメン､トシステムには6つのステップがあると思いますが､まず第1ス

テップが､企業 ミッション､企業 ビジョンを経営者がきちんと構築すること

です｡これは､各ステークホールダーに対する会社の使命とか､経営目標を

出すことだと思います｡

例えば､お客様に対 しての企業 ミッション､ビジョンとしては､第 1は､､安

全な製品の供給を基本に､カスタマーズサティ不ファクションの向上を追求

する{第2番目として､経済性と品質 ･安全性の間め トレー ドオフはしないと

明言することでございます｡

社会に対 しては､ISO9000番､14000番の認証を全社で取得すること｡ あ

るいは､環境投資に､このくらいの売 り上げに対する投資をし､このくらい
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の効果を上げます､と宣言する｡また､国連のアナン事務総長が昨年 (1999

年)春に提唱されたグローバルコンパク トに当社も参加するというようなこ

とを挙げる｡

株主に対 しては､経営の基本的な視点スタンスを示す｡第 1として､当社

は､真の日本的経営を異質競争力として保持 します､という決意を出す｡そ

うなりますと､長期志向か､短期志向かをはっきり出すことになる｡安定志

向か､ リスクテーキングをするか､それをはっきりと出す.配当方針とか株

価の方針を出す｡さらには､先ほどの財務比率､その他経営指標､それには､

長期的なR&Dの比率とか年間の特許の取得数等も掲げておく｡

従業員に対 しては､真の人間性尊重経営をすると明写 し､かつ生きがい､や

りがいを重視する｡ 雇用方針､エンプロイアビリティーの獲得を支援する｡

賃金システム､評価システムについて明示することです｡こうして ミッショ

ンとビジョンをはっきりと出して進む｡これが第 1です｡

第2のステップは､企業 ミッション､ビジョンをステークホ-ルダーに開示

する｡ ステークホ-ルダ-に開示するということは､株主総会でお話 しする

ことも含めまして､全ステークホールダーに明言するわけです｡役員が株主､

ステークホールダーに対 して誓 うわけです.

第3のステップは､ディスクローズした企業 ミッションとかビジョンに賛同

してくださったステークホールダーの皆様､投資家､従業員､取引先､それ

にお客様などに株主になっていただくということでございます｡

第4は､そういった企業 ミッション､ビジョンを達成するための実行機能の

確立､効率化｡

第 5は､監視機能の確立 と効率化｡

第6としては､的確な評価尺度をつくりまして､それで達成度を評価する｡

いつまでもスタンダー ド&プアーズとかムーディーズにやられるのではなく

て､自社はこのような評価尺度で評価 していきたいという評価尺度を明確に

出す｡

そのほか､最近になりますと､今申し上げたようなスタンダー ド&プアー

ズだとかムーディーズだけでなくて､例えばダウジョ-ンズのサステイナビ
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リティ･グループインデックスのように､経営を経済性だけでなく､環境性､

社会性といったもので総合的に長期視点で評価する尺度 もできており､そう

いうのを援用することもあります｡約束 したミッション､ビジョンをどのく

らい達成できたか開示する｡株主総会ごとに開示 して､なかなか達成できな

かったら､経営者 としてはしかるべき責任をとるということであります｡

こういったマネジメントシステムをつくって､ISOのように回していく｡内

外の監査､サーベイランスを受けることが､コーポレー ト･ガバナンスシス

テムを本当に動かすには大切ではないのかと思います｡

以上申し上げたのか日経連の報告書の概要でございます｡

コーディネーター どうもありがとうございました｡

それでは､久保利弁護士に､･国内外の実勢をつぶさにみてこられた経験か

らお話を賜 りたいと思います｡よろしくお願いいたします｡

コメント一一企業法務の立場から

日比谷パーク法律事務所代表 久保利 英明

久保利 ご紹介いただきました弁護士の久保利で

ございます｡

まず､コーポレー ト･ガバナンスという概念は､非常

にあいまいといいますか､語義が非常に広いといいます

か､いろいろなことが入ってくるわけです｡これを整理

する上でまず申し上げたいのは､広い意味のコーポレー

ト･ガバナンスといったときに､実は2つのファクタ-

が含まれています｡
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コンプライアンスと効率性

ひとつは､コンプライアンスです｡コンプライアンスというのは､遵法経

営とか法令遵守 といわれますけれども､違法行為をしないということをいい

ます｡これは､コーポレー ト･ガバナンスのなかで､ひとくくりができるの

ではないか｡

残 った部分は何かといいますと､これが狭義のコーポレー ト･ガバナンス

で､別のいい方をすれば､経営の効率性 という問題です｡すなわち､広い意

味のコーポレー ト･ガバナンスは､｢コンプライアンス｣と ｢効率的経営｣か

ら成 り立っ｡＼この2つを比較する際に､効率的経営が動脈で､コンプライアン

スが静脈であるという比境を使う方もいらっしゃいます し､広い意味のコー

ポレー ト･ガバナンスを新幹線だともいいます｡コンプライアンスという線

路をしっかり引いて､この上を超高速の列車が走る｡ 走っていく列車が狭い

意味のコーポレー ト･ガバナンスです｡線路がしっかりしていなければ､ど

んな効率的経営をやったってひっくり返 ります｡

その一番極端な例が暴力団経営です｡暴力団というのは､利益率がものす

ごく高いわけですけれども､全然コンプライアンスがないという点で､社会

の評価をかち得ることはできない｡こういう意味で､コーポレー ト･ガバナ

ンスというのは､2つの切 り口をはっきり分ける必要があるのではないだろう

か｡

そう考えてまいりますと､今まで日本の企業で､コーポレー ト･ガバナン

スが非常に問題だといわれていたのが2つに分かれることになり､一番問題な

のは違法行為である｡不祥事 といっておりますけれども､不祥事 というのは

天から突然不吉なものが降ってくるということでありまして､まさに天動説

みたいな話です｡そうではなく､今の不祥事はすべて犯罪行為､違法行為で

あり､それを犯 した経営者は､犯人､.犯罪者であります｡犯罪をしておいて､

ぐず ぐずいっていますが､逮捕されるしかないわけですから､コンプライア

ンス違反である犯罪行為をどう防ぐかというのは､非常に明確､クリアな話

です｡
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この犯罪行為に対 して､目下一番有効な方策は､東京地検特捜部と株主代

表訴訟ということになっています｡日本の場合､ある意味では非常に不幸な

ことですが､それ以上に有効な手だてが実はない｡社外監査役や､社外取締

役がどう機能 したらいいのか｡十分機能 していれば代表訴訟は起きないわけ

です.代表訴訟が起きるのは､株主や､らこういうことがあるから起こせとい

われた監査役が起こさないから､株主がわざわざ代表訴訟をしなければいけ

ないのでありまして､例の大和銀行事件にしても､それ以外のゼネコンの事

件にしても､監査役が起こして/いれば代表訴訟にはならない｡監査役が会社

のために起こす損害賠償請求訴訟にすぎないわけです｡

起こる前に防ぐべき人たちが機能 していないので､こういう問題が起きる

ことが､コンプライアンス上の日本の組織的､制度的な面での一番の問題点

であろうと思われます｡

もう一方の効率的経営という狭い意味でのコーポレー ト･ガバナンスにつ

いては､どう考えたらいいのか.今までの日本の経営に､ある意味で峠ステー

クホールダー､株主､従業員でもいいのですが､それらの人々に本当の意味

で利益を与えるために経営者が経営するという経営体制が､そもそもあった

のかという点について､私は非常に疑問に思っています｡

顧問会社として上場会社を100近 くもっている弁護士の立場で､こういう

ことをいうのは大変借越なのかもしれませんけれども､正直にいわせてもら

えば､今までの古い､オール ドタイプの経営では､役所の方で経営戦略を考

えてくれた｡銀行であれば大蔵省が考えてくれ､銀行局が考えてくれる｡証

券会社の経営なら大蔵省の証券局が考えてくれる｡ コンピュータ業界であれ

ば通産省が考えてくれるという意味で､経営判断の部分を全部､官に丸投げ

をしてきた経営ではなかったか｡

そういう意味からいいますと､今まで経営者がやることとしては､実はマ

ネジメントしか残っていなかった｡本当の意味での経営資源をどこへ振 り向

けるかを考えないで経営 してきたことが､今､ついに官が滅びて､官主導が

できなくなったときに露呈 しているだけではないのか｡日本型経営といいま

すけれども､日本型経営はそんなに立派な経営だったとは思えない｡敗戦後

- 71-



のあの時期においてそれなりに効果があったのは､官がしっかりしていたか

らではなかったか｡

逆にいいますと､プロの経営者の市場が非常に少ない｡今､狭い意味での

コーポレー ト･ガバナンスは､どうやって利益を上げていくかという問題で

すから､すぐれて経営資源の分配といいますか､どこへ配分するか､人､物､

金､情報をどこへ投入させるかという問題でございます｡これは大変難 しい

わけで､いわば執行役員 レベルでの問題ではなく､むしろ経営そのものの次

元の話では誓いか｡日本は､そういうことについては今までやってこなかっ

たのだから､新 しく考え出す しかない｡

思えば､35年 くらい前に東京大学法学部で､石川吉右衛門先生の労働法の

ゼミに出ました｡今でも覚えていますが､ゼミのゲス トスピーカーとして､太

田薫さんとIMF-JCからもお一人お呼びして､対談といいますか､対決を聞

いたのですか､すごいものでした｡このお二方は､日本の経済をどこへもっ

ていこうかと､そこらの経営者より真剣に考え､かつ労働者に対する分配を

どうするか､本腰を入れて､命を張ってやっていらっしゃると思ったわけで

あります｡

昔陸軍､今総評といわれた35年前のあの姿を思うと､労働組合といいます

か､労働者はあれくらい強いときがあったかと感 じます｡日本の経営者 も必

死にやっておりましたから､今のようなたるんだ状況のなかでの違法行為は

あまりなかったのではないか｡チェック機能がきいていたと思います｡そう

いう意味で､労働組合のパワーが落ちて､経営者が自分勝手な経営をするよ

うになり､モニタリングの機能が非常に落ちてきている｡

もうひとつ､メインバンクの方も､当時は非常に恐ろしい力をもっていた｡

メインバ ンクから締め上げられたらまともな経営ができなくなるという点で

は､そのモニタリングの機能もきいていた｡官が大きな流れをつくると､いう

意味でも､官のモニタリングがきいていた｡

逆にいうと､経営者 というのは､業務執行者の部分､マネジメントの業務

しか担ってこなかった原点が､30年､40年前の日本の経営にあったのではな

いか｡それが変わってきたときに､どういうガバナンスのシステムを構築す
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るかと求められて､日本型とか○○型というモデルはなく､今から新 しくつ

くるしかないと､M&A､企業分割､持株会社､合併というシステムづ くり

の相談に関与 しているなかでひしひしと感 じるわけです｡

｢従業員を大事にする経営｣と ｢長期的経営｣

コンプライアンスの面でいいますと､今の状況を変えるのは簡単なことで

しょう｡ ひとつは､監査役の機能強化を徹底的にする｡ しかし､現在どうし

ても機能強化ができないのは､例えば代表訴訟のようなものを監査役がみず

から起こさないのは､人事権を取締役会に握られているからです｡ したがっ

て､どんなに機能強化をしようとしても､監査役の人事権を監査役会そのも

のに与えるか､あるいはそれ以外の第三者機関に与えるか､あるいは森先生

がおっしゃっている中立監査役というものをつくるか､そういったシステム

をつくらない限り､どんなに今の自民党法案のような権限強化をしてみても､

監査役は強 くならない｡逆に､そういう部分を変えれば監査役は強 くなれる

というのか､私の確信です｡

次に､従業員を味方にしてコンプライアンスをやらなければ､どうしよう

もない｡今､野村証券の内部管理役員会のメンバーになっておりまして､野

村証券では例の総会屋に対する利益供与事件以来､内部で特別の管理役員会

をつくり､このなかでホットラインを引きました｡従業員が自分の身の回り

で起きた違法行為をみつけた場合､これを トップへホットラインで送れる｡

トップにもいいたくないというケ∵スは､私どものような3名の外部の弁護士

がおりまして､ファクス､電話､Eメールで直接私のところへ送ってきてもい

い｡情報を得たならば､その人の名前を隠したまま､会社の トップに対 して

こういう事件が内部であるらしい､直ちに調査されたいと､匿名性を原則と

して私のところからトップにお話をするというラインでございます｡そうい

うホットラインを引いて真剣にやらないと大変です｡

友人の検事などは､最近の内部告発はすごいよといっています｡昔は､小

さな葉書に左手でちょこちょこと書き､自分の身元がわからないようにして､
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家からわざわざ離れたところへ行って投函 した｡今は､会社からファクスが

来ます｡会社から来るファクスに堂々と ｢私の電話番号は何番です｣と書い

てあります｡実名も書いてあります｡｢ご不明な点がございましたら､私のと

ころへ直接お電話 ください｣というファクスが来るのです｡こういったこと

があるので､違法行為を内部告発で外に出されないうちに始末をつけようと

思ったら､ホットラインを引くしかない｡

ところが､日本の多 くの経営者は､ホットラインは密告制度でよくないと

いう｡ そんな悠長なことをいっている時代ではないでしょうと検事から諭さ

れるような状態ですけれども､果たしてそういうホットラインを引けるのか､

引けないのか｡従業員､労働組合としては､それをいいというのか､よくな

いというのか｡いいといってホットラインを引ければ､かなりの情報が内部

から上がってくると思います｡

次に､法務部の独立制｡要するに､内部の法務部にコンプライアンス ･オ

フィサーのような弁護士を入れて､その弁護士は当然 日弁連の管轄下で懲戒

権をもたれているわけですから､違法行為に加担 したら､自分自身がバ ッジ

を外さなければいけない｡そういう覚悟をして､企業の内部に入れるような

制度を考える｡

アメリカでは約 15万人の弁護士が企業の内部におります｡弁護士全体で

100万人いるわけですが､そのうちの15万人が企業のなかで働いています｡

日本は全体で1万8,000人の弁護士 しかいないうえに､35人から40人 しか企

業のIiかにおりません｡このコンプライアンスの圧倒的な力量の差が､日米

の企業の力の差になって出てこないことを願います｡また､アメリカには30

万人の会計士がいます｡日本には1万2,000人の会計士 しかいません｡ある意

味でいうと､この力の差がコンプライアンス､あるいは会計の透明性を含め

て大きな違いになっていると思われます｡

今までの日本的経営では従業員を大事にというけれども､どうしてセクハ

ラが日本から出なかったのか｡私は､セクハラ事件を12年ほど前､弁護士会

の役員のとき初めて取り上げましたけれども､本当に従業員をかわいがる､大

事にする企業経営をしているのであれば､セクハラは日本発で､世界に広ま
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ったはずですが､これは日本がアメリカから教わることになりました｡

過労死という'事件があります｡非常に厳 しい労働条件のもとで自殺する｡

電通事件で弁護士が､人を救うために自分自身が過労死するほど働いて､つ

いに1人亡 ぐなりましたけれども､弁護士までが過労死するくらい働かないと

権利の保護ができない｡そういう司法制度と従業員と使用者との関係｡それ

を考えたとき､本当に従業員を大事にする経営を日本の経営者はしてきたーの

だろうかと､日本的経営についてどうもこのあたりが残念な気がする｡

一方で､長期的経営というのはもっともだと思いますが､粉飾だ､先送 り

だというやり方は､本当に正 しい長期的経営なのか｡そうではないだろう｡

東芝がアメリカで一千百何十億円払いましたけれども､アメリカにおいてコ

ンピュータが亮れて､物すごい利益を上げていたのです｡売れたときに､な

ぜ法務予算をしっかりとっておかなかったのか｡アメリカの弁護士にいわせ

ると信 じられないことだという｡アメリカで物を売るということは､常にそ

ういうリスクがあり､後で何が返ってくるかわからないのだから､法務予算

は当然とっておくべきです｡

日本人は長期的経営といっているのに､なぜ売 り上げの中からR&Dと同

じように法務予算をとっておかなかったのか｡短期に利益だけ上げて､物す

ごくR&Dが上がりましたという経営そのものではないか｡日本が本当に長

期的経営だというならば､それにふさわしいやり方をしてきたのだろうか｡

長期的経営は間違いではありません｡従業員を大事にする経営が間違いでは

ありません｡ しかし､ひとつひとつやってきたことはそういうものだったの

かどうか｡狭い意味でのコーポレー ト･ガバナンス､効率的経営という点で

も､果たして日本的経営は､そんなに世界に冠たるす ぐれた経営であっただ

ろうかという疑問があり､法を守るというコンプライアンスの両面にわたっ

て､疑問があるといわざるを得ない｡

私は､このシンポジウムのような企画が､日本の経営を大きく変えていく

だろうと思う｡お題目のような日本的経営とか従業員を大切にということで

はなくて､具体的にひとつひとつ何をしてきたか､何をして何をしてはいけ

ないのか｡それをどう変えていくのかというのを､従業員､労働組合が真剣
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に取 り組んでいくべきだと考えています｡

リーダーの質といいますか､強い､立派な人が トップに立たないと大変だ

というのは､ 日本の会社においても同様でありまして､山路さんのように立

派な人がいらっしゃるところはいいのですけれども､そうでないリーダーが

日本にはたくさんいて､問題があるのではないかと感 じています｡その意味

で､まとめとして申し上げさせていただきました｡ご清聴､どうもありがと

うございました｡

コーディネーター どうもありがとうございました｡労にとっても､使

にとっても､大変きついお話でございました｡私も30年前を振 り返りますと､

ある会社の法規部というところにおりました｡その当時から､アメリカでは

ほとんどの大手 ･中堅どころの会社で､副社長には法務の担当者が必ずいた｡

日本にも､30年たった今 日そういう時代が来たのかなと感 じました｡

企業のなかの内部機構を含めまして､これから会社の機関のあり方につい

てご議論を賜 りたいと思います｡取締役会､監査役会､さらにいえば株主な

り､代表訴訟 とかいろいろあるわけですが､中心になります取締役会､監査

役会､あるいは最近かなり多 くの企業で業務執行役員制度を取 り入れてます

けれども､この辺の課題なり､あり方についてお話を賜 りたいと思います｡

取締役についてはあまり触れられなかったのですか､森先生からお話をい

ただければと思います､いかがでしょうか｡

社外取締役の活動への期待

ー森 私は､これからの日本のそういう業務執行機関､あるいは監査機関

がどのようにあるべきか､現在､いろいろな提案がなされておりますけれど

も､それによって､日本の企業の経営のあり方が大きく変わるとは思ってお

りません｡きょう､山路さん､それから久保利さんからお話 しいただいた内

容の方が､これからの日本経営のあり方をどう変え るかというときに､とて

も大事な視点を提起されていると思います｡現在､どういった考え方がある
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のかということよりも､それを本当に実体化させていくためにはどういう工

夫が必要なのかという議論をした方が､実があるのではないかという印象を

受けました｡

山路さん､久保利さんに､むしろ私が質問したいと思うのですけれども､お

話はすごく大事なことで､ しかも実現されれば､日本の企業 もまたおもしろ

い元気な企業になっていくのではないかと思うのです｡では､どうすれば山

路さんのおっしゃったそういう企業のミッション､ビジョンを明確化 し､実

現 していくプロセスが保証されるのか｡それが､私にとってまだよくわから

ない｡例えば経営者の社長が旗を振るといいますか､みずからミッション､ビ

ジョンを示 してこうやりましょうとすれば､動 くと思 うのです｡ しかし､先

ほどの久保利さんのお話であれば､多 くの経営者はそうではない｡旗振 りを

しない｡そういう経営者を動か_そうとしたらどうしたらいいのか｡そこのと

ころを､経営者の方々はどのように考えられ､あるいは企業実務､法務の立

場からどのように変えていったらいいかを､むしろ何かコメントしていただ

ければ大変ありがたい｡

久保利 あえて申し上げますと､ひとつは､社長をどうみるか｡日本的

な従業員主権のなかで､例えば ｢社長､.社長と威張るな社長｡社長､社員の

なれの果て｣というデカンショ節をもじった歌がありますが､まさにそのよ

うな構造のなかで､社長が会長に上がって､次の社長を指名 していく｡ 自分

よりもカのない人､会長としての地位を脅かさない人､あるいは自分に対 し

て忠誠心を誓 っている人､こういう人をどんどん選んでいくと､社長の劣化

といいますか､どんどん燥小化 していく流れはとめようがないと思います｡

ですから､今でも､社長としてリーダーとしてその旗を振ろうという人が､必

ずしも多数派ではないというのが実感です｡

では､どうするか｡ひとつは､中堅層の中間管理職が今どういう存在なの

か｡インターネット､Eメールができて､中間で飛ばされているといわれます

けれども､そうではないと思います去やはり中間層の人たちが本当に元気を

出して､うちの会社はこれではもたないといい出せば､実は変わる契機 とな

る｡第一勧銀の総会屋利益供与事件の後､新頭取が出てくる過程というのは､
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明らかに中間管理職の反乱 といっていいような状況があったわけです｡野村

証券についてもそうでして､もうこのような体制ではやっていられないと､そ

れこそ30代､40代の若手の従業員たちが反旗を翻 し始めたという点で､中間

管理層に対する期待感 というのかひとつあります｡

もうひとつは､これも私の経験で恐縮ですが､現在､日債銀の社外監査役

を務めております｡この銀行は､社長がみずから命を絶たれたという大変不

幸なスター トをしたために､コーポレー ト･ガバナンス上の機能が非常に減

殺されてといいますか､評価されないでいるわけですが､私に＼とっては､物

すごいコーポレー ト･ガバナンス上の機能をもつ組織にみえました.すなわ

ち､業務執行の取締役は2人 しかいない｡取締役数は13名で､このなかの11

名は完全に社外でございます｡外人が3名いて､それ以外の人たちは大株主の

会社､例えばソフトバ ンクとかオ リックスとか､そういうところの トップで

ある孫正義さんや宮内義彦さんも含めて､みんな社外取締役です｡学者 も他

社のCEOもいます｡社外取締役が､ある意味でいう旗を振 って､業務取締役

に対 してこうしよう､ああしようというアイデアをぶつけていく｡ コンプラ

イアンスはこのようにしていこうと､社外取締役が相当パワーをもってやり

得 るのではないか｡社外取締役制度 と内部から育 ってきた従業員たちのパ

ワー､この2つが日本を変える大きなきっかけになり得るのではないかと思っ

ています｡

コーディネーター ありがとうございました｡

それでは､山路副会長､お願いいた.します｡

山路 私は､コーポレー ト･ガバナンスのマネジメントシステムをつ く

るようにと提案 したわけですけれども､確かにこのような提案を受け入れて､

それを実行 している企業は非常に少ないと思います｡しかし､日経連傘下の

各県の経営者協会でお話 しする機会が大変たくさんございますので､そうい

った経営者協会を回りながら､このお話を飽きることなく続けておりますが､

共鳴はしてくれるのですけれども､なかなかやってくれない｡ですから､

鳴し､やってくれるところが一 日も早 くあらわれることをまず期待する｡

れが第 1でございます｡
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第2は､そのとき刺激的にいっているのですが､おたくの業界で1社やれば､

ほかは慌てて追随するよといっているわけです｡.これは､日本の横並びの関

係で､必ずそうなると思います｡こういった際立ったディスクロージャーを

やった会社が出れば､その会社に対 しては世間の関心が集まり､そこの品物

は売れるようになると思います｡そういう意味で､いい方向へ回転するので

はないか｡

もうひとつは､やはり久保利先生がおっしゃられたように､社外取締役の

活動に期待 しております｡社外取締役も実質任免者が一一免職させる方 も含

めて任免者ですね､これが､実力会長であり､一実力社長であると､なかなか

その意に反 したことがいえないと思います｡そういうことがない声うに､取

締役の候補の選出は株主総会でやるわけですから､実質任免者である社長､会

長か議長をするときに､その議長の口から､はっきりとどういう理由でこの

人を選んだか､なぜ社外から選んだか､そしてこの人は私に反乱を起こして

も身分は保証するくらいのことをいわなければいけない去要するに､身分の

保証を実質任免者が株主総会で明言することが必要ではないかと思います｡

もうひとつ､私の宣伝になるようで申しわけないのですけれども､実は､イ

ギリスにIoDという協会があります｡インスティテュー ト･オブ ･ディレク

ターズという協会ですが､ここでは､取締役は一定の経験と知識をもってな

ければいけないということで､そういう知識と経験をもった人材に認定を与

えるような､認定試験の制度を実施 しています｡認定に受かりますと､ディ

プロマットという称号が与えられ七､プロの経営者として通用するようにな

る｡そして､その人たちが実際に企要で働いて実質的な成果を上げる03年な

ら3年上げる｡その間､倫理的にも悪いことをしていなければ､その上のチ

ャーター ドという称号がもらえるのです｡ところが､チャーター ドという称

号をもらった人は､その後､会社を経営 している間に不祥事を起こしますと､

この認定免許証を取 り上げられてしまうのです｡

このような仕組みで､取締役の教育と認定試験制度を動かしているのです

が､これを日本に導入すれば､日本にプロの経営者､プロの取締役をつくる

きっかけになるのではないかと思い､日本能率協会と相談 しまして､今年の
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秋から始めました｡ここぞと思う方はぜひこの教育を受けられて､プロの経

営者になっていただき､いいコーポレー ト･ガバナンスをやっていただきた

いと思います｡

コーディネーター ありがとうございました｡

今､社外取締役のお話が出ましたけれども､大体､ 日本に社外でお願いし

ているような､言葉が悪いのですか､そのような人材がどのくらいいるのか｡

日本の場合､そのお友達だけ選んできて､結局役に立たないのではないか｡こ

ういう懸念 もありますが､その辺､久保利先生､どうお考えになりますか｡

社外取締役の実状とその基盤

久保利 私は人材はたくさんいると思 うのです｡ただ､たくさんいる人

材が､日本には経済団体が日経連を含めて4つもあるものですから､みんなそ

っちへとられてしまう｡ アメリカみたいに全米商工会議所ひとつしかなけれ

ば､人材があまってくれますので､そのあたりから来る｡早 くあそこをひと

つに統合 していただけたらと思っています｡かつ､アメリカにおいては､民

間経営陣に勲章はないのです｡あれは､あくまでも軍人のものです｡勲章が

ないためにどうするかというと､経営者 として功成 り名遂げた人は､例えば

GEの社外取締役になることは非常に名誉なわけです｡報酬はそんなにありま

せん｡ せいぜい8万 ドルくらいですけれども､そこへ行ってそのポジションを

とることは､大変な名誉だというようになっています｡名誉であるだけに､せ

っかく名誉職について失敗 したら大変ですから真剣にやります｡

このように､人材がいないというのは間違いで､人材はたくさんいらっし

ゃるが､その人材がうまく当てはまるだけの道筋が立 っていないのではない

か｡ならば､山路さんのおっしゃったように､早 くやった人が勝ちです｡人

材やi少ないのなら少ない人材を早 くとった方が勝ちなわけでありまして､少

ないからやらないのではなくて､少ないから早 くとるべきだと思って ､ 日債

銀の場合には､それこそ花王の常盤さんのようなすごいパワーのありそうな

人たちが､こんなに集まったら大変だという人ばかり集めたわけですけれど
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も､むしろこれからは社外取締役もいい人をとる競争になってくる｡場合に

よると､連合から人をいただきたい､うちの社外取締役になってくださいと

いって､事務局長の笹森さん来てくださいとか､鷲尾さん来てくださいとか､

お呼びがかかるかもしれない｡そのときはぜひ行って､厳 しいことをおっし

ゃっていただければ､ガバナンスにもプラスになるのではないかと期待 して

います｡

コーディネーター もうひとつ､監査役についての議論があまりなかっ

たのですが､不祥事が再発するたびに監査役の権限強化という話が出まして､

今回の会社法改正 もそこにひとつの議論が集中すると思います｡この課題に

ついて､どなたかお話をいただけませんでしょうか｡- では､稲上先生､お

願いします｡

稲上 いろいろな企業を回り､役員の方に対するアンケー ト調査をして

いますが､そのなかから得たいくつかの結果をお話 しします｡ひとつは､経

営組織､役員制度について改革をしている企業でも､監査役制度について自

主的に改革されている例は非常に少ないというのが強い印象です｡アンケー

ト調査等をみていますと､とりわけ企業不祥事に対 して､監査役制度をどの

ようにしていったらいいかという点では､中立性､専門性を高めることに､日

本の経営者は非常に強い意向をもっていると､私は理解 しています｡

もうひとつは､取締役の改革の動きは､やはり起きています｡経営と執行

が分離 して､取締役は直接の経営､文字 どおり取締役 としての役割に特化す

るようになる｡ところが､そうしたなかで､取締役の関心は株主利益という

方向へ進み､それに対する歯止めがない状態となっていまして､それが少 し

懸念されるというのか正直な印象です｡

日本における社外取締役′のこれからの姿について､ご指摘がありましたよ

うなことに反対ではありませんが､イギリスの経験をひとつだけ申しますと､

日本で株の持ち合いが多いのに対 して一一実は､日本だけでなく､ヨーロッ

パ大陸にごく普通にみられるのですけれども- イギリスの社会をあますと､

株の持ち合いではなくて､役員の持ち合いというのか非常に多いのです｡そ

の役員の持ち合いのひとつのセンターは､山路さんがお触れになりましたIoD
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(インスティテュー ト･オブ･ディレクターズ)等で､いわば経営者の職業紹

介機能をもっていたりする｡ いろいろ調査をしたのですが､今 しばらくの間

は確かに早い者勝ちで､立派な社外取締役を求めるということが大いにあり

得ると思います｡けれども､イギリスの社外取締役に関しては､ある意味で

は､まゆつばで考えなければいけない側面があるという議論 も､非常に根強

いのです｡それだけ申し上げておきます｡

森 追い打ちをかけるわけではありませんけれども､稲上先生は､イギ

リスの事情を話されましたが､アメリカが社外取締役の先進国といいますか､

社外取締役を一般化させています｡社外取締役の評価について､アメリカの

経済学では､社外取締役がいる会社といない会社を比較 しまして､実際の効

率性と評価という点からどういう差があるかを調査 した例があり､それによ

りますと､差がないという調査結果もあります｡他方では､社外取締後が非

常に大きな力をもっている例も結構ありますので､一概に社外取締役がだめ

だとは思いません｡ただ､アメリカで社外取締役が機能するのは､それなり

の背景があるといいますか､機関投資家が､今､アメリカの上場株の過半数

をもっていまして､そういう機関投資家が社外取締役を送 り込んでいるとい

う実態があるわけです｡

したがって､社外取締役の発言は､同時に大株主､つまり機関投資家の代

弁をしており､だから効き目がある｡ しかし､日本の場合には､残念ながら

機関投資家の後押 しをするような､地盤といいますか､基盤がないのではな

いか｡確かに久保利さんがおっしゃったように､宮内さんとか孫さんとか個

人技で非常に大きな技量をもった方が､今は非常に玉回しをうまくして､あ

る意味では期待された以上の役割を果たしているとは思うのですが､それが

ある程度､数が要請される段階になったときに､本当に頼 り切れるのだろう

かという心配をもっております｡

企業グループ労使関係への対応

コーディネーター 次に､コーポレー ト･ガバナンスと従業員､労働組
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合の関連について議論させていただきたいと思います｡既に､森先生から中

立資格監査役というお話も出てまいりましたし､稲上先生のご報告のなかで､

従業員の役員代表制度､あるいは労使協議制の法制化でありますとか､株主､

持株会の活用等いろいろ出てきました｡久保利先生のお話では､ホットライ

ンから過労死までたくさん触れられております｡

この間題につきましてどうあるべきか､あるいは従業員､労働組合に何を

期待するかを含めまして､お話をいただきたいと思います｡

では､稲上先生､中身についてお話 しする時間がなかったので､問題提起

という形でお願いできますか｡

稲上 これは､むしろ会場の皆さんにお尋ねしたい｡労使協議の形骸化

という言葉を使いましたけれども､団体交渉制度との関係で労使協議がだん

だん充実 してきて､団体交渉の機能が結果として弱 くなる｡ しかし､その労

使協議の機能がだんだん不明確になったと､ずっといわれてきたように思い

ます｡一方､インベスター ･リレーショシズへの企業の関心が高まっていま

す｡これにはある必然性があると思います｡けれども､株主と経営の関係の

機能が強くなる'=とで､結果として､あるいはそれと並行 して､労使協議が､

何とな､く手薄といいますか､実りの少ないものになるという傾向がある｡

だからといって､すぐに労使協議の法制化一一これは論点として､どなた

でもお気づきになることですが､いっぺんに労使協議を法制化すればいいの

かというと､必ずしもそうは思っておりません｡といいますのは､現行法の

もとでは､日本は､国際的にいえばきわめて容易に労働組合を組織できる国

だと思います｡そして､法律によって､一律な法的規制で何かを決めていく

のか大変難 しい場面になっており､法律の動きは､大きな流れとして労使自

治重視の方向に動いているわけです｡

ところが､労働組合の方が正直いってパッとしないというか､それを担い

切れない状況になっている｡労使協議を法制化すればいいのではないかとの

議論はあり得ると思いますけれども､組合の力かなければ､法制化 したとこ

ろで何を協議するのかということになります｡だから､大事なものがぼんや

りとしたままでは､法制化 したところで意味があるまいというのが､どちら
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かといえば率直な気持ちです｡

もうひとつは､現実に動いていることでいいますと､企業グループの労使

関係をどのような形でつくり上げていくか｡これもアンケー ト調査ですけれ

ども､企業グループの経営が立ち上がり､人事制度､採用から始まり退職ま

で含めて､企業グループの労働市場が少 しずつで畠上がっている｡それに対

して労使関係がついていけていない｡会社側としては､それぞれの企業がそ

れぞれの業界で対応 している､それをひとくくりにして企業グループという

他業種を抱え込み､何か統一的な賃金テーブルをつくるというのは非常に無

理があり､どうも労使関係は個別のままにしておきたいという考えが強い｡

それでいいのかという点につきましては､企業グループ労使関係を非常に

タイ トなものにつくり上げられるかどうかにつながるでしょう｡ いうことは

簡単かもしれませんけれども､これも実りがあること､つまりフィージビリ

ティーという点であまり実効性を伴わないようです｡

例えば､先週ですが､ある会社に行きました｡出向期間がなく非常に長期

にわたる出向人事があって､受けとめている出向先企業でみますと､あまり

大きな企業ではなく､ 300人程度の企業ですけれども､4割 くらいが中核企

業からの出向者で､時によって違いますが､ボーナスを入れると労働条件格

差が3割 くらい､基本給ベースでも2割くらいある｡ そのようなところがごく

普通にあるわけです｡

社長に､こういう状態で組合がなくていいのでしょうかと一般的にいいま

すと､｢いや､あってもいいんだけど､実は､出向したままの人たちをずっと

抱えている状態なので､どうしていいかわからないんです｣というお話を聞

きました｡それが1社､2社ではないのです｡何かそれぞれ工夫 しなければな

らないと思っていて､会社側もそういう考えをもっている場合もあるようで

す｡では､企業グループ労使関係をどうやってつくり上げていくか｡どうい

う性格をもって､どういうものにつくり上げていったらいいかについては､や.

はり組合の力量が本当に問われている｡先ほど申しました労使協議の法制化

というのも､新裁量労働につきましても､労働契約承継法にかかわることで

もそうですが､いくら制度をつくりましても魂が入らないという場面に今あ
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るのではないかというのが､私の印象です｡

コーディネ丁クー ありがとうございました｡

法制化するほど労働組合に力量があるのかということと､具体的にもう動

いていて､ダイナミックな経営になっている｡そういうものに労働組合が対

応 しているのだろうかという趣旨のお話だったと思いますが､反論を含めて､

笹森事務局長にお願いいたします｡

労働組合の体質をどう変えるか

笹森 反論というよりは､一番最初に問題提起をしたのがそのことであ

りまして､我が身を振 り返ってみるとどうなのかと､ぜひ会場からも意見を

もらいたい｡私自身も連合の事務局長の立場で､この間題について､あるい

は労働組合の組織､そして今の経営と労働組合の関係について､随分いろい

ろなところでいろいろなことをいっています｡残念ながら反応は鈍い｡きわ

めて反省 しなければいけないと思っているのです｡

特に､久保利先生と山路会長からいろいろ出ていたので､こちらもそうだ

なと思うところだけ申し上げると､35年前の労働組合のパワーは見事だった

と思います｡ただ､あのころは行けといわれれば行けるし､とれといわれれ

ばとりに行 くし､だめなら聞えといわれれば聞えた状況なのです｡今そんな

ことをいってもどこもついてこないというくらい一一 どこもというと､語弊

があるでしょうが､これは鷲尾と私のリーダーシップの問題もあるやかもし

れませんけれども､全部包含すると､労働組合のパワーが落ちたといわれて

もしようがない｡これをどう立て直すか｡

行け行けどんどんのころの組合運動のときは､今のような21.4%の組織率

ではありませんし､数を背景にして､組合が未組織の人たちもカバーできた

けれども､今は圧倒的に未組織の方が多いからカバーL_きれない｡だから､ま

ず数をどうふやすかというのをやらなければいけない｡そのなかで､意識の

変革､情勢の変革がどうだったのかをきっちりみきわめておく必要がある｡

これは､中間管理職の反乱というように久保利さんはお話になりましたが､今
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はサラリーマン､勤労者の反乱に対 して労働組合が組織できるかどうかとい

うことだと私は思うのです｡

政治にしても､経済にしても､法制度の問題にしても､家庭生活､家庭経

営の問題にしても､長期雇用型q)終身雇用にいればその企業のなかで完結で

きた｡すべて完結型で済んだのです｡それで事足りた｡しかし､今のような

法改正がなされると､いつリス トラされるかわからない｡では､終身雇用形

態はどうか｡入社 したときから定年は60歳になっているではないかというけ

れども､個人個人の契約のなかでは､あなたは60歳まで勤めていいですよと

いう契約書を交わしている人はだれもいないのです｡だから､30代､40代で

リス トラされても契約違反だと訴えられない｡やってもいいのかもしれない

けれども､制度としてあるだけで､個人契約にはなっていない｡そういう問

題について､サラリ-マンも労働組合も今までのような意識をもっていたら､

まず一連の法改正をいくらやっても､とてもではないが追いつかない｡

もうひとつは､企業との関係からいうと､これもお話にちょっと出ました

が､サラリーマンは社長を選べないのです｡地方自治体の人たちは首長選挙

を一生懸命する｡ あれは自分の社長だから､選ぶこともできる｡しかし､民

間の場合はできません｡今度､社員持株会等が出たときに､労働組合と社員

持株会がどのようにタイアップしなから､経営の問題や経営を代表する人た

ちの選定について口を出せるのか､この用意をしておかなければならない｡

今のところ､持株会になったときに､現実にあるところもない訳ではないの

ですが､私の知っている範囲では､株式会社の取締役でない総務部長が､従

業員持株制度の代表､持株会の代表で､それが経営の株主総会等に代表とし

て行 く｡ 従業員代表とか､持株会代表の人の役割としてこれでいいのだろう

か｡これについては全 くタッチしていない｡

一番いけないのは､これも話に出たけれども､例をとりますと､自分より

背の高い者は次の社長にしない企業がありました｡だから､どんどん背が低

くなるのです｡入社 したときに背が高いと､｢おまえ､いくら優秀でも社長に

なれないよ｣といわれたところもある｡要するに､オーナー企業でない場合

には､サラーリーマン社長は禅譲型なのです｡それも､ある密室のなかで決め
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られる範囲だから､これに対 して社外取締役だとか監査役制贋だとか､いろ

いろな問題について本当に入 り込めるシステムをつくれるかどうか､これを

やらなければいけない｡私たちは､これを否定 しません｡入 り込んでいいと

思う｡ その場合に､労働組合がそれに対応できる力量パワーをもっているの

か｡残念ながら､私自身も今は悲観的です｡

日経連からもよく指摘されるのですか､労働法に関係する法律､基準法を

含めて､ずっと改正作業が入 りました｡連合はすべてに対案を出しノながら､こ

の法改正はだめだとみてきました｡それから､企業経営者が嫌だというのに､

法をつ くりなさし､､ということも求めた｡これは､労働組合に法をつ くらせる

力がないためか､法に頼 らなければ労働組合の機能が発揮できないのかとい

うことでは､後者だと思う｡ このことを本当に受けとめて､労働組合みずか

らがやるかやらないかということをしていかないと､いくら監査役だとか､社

外重役だとかいっても､稲上先生が指摘されたように､協議の形骸化が出て

いる以上は形だけつくっても何 もならない｡

団体交渉も経営協議 も各種運営協議会 も､そして一番問題とされるポータ

ブル化するようなこれからの年金の保全委員会にしても､今までの労働組合

と企業のなかの委員会が本当にチェックできて､それに対する改善計画だと

か全部､意見具申されてきたのか､これがまたないのです｡非常に安易にや

ってきた｡だから､その部分について本気で直 していかなければならない｡

これは労働組合みずからの体質をどう変えるのかを､真剣にやらなければだ

めだということです｡

それともうひとつ､各組織にいろいろなお願いをしていますが､お2人の先

生から何回も出ているように企業グループの問題があります｡例えば､ちょ

うど1年前に日産のCEOのカルロス ･ゴーン氏が来たときに､日産 リバイバ

ルプランを出した｡連結決算グループとして2万1,000人削減するという案で

すら 企業連､独立 した法人格の株式会社に対 してその企業は要 らない､売却

譲渡する､営業はもう改善とは別だとされたときに､中央の交渉で､その独

立 した法人格である別企業の労使交渉に対 して､どこがどう責任をもつのか｡

もちろん､企業グループとして組織されていなければできない｡日産の場合
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には､ぎりぎり日産 グル∵プをまとめている日産労連がその役割を果た して

きたが､完全ではない｡

しか し､日本の単組､,産別､ナショナルセンターという3階建て構造か ら､

この一連の会社法だとか商法が全部変わったときに､今の3階立て構造では対

応できないという部分について､労働組合は本当に踏み込めるのか｡単組が

猛烈に力をもっている日本の場合には､ ここの改善を先にや らないと追いつ

かない｡ こういう問題を前提にして､一連の会社法の問題については､社外

の取締役にして も､監査役にしても､従業員代表､労働組合代表は入 り込ん

でいって意見をいう｡ そのかわり､それにふさわ しい組織に私たちみずか ら

も直 さなければいけない｡

労使協議会の活発化

コーディネーター それでは､労働組合の相手方である山路副会長か ら､

今までの発言を踏まえてお話 しいただいて､フロアか らの質問をちょうだい

したいと思います｡よろしくお願いいた します｡

山路 まず､気かついたところか らお話 しします｡労使協議ですね｡労

使協議会は､ぜひ活発化 させるといいのではないかと思います｡ これは､ も

う10年 ほど前にな り.ますけれども､キヤノンの社長を していたころの経験か

ら､労使協議会は非常に有効である｡おそらく従業員の皆 さんにとっても有

効だ し､会社の役員､あるいは社長にとっても有効であると思います0

したがって､毎回これには出まして､いろいろな話を従業員 といた しまし

た｡会社の考えている労務問題について話すことが もちろん多かったわけで

すが､労使協議会に出て くださる組合の役員の方を､いわばヤングボー ドと

いうような感覚でみまして､経営問題の新 しい､決定以前のことについて意

見を聞 くということを一生懸命やったものです｡役員会では出てこない､あ

るいは経営会議では出てこないような視点か らの斬新なアイデア､あるいは

意見､反対意見､ こういったものが出てきて､非常に経営のためになったと

思 ってお ります｡
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単に会社の方針を伝えて､それを組合員の下部まで伝えていただくだけで

はなく､会社の進む方向を確かめながら進むことに活用すると､労使協議会

は双方にとって非常にためになるというか､大切なものになると思います｡

そうなりますと､大いに盛 り上がりをみせてくることを経験いたしました｡

そういう意味で､ トップマネジメントとしては､真剣にお知恵を拝借する

といった考え方で労使協議会を闘いたらいいのではないか｡あるいは､自分

の味方に加える､･巻き込むようなつもりでやったらいいではないか｡活発に

やることを皆さんに進めているわけですが､そのように盛 り上がってくると､

法制化等はしなくてもいい｡

社外取締役候補の人数が足りないというお話については､人材がいないと

のことですが､久保利先生はいくらでもいるよとおっしゃる｡しかし､なか

なか出てこないから､ほかの団体等で活躍している方を早 くとってしまった

方がいいよというお話になった｡実は私 も大変たくさんいると思うのです｡

そこで問題になるのは､日本の企業には妙な風習がありまして､｢武士は二

君にまみえず｣というのかあるのです｡ひとつの企業で給料をもらっている

間は､ほかの会社で給料をもらうのはまかりならぬという考え方が､会長と

か相談役に蔓延 しておりますと､なかなかいい人材を出してくれない｡しょ

うがないから許される範囲内でといいますと､経営団体で活躍するしかない

わけです｡この日本的な ｢武士は二君にまみえず｣というのを､その人自身

が主人公なのだから､二君はいないと考えていただきたいと思っております｡

以上､､私の経験から申し上げました｡

コーディネーター ありがとうございました｡

それでは､労働組合関連のテーマにつきまして､もう一度､久保利先生､何

かコメントがありましたら､お願いしたいと思います｡

内部情報を活用する力はどこにあるか

久保利 労働組合のなかの問題について､そんなに詳 しいわけではない

のですが､どうして労働組合がもっといわないのかと感 じます｡もっと内部
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情報をもっているはずだし､特に社外監査役がだめだという理由のひとつに､

社外監査役というのは､社内とのコミュニケーションといいますか､情報ルー

トがありません｡土れは社外取締役もそうなのです｡ したがって､社内監査

役､あるいは社内出身の取締役の方がいいという議論はかなり強 くある｡

そうすると､社内の監査役は､従業員､労働組合とまでいわなくても､従

業員のなかのかなりの人たちとパイプがあって､そこから上がってくる情報

には､悪い情報も上がってくる｡ あいつはどうもお金をくすねてるぞとか､セ

ク-ラやってるぞとか､個人被産寸前でとんでもない状況になっていて､会

社の金を使い込みしてる､そういう悪い情報がいっぱい入ってくれば､監査

役は非常に動きやすいといいますか､情報があるからクーゲッティングがで

きる｡ これが社内出身の監査役のいいところだといわれてますが､そのパイ

プがあまり機能 していないように思うのです｡

なぜ､従業員なり労働組合の人たちは､社内から選抜されて､お目付役と

しての監査役のために､彼 らが提供 した情報を有効に使ってほしいというこ

とをしないのだろうかと疑問に思うのです｡社内監査役の方が社外監査役よ

りいいと多 くの組織でもいわれており､特に監査役協会等でも､社内制の優

位をおぅしゃっているのですが､逆に､労働組合側からみていかがなもので

しょうか｡それについて､どなたかお教え願えませんでしょうか｡

笹森 資料のなかにも､労働組合の社会的責任を強化 しようというのか

入れてありますが､これを出さざるを得なかったのか今の連合の悩みでもあ

ります｡ただ､全部が全部ではないと思っていたのです｡ところが今､不祥

事なり､事件なり､事故が起きてきたのをみると､ほとんどの業界を網羅 し

ています｡連合加盟のところが全部だとはいいません｡例えば､金融不祥事

の問題 とか､91年の証券の問題から発 したところとか､これは連合加盟では

ないので､なかなかいいづらい｡

では､連合に加盟 しているところはどうかというと､同じなのです｡今ま

でいろいろな事例が出て､どう対応するかというのをやっと報告するように

なりましたが､個別企業の労働組合が拠点的にもっている事業所単位の労使

協議では､そちらの方にウエー トがあるわけです｡これが本部 ･本社に人 ら
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ない｡全部そこで終わってしまうのです｡終わってしまうのだけれども､少

しずつ積み重なっていくと､当事者でもある組合の責任者 もいっていました

が､残念ながら麻疹 してしまっている｡J気かついたときには､あまりにも大

きくなり過ぎて､この間題を内部で処理するといい出せない状況にあるとい

うのか2つあった｡

しかし､私たちが一番反省 しなければいけないのは､そういう問題に対 し

て､みずからがチェァカーの役割､モニタリングの役割を果たせなかった組

織体制や､自分たちの能力の問題について､早急に直すということです｡

もうひとつは､労働組合の組織が､内部告発の受け皿になり得ていない｡こ

のことに対 して､執行上の責任をどうするか｡経営側に対するいろいろな問

題にとりくむ前に､私たちが反省 しなければいけないのは､言葉としては､産

業民主主義の確立､労使対等の原則といってきた｡いってきたけれども､労

使対等になり得ていたのか｡この50年間で､鮮度が少 しずつ落ちたし､能力

も落ちたのかなという部分を､もっと深刻に受けとめなければいけない｡

ナショナルセンターの事務局長だから､そんな気楽なことをいっているの

だろうよと､よくいわれますが､個別企業の労使関係の問題はやはりゆゆし

i_､ことだから､経営との関係を､私たちがそういう役割として､社内の取締

役だろうが､監査役だろうが､社外だろうが､まずやらないと労使対等の原

則にならない｡では､その労使対等にするために､先ほど山路さんも触れら

れましたが､経営側が労働組合をみて､安心､信頼に足 りる組織だと､そう

いう機能と能力をもち合わせていると思ってもらわなければいけない0

例えば情報公開しろと経営側にいう｡これは､外に対 しても､内に対 して

もいう｡ しかし､内に対 して経営計画なり､財務計画なり､財務諸表を出さ

れたときに､私たちに経営分析をする能力があり､そのひとつひとっについ

て､保全だとか､その運用について､きっちりと意見がいえるだろうか｡ま

だちょっと難 しいのではないか｡でも､これをメンバーの､あるいは役員だ

けのものとせずに､今度は労働組合みずからも､社外､組織外の人たちの捨

用を含めてどうす るか｡言葉として労使対等を求めるけれども､カウンター

パー トになり得ないということは､役割を果たせないことになるわけです｡
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私たち自身の問題を､経営の社会的責任､会社法の変革によって､企業はこ

うあるべきだヰ求めるけれども､そこで求めるからには､私たち自身もそう

いう体質改善と能力開轟をしていかなければいけないことを会場におられる

組合の方 も､ぜひ受けとめていただきたい｡

＼リスクは株主よりも従業員の方が大きい

コーデ ィネーター 労使協議なり組合の経営参加によって､かなり進ん

だ内容を充実させているところは随分あるように思います｡それから､表面

には出てこないのですが､自主的に､不祥事のようなものを未然に抑えてい

るというのは､多々あるだろうと私は考えています｡

最近､連合総研でも､現実の労使協議の中身について､ヒアリング等調査

しておりますので､関係 した鈴木主幹研究員､それについて若干コメントを

お願いします｡

鈴木 (連合総研) 最近の調査等を通 じて受けました印象から､久保利先

生､山路副会長にお伺いしたいと思います｡

戦後始まって以来の不況のなか､雇用情勢の悪化が､労働組合の足下で実

に深刻な形で進行 しています｡そうしたなかで､労使協議がどのような進展

をみせたか､労働組合は果たしてどこまで雇用を守ったのか｡これは､まだ

配転､職転が日常の風景となった現実のなかで､私どもの調査に回答をいた

だいた組合の多 くでは､会社側との話 し合いは経営計画や経営方針の問題に

まで立ち入 った深まりをみせている､労使間の話 し合いは確実に深化 してい

るという結果が出ています｡

日本の労使協議制の深まりにつきましては､稲上先生が調査に基づいて書

かれました非常に有名なご本があります｡私は､80年代､90年代における日

本の労使協議制は､危機的状況のなかで相当深まりをみせた､現在でもおそ

らくその傾向は変わっていないと思っています｡将来に向かっての企業の繁

栄が重要であることは論を待たない｡けれども､それが従業員の職業生活の

繁栄につながるのかどうかを考えなければいけないでしょうし､そのために
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は従業員の利害を代表 して発言する機構が必要となるでしょう｡

このように会社の意思決定機構に従業員が参加 していく根拠は充分にある

と私は考えます｡会社の所有者は株主であるといわれ､その所有が､意思決

定を究極には資本多数決にゆだねることを正当化するとされています｡これ

こそが会社を律する原則であると教科書には書かれています｡会社に投資を

して､そのリスクを負い､企業経営がうまくいかなかった場合に一番深刻な

打撃をこうむる人､この人たちが一番よく会社を律する者だという原理で､今

の商法の体系は組み立てられている｡ これは､常識でも考えられることです｡

ある出来事によって一番深刻な打撃を受ける人は､そのことについて一番一

生懸命考え､建設的な提言をする人であろう｡ けれども､それは果 して棟主

のみに妥当することなのでしょうか｡従業員もずた､企業のなかで株主と同

様にリスクを負っているのではないか｡むしろ､従業員のリスクの方が､あ

るいは分散投資ができる株主よりもずっと大きいのではないかと思います｡

久保利先生にご質問なのですが､そのような従業員が企業の意思決定に絡

んでいくことは､負っているリスクゆえに､企業のコンプライアンスとか､資

本効率の向上という点に照らしても有効ではないか｡労働組合は当然の権利

として経営参加を求めますけれども､それは企業法務の上でも､あるいは企

業経営の上でも､一定の根拠があるのではないかと思いますが､いかがでし

ょうか｡

先ほど山路副会長から､このように労使協議を通 じての従業員との話 し合

いは､経営にとっても非常に有効であったという､経営者としての経験によ

るお話がありましたが､その根拠は､私のように理解することでよろしいの

かどうかをお伺いしたいと思います｡

久保利 では､私の方から､まずお答えします｡

要するに､今､マーケットの時代になっているということは､違法行為を

すると会社がつぶれるわけです｡連合とは関係がないかもしれませんが､山

一証券がなぜつぶれたか､他の三大証券とどこがどう違っていたかといえげ､

ひとつは､もちろんエクイティーがちょっと小さかったこともありますが､大

きな失敗を3つしたわけです｡
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総会屋に対する利益供与は､四大証券全部がやりました｡それから､損失

補てんというのもどこもやりました｡しかし､シンガポールの市場で飛ばし

をやったのは山一証券だけです｡大和証券はやろうとしたけれども､法務課
【

長が頑張って-- これは､弁護士の資格をもっている人ですが､そんなこと

をしたら私の資格がなくなるというて､絶対にやらせないと頑張ったために､

ついに大和証券はやらなかったと､いわれています｡

そういうコンプライアンスが守れるかどうかは､実は､会社が存続できる

かどうかという､まさにコンプライアンス ･イズ ･バイタル ･トゥ一 ･サバ

イブ､会社生存の命綱 といわれているわけで､逆にいうと､最 も命綱につな

がっている従業員､自分の人生をかけている人たちが､なぜ違法行為に対 し

てきっちりといわないのか｡監査役が社外から出ているのは､不思議という

か､怒 りをおぼえるというか､大事な人生を会社にかけている人が､やり切

らないからです｡それをやり切 らないような体制が会社にあるならば､その

ようなものこそ闘う対象であって､闘わないでは労働組合たり得ないではな

いかという思いがあります｡そういう意味では､一番のリスクをかけている

従業員が､コンプライアンスの点でいうのは当たり前の話です｡

会社経営についても､いろいろなことが発言できていいと思います｡現に

私は､弁護士になってから十数年間､会社更生ばかりやってきまして､その

場合､従業員の解雇はどうしてもせざるを得ないだろうと感 じます｡ しかし､

それでも最大限一一私は､早川種三さんという管財人のもとでつづけてきた

のですが､できるだけ解雇はしない｡ある企業などは､それまで第1組合､第

2組合に分かれていたのを､倒産 したあげく､その2つの組合を握手させ､合

体させて､両方とも生き残 ったという経験があります｡そういう時代的背景

は､もちろん事務局長のおっしゃる通 りにあるのですが､つぶれそうになる

前に､経営者の経営のあり方がおかしければ､なぜそれをいわないのか｡

最後のリス トラの段階になるということは､かなり苦 しいわけですから､だ

れを残すかみたいな､船からだれを逃がすかというときに､労働組合に全部

お任せするわけには経営者 もいかないと思います｡そんなわけのわからなし●､

状態になる前に､危ないぞといって警鐘を鳴らして､そんな経営者はけしか
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らんというのか､むしろ労働者の権利を守る組合として､労働者 自身として

当然ではないか｡その権利は､本来的に雇用契約に内在されています｡私は

労働法の専門家でも何でもないのですけれども､商法の専門家としてみたっ

て､一番利益に関係する人が､一番強い権限をもって当然ではない~か｡今 日､

4日ごとに株を売 り買いするような､インターネット取引をする投資家より

は､従業員の方がよほど重い利害関係をもっているのは間違いないので､今

の鈴木さんのご発言に全 く賛成です｡

コーディネータ｢ ありがとうございました｡

山路さん､お願いします｡

山路 私からは､経験に基づいて申し上げます｡先ほどは申し上げなか

ったのですか､実は組合の役員の方々は､会社のあらゆるところから出てい

るわけです｡ したがって､非常にたくさんの情報をもっておられます｡おそ

らく取締役よりも情報は多いと思います｡社長をやっていたときの私よりも､

もらておられる情報は多いわけです｡日本のあらゆる事業所の隅からの情報

を全部つかんでおられます し､いいことも悪いこともつかんでいます｡

それから､海外における情事組 つかんでいる｡それだけのネットワークが

組合にはあるわけです｡実は､それを利用するといっては悪いのですけれど

も､社長として利用 しない手はない｡そうしないと､間違 った判断を下すこ

とがある｡ あるいは､悪いことを見逃す場合があり､政策の問題だけでなく､

日常起きている困ったことも､その場に出てきますので､それを利用する｡ だ

れが何をいったとか何をしたということは絶対に伏せましたが､情報を利用

するという意味からも､大変価値があると思います｡

同時に､情報を利用 して､組合幹部の方々の勘に基づいてやると､なかな

かいいアイデアも出てきて､経営のひとつの武器になるのではないか｡この

ような考え方でやっておりますと､労使協議会は活発化 しますから､法制化

しなくても社長の考え方でできる｡こ̀れをやら̀ない社長というのは､本当の

情報を逃 してしまって､実につまらない思いをします｡

もうひとつつけ加えますと､従業員の方々は､企業グループとして連結決′

算をする子会社の内容も知っています し､それだけではなく､同じ業界の他

- 95-



社の情報にもよく通 じておられる人が多いのです｡機密情報まで聞 くことは

しませんでしたけれども､業界における自社の地位とか､いいところ､悪い

ところもわかりますし､本当によく利用させていi=だいた｡したがって､労

使協議会というのは､やりようによっては非常にいいので､ぜひ進めていく

べきだと思います｡

コーディネーター ありがとうございました｡

まだ､たくさん議論の余地はあると思いますが､あと10分に迫 りました｡

お一人ずつ､これはというご発言を願いまして､最後に笹森事務局長のコメ

ントで締めさせていただきたいと思います｡

それでは､森先生から､よろしくお願いいたします｡

会社法の役割

森 きょうは､従業員 とコーポレー ト･ガバナンスという､これまで我

が国で取 り組まれなかった新 しいテーマについて皆さんとお話 しする機会を

与えられ､とてもうれしく思っております｡

いろいろお話を聞いていまして､結局､経営者は､本当に経営のことを考

えてきたのか｡従業員は､本当に自分の生活基盤を守る努力をしてきたのか｡

そういう厳 しい問いかけ､あるいは反省があったと感 じました｡そして､私

は会社法学者 として､会社法学者 というのは結構罪なことをやってきたのか

もしれないと思っております｡つまり､株式会社の基本的なルールは､みん

な会社法に任せてくれという形ですべて会社法が仕切ってきて､いってみれ

ば､非常に大きな顔をしていた｡ しかし､その果たした役割は非常に小さい｡

そういう状況があったと思うのです｡

そうではなくて､会社法というのは､最小限度の役割をすればいい｡株式

会社のもつ意味は､やはり社会的に価値を生み出す最大の装置だと思うので

す｡その装置が本来の機能を発揮するために､それぞれの利害関係者､株主

は当然そうですけれども､経営者､それから従業員 もそれぞれの役割を果た
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す｡そういうところから出発 しなければ､価値を生み出すという本来の役割

を果たせないのではないかとの印象をもちまして､それを確認できただけで

も､､きょうのシンポジウムはとても意味があったと思っております0

コーディネーター ありがとうございました.

稲上先生､お願いします｡

組合の力量をどうやって高めるか

稲上 間もなく21世紀を迎えるに当たりまして､日本の経済社会がどう

いう資本主義の社会を選ぼうとしているのかが､厳 しく問われていると思っ

ています｡

89年にベルリンの壁が崩壊 し､資本主義対社会主義といった対抗図式は､

いつの日にか あるいは復活するかもしれませんが､なおしばらくの間､資本

主義対資本主義という対抗図式のなかで､どのような資本主義社会を構築 し-

ていくかが問われていくでしょう｡そのときに､一番 ミクロの単位は企業の

あり方で､コーポレー ト･ガバナンスは､まさにその中心問題だと思います｡

日本のこれからの経済社会のあり方をどういうノものとしてつくり上げてい

ったらいいのかという重い間琴が問われている｡ このコーポレー ト･ガバナ

ンスのありようについて､何か回答を出すということは､そういう重い問題

だと思っています｡

その場合､組合の組織率のことはよく話題になりますが､経営者組織率 も

非常に大事だということです｡経済同友会なり､日経連国際特別委員会のご

説明にありましたご報告の趣旨は､それなりに理解できるものです｡もう少

しいいますと､評価できるものだと思っております｡

今､山路さんからお話 しいただきましたようなものが､広 く日本の経営者

に訴えかけて--その形跡が全然ないといいたいわけではなく､組合組織率

と同時に､経営者組織率が問われていいというのかひとつの印象です｡

もうひとつは､産業民主制という言葉が出されましたけれども､この言葉

と､例えば福祉国家､あるいは労働組合というものが､20世紀博物館に封印
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されてはならないと強 く思 っています｡個人だけで企業と対峠するのは全 く

不可能です し､個人が自立 した個人として存在 しうるためには､集団の力が

絶対に必要です｡

したがって､問われておりますことは､企業の健全な発展を担保する社会

的制度です｡久保利さんがお話になりましたことでいいますと､企業の内か

らの個人の発言というのは､どうしても内部告発 といった表現になってしま

うのです｡これは､日本企業､とりわけ大手企業が､企業コミュニティーと

しての性格をもち続けていることとか､山路さんのお話では､二君にまみえ

ずということと関連のあることで､言葉だけではなかなか解消 し切れない｡

そうなると､専門性､中立性の強い外部の声をどうにかして招き入れる必要

があり､森先生にお話いただきましたことは､検討に値する大事な論点のひ

とつだと思います｡

それにしても､どういう制度をつくりましても､最初にお話 しさせていた

だきましたように､魂を入れるのは組合の力だと思います｡そこのところが

欠けますと､どういう法律をつくっても､結局だめになる｡ いろいろ勉強 し

てきて､そういう思いが強い｡

例えばある会社の組合に行って､｢あなた､お幾つですか｣といったら､｢30

歳です｣｡中央本部の書記長です｡｢これから何年 くらいやられますか｣とい

ったら､｢専従であと4年です｣と｡ ｢どうしてですか｣といったら､｢そうじ

ゃないと､管理職のルー トに乗れませんから｣と｡20歳台後半から5年ほど

が組合の､しかも三役として専従です｡その人たちはみんな33､34のところ

で職場復帰する｡その人数は､専従5人です｡1人が 100人分 くらい働かな

いと会社に対峠できない｡

組合の力量をどうやって高めるかは､心構えの問題ではなくて､お金と時

間と人 を用意することがとても大事で--在籍専従制度がいけないなどと全

然思いませんけれども､45歳の委員長がいて､40歳の書記長がいて､専従歴

15年だという人たちがいるようなところは､大体きちんとしています｡とこ

ろが､突然専従になりましたという人で､30代の前半で職場復帰するといっ

た場合､入れかわり立ちかわりですから､組合の力量は知れていると思うの
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です｡そういうところをきちっとてこ入れすることが､大切ではないかと思

っています｡

コーデ ィネーター ありがとうございました｡

山路副会長､よろしくお願いいたします｡

日本的経営の再構築

山路 いい残 したことを申し上げたいのですか､先ほど久保利先生から､

日本的経営は官が守 り､ようやくうまくいったのではないかというお話 もあ

りました｡聞き違いだったかもしれませんが､それに対 して､私はこう考え

ています｡

日本的経営はヾ85年 くらいまではうまくいっていたと思うのです｡日本株

式会社が上昇 している間はうまくいった｡これは､官に守 られている国内市

場だけでなく､官に全 く守 られない輸出産業でもうまくいっており､官に守

られなくても､いろいろな製品で世界を席巻いたしました｡ところが､バブ

ルが膨 らみ､つぶれた段階で､日本的経営もつぶれてしまったのではないか｡

ここ10年 くらいは日本的経営がなかったのではないか｡日本的経営があれ

ば､こんなに長期に不況が続 くはずはないように思います｡

ですから､今は､日本的経営を再構築する時期だろうと思います｡人間尊

重の経営については､生きがいのある職場を従業員の方に差 し上げるという

ような方向でやらなければならないし､長期的視点に立つ問題､例えばリス

トラについては長期展望のもとに立ってリス トラをすることです｡5年かか

ってリス トラをやろうと決心 したら､1人の脱落もなしに､リス トラというも

のはできると思います｡

それから､同志的結合という問題になりそうなのが日本的経営にはあった＼

のですが､これも国際競争力を高めるために､同志的結合でやろうではない

かという前向きの日本的経営の再構築をやっていきたい｡

もうひとつ､言葉としてうれしくなかったのは､笹森さんがいわれた､経

営者は性悪説だと--0
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笹森 いや､全部ではないですよ｡2割 くらいです｡

山路 そう認められない経営者となるように､私たち経営者の仲間とし

ては頑張っていきたい｡内部告発等されなくても､清 く正 しくやっていける

ようにしたいと思っております｡

コーディネーター ありがとうございました｡

久保利先生､お願いします｡

代表訴訟は変えなくてもいい

久保利 最後に､代表訴訟のことだけお話 ししたいと思います｡日本の

コーポレー ト･ガバナンスのなかで､代表訴訟というのか､実は異常に突出

しているという感があります｡

それは､先ほど申し上げたコーポレー ト･ガバナンスの､狭い方の効率的

経営の部分ではなく､実はコンプライアンスの部分で代表訴訟が非常に使わ

れている｡ 正直申し上げて､日本の大企業､上場会社､公開会社の代表訴訟

で､経営判断を間違えたために負けた事件というのは1件もありません｡裁判

所は､それを全部救っております｡

負けた事件 というのは､刑事罰のある違法行為を取締役が行 ったケース､ほ

とんどこれに限定されています｡それに当たらないのは､今回の大和銀行の

事件｡これは､甲事件､乙事件 と2つあるのですが､ニューヨーク支店でチェ

ックをするときに､預けてあった銀行からの証明書を､現物をとらないでコ

ピーをチェックした｡そのコピーを行内の犯人が偽造 してしまっていたとい

うことで､甲事件部分についてチェック不十分といって負けさせられた｡こ

れは監視義務違反行為にすぎず､刑事罰があるような行為ではなかったけれ

ども､負けたケースなのです｡

大和銀行事件で､もうひとつの方のFRBに対 してうそをついた､あるいは

報告が2カ月おくれたというのは明らかに刑事事件であります｡刑事罰でア

メリカに対 して3億4,000万 ドルの罰金を払っているわけで､端的にいいます

と､刑務所に10年とか20年という刑事罰だったので､お金を払って勘弁 して
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もらった｡その株主のお金を払って勘弁 してもらったという事件ですから､

こちらの事件については救済のしょうがない｡

では､さっきの監視の方はどうなのかというと､銀行でチェックをすると

きに､現物をみるときには現金を数える｡ 債券だったら債券の現物を数える｡

もし､どこかに預けてあるなら､預り証の現物をみるのは当たり前の話で､相

当ぼんやりした取締役のチェック方法だったのだろうと思います｡

いずれにしましても､日本の裁判で､違法行為のそういうケース以外は全

く負けていないというのが1点｡したがって､免責だとか､2年間に軽減 しま

しょうというのは何の意味もなく､この大和銀行事件は､仮にそういう法律

があったとしてもだめなケースです｡

そういう意味では､代表訴訟というのは違法行為の部分 しか機能 しない｡

本当に問題なのは､むしろ経営そのものが非常に質の悪い経営をしていて､刑

事罰とまではいかないのですか､わけのわからない経営をした結果としてバ

ブルに染まり､従業員の首をたくさん切 らなくてほならなくなるような経営

を､どこでどうチェックするかという方が大事です｡

代表訴訟にそんなに期待 したり､.代表訴訟をどういじるかということばか

り議論する今の経団連や自民党のやっている話は､本当はコーポレー ト･ガ

バナンスの本筋とは違う｡もっと質の高い経営のための立法を教えてほしい｡

あれは､あくまでもコンプライアンスの部分であって､そんなことは会社で

あれば当たり前の話だとご理解いただきたい｡そうしないと､本当の意味の

コーポレー ト･ガバナンスの重要ポイントを外 してしまう気がいたしますの

で､あえて代表訴訟については､今の法律を変えるも変えないも大 した問題

ではなく､むしろ変える必要がないと思っています｡少なくとも､あのよう

な違法行為をすれば､必ず破産すること昼間違いないので､その認識だけは､

ぜひ正 しくおもちいただきたいと思います｡

コーディネーター どうもありがとうございましたO

それでは､最後に笹森事務局長､お願いいたします｡
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人のために企業や国家がある

笹森 今､久保利さんが最後に触れられた部分について､連合としても､

株主代表訴訟制度は､現行の制度を維持するというのが基本的な考え方です｡

それから､監査役については､労働組合の代表､従業員代表も組み込んで､機

能強化と制度の整備を図れというのが政策的な基本要請になっております｡

稲上先生の触れられた21世紀の日本のあり方については､連合は21世紀へ

のビジョンという運動方針を出してあります｡これは､82.7%を占める給与

生計世帯､いってみればサラリーマン層の家庭､この部分に焦点を当てて､理

念として労働を中心とした福祉型社会を21世紀のあるべき姿に位置づけ､そ

のなかで経営と労働組合の役割､そして果たさなければならない責務につい

て明確にしました｡具体論としては､今､労働組合が何をするかを､自分た

ちみずからつ くっているところであります｡

商法､あるいは会社法の改正問題からいうと､それぞれがチェックし合わ

なければならない部分のなかで､ひとつは､公正取引をきっちりさせること

が必要だと思います｡きょうは､この部分はあまり論議になりませんでした

が､従業員代表と組合員代表は全 く違 うし､組合員代表というのは､法整備

をしなくても､これからこの間題が進んでいけばある程度できると思います｡

従業員をどのように組み入れていくかとなると､数が圧倒的に少ないところ､

第1部にも2部にも株が上場されていない企業が圧倒的に多いわけで､これを

カバーするためには､法でなければ守れないという部分がある｡

ここのところは､もうひとついうと､グループのなかでどうするか､特に

中小､下請に対する単価の問題とか､納品の納期の問題に対 して､きわめて

劣悪な状況を私たち自身も押 しつけていることについて､経営の責任だけで

いえるのかどうか｡公正取引の観点からどう整理するか､法と実態としての

問題がひとつあります｡【

2つ目が､守 られていない部分｡ここが大変申しわけありません､山路さん

がちょっと触れられた性悪説の部分ですが､法で決めても守 らない｡例えば､

労働時間の猶予期限等は完全にそういう問題です｡それから､ILOの中核的
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労働基準8項目､これすらも全 く守らないところが多い｡ したがって､こうい

うものについての遵守をどのようにお互いに監視 し合 うのかということ｡

3つ目は､企業の社会的責任｡パネラーの皆さん方からもいろいろ出たので

すか､国民生活に対 して納品をし､供給をしているなかで､製造 したもの､あ

るいは管理 しているものに対する安全と環境の問題について､どう責任をと

るかという社会的責任がある｡ 全部ではないと思いますが､今､完全に後ろ

向きになった｡だから､この安全と環境への責任を労使がどう分かち合い､そ

れぞれの役割を果たすか｡ここの部分については労使協議､あるいは今ある

機能を強化 して､役割分担をお互いにはっきり確認 し合う必要がある｡

企業の存続､国家の存続については､連合の初代事務局長の山田さんがよ

くいっていたのですが､人間は､そして勤労者は､企業や国家のためにある

のではない､人のために企業や国家があるのであって､そこのところを逆に

してはいけない｡雇用を守ること､つくり出し広げるのは､企業の責任とし

てやってもらわなければいけないし､それに対 して､私釆ちか雇用維持のた

め､労働組合としてどういう役割を果たすか､これが4つ目です｡

5つ目が､経営と労働の関係で､お互いに情報開示をさせ､それに対 して責

任をもつことが､一番求められているのではないか｡今までどちらかという

と､労働組合側は企業内に閉じこもって､外の人たちに対 してあまり影智力

をもたなかったけれども､この影響力を発揮 していく場合､他力本願から自

力本願に､自分たちの運動をみずから変えなければいけない｡

どういうことかというと､官から民へといいますが､これはやれると思い

ます｡しかし､今一番いけないのは､官主導から政治主導へという国会機能

のあり方で､これはきわめて危険です｡今の国会は､衆参合わせてもそ､んな

能力はもっていない状況ですので､自力本願になった場合に､私たちが政策

実現するために何が必要かというと､究極的には､政治的パワーをもち合わ

せることが最大の武器になるだろう｡ 何党がいいとか､そんな問題ではあり

ません｡欠けている部分についての保護策をつくり､みずからが経営と労働

の役割のなかで何をやるか｡そのことが盛 り込めるような法律の改正と､そ

れぞれの運用の仕方ができると､ぎょうのシンポジウムのタイ トルに､｢労働
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組合の責任｣というのをつけ加えたことに､ぴったりするのではないかと思

います｡

コーディネーター ありが とうございました｡

以上をもちましてべきょうのシンポジウムを終わりたいと思います｡会場

の皆さんには､長時間､ご参加､ご協力､ありがとうございました｡そして､

すぼらしいディスカッションを展開していただきました先生方に､改めて盛

大な拍手でお礼を申し上げたいと思います｡本当にありがとうございました｡

(満場拍手)

司会者 大変ありがとうございました｡コーディネーターを努めていた

だきました野口さんにも拍手をお願いしたいと思います｡(拍手)

まとめは､今､事務局長が皆さんに提起いたしましたし､それぞれの先生

からポイントを得た提起 もいただきました｡私たち､労働組合に対 して､や

るべきことはやっていると､外に向かってしっかりシグナルを出しなさいと

いう激励があったように受け,tめております｡今後とも､それぞれの方が､そ

れぞれの場で活躍されますことを祈念いたしまして､このシンポジウムを閉

会 したいと思います｡大変ありがとうございました｡(拍手)
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日.会社法改正をめぐる諸問題

-ヒアリングの記録-

第 1回 商法改正に関する審議経過と

会社法改正の重点課題

第 2回 コーポレート･ガバナンスと従業員

一会社法の見地から

第 3回 日本型雇用システムとコーポレート･ガバナンス

-労働法の視点から

第4回 コーポレー ト･ガバナンスと日本の雇用システム



第 1回ヒアリング 2000.7.31

商法改正に関する審議経過と会社法改正の重点課題

東京大学大学院法学政治学研究科

教 授 神 田 秀 樹

きょうは､今後の会社法改正の重点課題についてお話させていただきます｡

最近､会社分割法制が注目されましたが､実は会社法と労働者､あるいは

労働組合との接点は､J会社法 (商法)の条文上では3個所しかありません｡し

かし､倒産法等のように直接に影響をするわけではありませんが､間接的に

影響があるという事項は多数あると思います｡そこで､次のような順番でお

話をさせていただきます｡

第 1に､商法改正の会社法にかかわる部分について､これまでの経緯と現

状､第2に､今後､何が起こるのか､第3に､今後起きるであろうことの主要

項目を別添の資料に沿って敷宿 してお話 します｡最後に ｢その他｣と書いて

あります｡私は＼今回のお話をお引き受けするにあたって､労働者や労働組

合の立場からみて､日本の会社法は世界の会社法と比べてどういうところで､

労働者からものをいえそうなところがあるのかということを考えてみました｡

それについて｣若干の感想を申し上げたいと思います｡
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1.商法改正作業の経緯と現状

まず､これまでの商法改正作業の経緯を簡単にお話 します｡

日本の商法のうち､会社法にあたる部分は､明治時代にできたものですが､

このときは ドイツ法を参考につくられました.戦後は､昭和25年に改正され

ましたが､このときにアメリカ法を大幅に輸入 しました｡根底は ドイツ法で

すが､その上にアメリカ法が接木のように導入され､両者の混合形態といえ

るかたちになっています｡

日本の法制度は､商法でも民法でも外国法をモデルにしてつくられてきた

わけですが､その後､何度も改正が重ねられています｡明治32年に制定され

た商法は､戦前､明治44年､昭和13年の2回の大改正が行われています｡戦

後も､昭和25年の会社法部分の大幅改正以後､昭和37年､41年､49年､56

年と大きな改正があり､平成に入ってからは矢継ぎ早に改正が行われていま

す｡いずれも輸入品の改正ではなくて､すべて日本の現実のなかから改正案

が出されたものであり､日本型対応をして今 日に至っています｡

したがって､現在存在 している日本の商法の姿､′特に会社法部分の姿は､

ベースは ドイツとアメリカのミックスですが､その具体的なところをみると､

外国にはないような､日本の特殊なニーズのなかから生まれた制度 も結構あ

ります｡今 日の目でみると､日本の会社法は輸入品がベースではあるのです

が､かなり日本独自の歴史を背負って今 日に至っているといえます｡

資金調達面の規制緩和

さて､その内容は大きく3つにわけられます｡第1が資金調達面｡第2が会

社の組織 ･機関､取締役や監査役等｡第3が分割を含む企業再編､合併や分割

です｡

この会社法の歴史は非常に簡単です｡戦後の会社法の歴史は､第1の分野は

規制緩和､第2の分野は規制強化､第3の分野は未整備の分野の整備｡これは､

今年で一応完了したといえます｡
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企業の資金調達面に関する規制緩和とは､それまでできなかったことをで

きるようにするよう商法を変えてきたという歴史です｡あるいは､､できるけ

れどもやりにくかったことをやりやすくするように商法を変えてきたという

歴史です｡

例えば昭和25年改正前の戦前の商法では､増資として株を新たに発行する

場合は､株主総会の決議が必要でしたが､昭和25年の改正で ｢授権株式制度｣

が新設され､株主総会で枠だけを決めて､取締役会で増資 (新株発行)がで

きるようになりました｡昭和49年の改正では､転換社債について､それまで

株主総会の決議が必要だったものが取締役会決議だけで発行できるようにな

りました｡昭和56年改正では､ワラント債と呼ばれる｢新株引受権付社債｣が

発行できる制度が新たにつくられました｡また平成2年改正では､発行 しにく

かった ｢優先株｣を発行 しやすくしました｡また､社債法の改正等もたびた

び行われました｡そういう意味で､この規制緩和の歴史は､企業が株や社債

を発行 して資金を調達する面について､やりやすくする歴史であった~といえ

ます｡

背景としては大企業を中心に､新 しい資金調達手段の導入や資金調達手段

の多様化等を求める声が具体的に要望として強 く出されてきたことがありま

す｡商法改正は平成9年まではすべて法務大臣の諮問機関である法制審議会 ･

商法部会で審議をし､それを基に法務省が法案のたたき台をつくり､政府提

出法案として閣議決定を経て国会に法案が提出され､成立 してきました｡資

金調達分野では､そのような形で経済界の要望が取 り入れられたということ

です｡

会社の組織 ･機関の規制強化

これに対 して､第2の会社の機関や組織の面については規制強化の歴史で

す｡ただこれは戦後にかぎっていうと､｢監査制度の強化｣ということだけで

した｡これはいろいろな意味で大企業に不祥事が起きて､それに対応するた

めに会社法､特に監査の面を強化 したという歴史です｡
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不祥事にもいろいろありますが､昭和49年改正の引き金になった不祥事は､

山陽特殊鋼の大型倒産事件でした｡粉飾決算が行われていたことがわかって､

.それが引き金になって昭和49年に商法の大改正が行われました｡この改正

で､初めて商法上 ｢公認会計士監査｣が導入され､大会社 (現在 日本には4000

社程度)については､公認会計士の監査を株主総会の前に行 う､それを受け

て監査役がその会計士の監査は問題ないという意見を付けて監査報告書を株

主総会に出し､そこで株主がそれでいいかどうか判断をするということにな

りました｡そしてまた､公認会計士監査のほかに会社の経営が法律を守って

きちんと行われているかどうかをチェックする ｢業務監査｣の権限を監査役

がもつことになりました｡これは昭和25年改正で監査役の業務監査権限をな

くしたものであったことから､昭和49年改正では ｢業務監査権限を復活 した｣

と呼んでいますが､いずれにしても監査役の権限を強化 しました (小会社を

除く)｡その後､昭和56年改正､平成5年改正等､いずれも監査役の権限と独

立性の強化が行われました｡大会社では必ず社外監査役を置かなければいけ

ない､監査役会を形成 しなければいけない等の内容が盛 り込まれました｡

この間の企業不祥事は､必ずしも大型倒産事件ではなく､総会屋に対する

利益供与等さまざまなタイプの事件が起きました｡いずれにしても､そうい

う事件を未然に防止するために監査制度を強化 したという歴史があります｡

企業再編の整備

第3の柱である企業の再編については未整備でした｡なぜ未整備であった

のかというと､ひとつには､整備を求める声が挙がらなかったということが

あります｡これは資金調達分野の規制緩和とは大違いです｡他方､あまり不

祥事とも関係のない分野です｡

しかし､90年代､ちょうどバブルがほじけた前後から､企業はいろいろな

意味でのリス トラに乗り出しました｡日本ではリス トラというと､人員整理

という意味にとられますが､英語でいうリス トラクチャリングとは ｢組織の

再編｣を意味しているのです｡ したがって､そうしたリス トラの動き､ある
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いは規制緩和として従来禁止されていた持株会社が解禁されたこと等を受け

て､合併や分割など企業組織の再編をもっとやりやす くしてはしいという

ニーズが高まってきました｡これがちょうどバブル経済後の産業再編とトー

ンが合って､平成9年に合併に関する規制の改善 (簡素化)がなされました｡

平成11年には､｢株式交換 ･株式移転制度｣という､持株会社をつくるための

制度ができました｡そして今年 (平成12年)5月､企業分割 (会社分割)に

ついての商法改正が成立 したのです｡これで企業再編についての法整備は一

通 り終わりました｡ただ､会社分割制度については､税制の手当が間に合わ

ないために､早 くても平成 13年の4月 1日施行といわれています｡

これに対 して､第1の資金調達の方はまだまだニーズはあると思われます｡

したがって今後も規制緩和の方向での改正が続 くと予想されます｡

第2の会社組織 ･機関については､｢コーポレー ト･ガバナンス｣と呼ばれ

ている分野ですが､これはなかなか難 しいところです｡つまり､監査制度を

強化 したけれども､不祥事はいつまでたってもなくならない｡この悩みをど

うしたらいいのかわからないという問題があります｡監査制度のなかで ｢監

査役｣という制度はあまり機能 しないからやめた方がいい､社外取締役など

別の制度を考えた方がいいという意見もあります｡私はそうは考えませんが､

企業の健全性をどうやったら確保できるのかということは､いずれにしても

非常に難問です｡

･現状をまとめると､3本柱のうち､企業再編についての商法改正はほぼ終わ

った｡資金調達については今後もニーズがあって､それに応 じて法準正は続

くであろう｡ 第2のガバナンスについてはどうしたらいいのかという議論が

出されているというところです｡以上が経緯と現状です｡

2. 商法改正作業の今後

実は､商法改正作業は､平成9年ごろから複雑なものになってきました｡平

成9年にス トックオプション制度が導入されたのですか､これは､明治以来は
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じめて､商法本体の改正が ｢議員立法 (議員提出法案)｣というかたちで成立

したものなのです｡その後､議員立法での商法本体の改正は出ていませんが､

株式消却特例法等､商法の特別規定が､やはり議員立法で平成10年に成立 し

ています｡そういうなかで､商法改正作業のプロセスが非常にわかりにくく､

また予測 しにくくなっています｡とはいえ､従来の唯一のプロセスであった

法制審議会商法部会の議論をベースとする法改正が､今後も主流であるとい

うことは間違いありません｡

法制審議会商法部会での審議経過については､｢今後の商法改正について｣

(巻末参考資料①､P174)と題する文書を参照 ください｡新内閣で法務大臣に

就任 した保岡議員は､実はス トックオプションの議員立法を提出した議員で

す｡この保岡法務大臣が､7月11日､2年を目途に会社法について全面的な改

正をするようにという指示を法務省に出したのです｡｢2年を目途に｣とは､2

年後の通常国会に法案を提出するという意味です｡いま2000年ですから､

2002年3月に法案を提出する｡国会に3月に提出するということは､前年の

11月には法案の内容が固まっていないと出せません｡ したがって､いまから

計算すると､2年といっても､･実質的には1年と2､3カ月 しかないというこ

とです｡

法制審議会は､倒産法部会や､商法部会など各部にわかれており､その下

に小委員会や準備会等がおかれています｡会社法に関しては､｢会社法小委員

会｣が設けられています ｢今後の商法改正について｣と題する文書は､最初､

7月12日の会社法小委員会に提出されたものです｡7月12日の会社法委員会

では､これについて若干の意見が出されましたが､基本的にはこの線に沿っ
】

てすすむものと推測されます｡正式には法制審議会の商法部会の決定を待た

なければいけませんが､次の商法部会は9月6日に予定されています09月 6

日になれば､正式に2年を目途に何を取 り上げてやるのかが決まります｡私の

判断では､そう大幅な変更があるとは思えませんが､7月 12日以降､動きが

ないわけではありません｡

法制審議会以外の場として､｢規制改革委員会｣でも会社法改正を取 り上げ

ています｡とりわけ ｢IT対応｣ということで､株主総会における電子投票等
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を認めるべきではないかという議論があります｡規制改革委員会のなかに､

｢ITタスクフォース｣を設けたこともあって､重点はITにおかれています｡規

制改革要員会の論点公開は､7月26日に公表されていますので､その法務分

野の会社法関係部分をご覧いただくとわかるのですが､テーマとしてはほと

んど法制審議会の内容とオーバーラップしています｡

ところが､沖縄サミットの前後から､森総理大臣が ｢IT｣ということを叫

びはじめ､各省庁に ｢IT関連は早 くやれ｣という指示が出されました｡総務

庁は､各省庁に対 して､紙でなければいけないもの､電子はダメといってい

る法律を全部洗い出すためのアンケー ト調査をはじめています｡これは総理

大臣の指示によるものです｡もし紙でなければダメだといっているものがあ

ったら早急に電子でもよくしようということで､たいへんな意気込みのよう

です｡ですから､法制審議会での議論のなかでもIT対応の部分は前倒 しにな

るかもしれません｡また､｢IT戦略会議｣が設置されて､規制改革委員会とも

連携をとって議論をすすめるよういわれているのですが､どう連携をとって

何をやるのか､私は委員でありながら､よくわからないというのが現状です｡

そういうことで先が読めないところもあるのですが､おおむね今後のスケ

ジュールは次のとおり進むと思われます｡

9月6日の法制審議会商法部会で､この2年を目途に何をやるのかという大

枠が決まります｡内容は､参考資料にある論点に沿ったものになるでしょう｡

ただし､例外として､5つの柱のうちのひとつに挙げられている ｢IT関連｣は

前倒 しになる可能性が高い｡これは政府として､あるいは総理大臣としてそ

ういう意向があるということです｡

ただ､現在の内閣は､来年の省庁再編のときにはまた変わります｡そうい

う意味では1月6日までの命であり､法務大臣が同じだという保証はありませ

ん｡ですから､現時点で予測されるペースが政治状況によって左右される可

能性はあります｡

さて､9月-6日に大枠が決まるとします｡法制審議会の従来のやり方は､問

題点をならべて､｢中間試案｣などというかたちで､世の意見を問う,tいうプ

ロセスを必ずふみます｡いつもは夏にやっていたのですが､それでは間に合
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いません｡ したがって､おそらく来年の4月ころには ｢中間試案｣を世に問い､

1カ月 くらいで意見を集めて､ゴールデンウィーク開けくらいから審議を再開

して､秋には成立のメ ドをつけるというスケジ土-ルですすむのではないか

と思います｡

3.今後の商法改正の主要論点

今後の商法改正の主要論点は､｢今後の商法改正について｣をみていただけ

ればと思います｡

これは､2年後の通常国会に出すということですが､.例外が2つあります｡

｢社債決済｣と ｢コマーシャルぺ-パーのペーパーレス化｣は､来年の･通常国

会に出す｡それから商法はいまだにカタカナで書いてあって読みづらい｡商

法のような基本法がいまだにカタカナであるのは問題だということで､これ

をひらがなにするということが挙げられているのですが､これは技術的な作

業があるため1年遅らせて､3年後の通常国会を目途とするということです｡

5つの柱とは､①コーポレー ト･ガバナンス.(企業統治)､②IT対応､高度

情報化社会への対応､.③資金調達手段､④企業活動の国際化への対応､⑤商

法典の近代化 (カタカナからひらがなへ)04番目と5番目は少 し系統が違い

ますが､そういう内容です｡

まず､企業統治の実効性の確保については､従来は不祥事対応という面が

強かったのですが､･ここでは国際的な整合性もかなり重視されている｡ 株式

会社の経営の効率化をはかるという面も出ている｡ ここは､私にいわせれば

ますます難問だと思います｡

｢IT対応｣は､､先はどいったようなことで非常にわかりやすい｡紙でやって

くれという人にまで電子化を強制するのは行き過ぎですが､紙でなければい

けないものを紙でなくてもよくする｡3番目の資金調達は､従来から規制緩和

の歴史でしたが｣なお現在の商法でもやりにくいという要望はありますので､

これも改善を検討する｡
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4番目の国際化への対応については､これまで商法の規定はまったくこの部

分については見直 しをしていません｡それでは不都合だという指摘がありま

すので変えようということですが､それほど大きな問題ではないようにも思

います｡5番目は繰 り返 しになりますが､ひらがなにするということです｡

改正検討事項

それぞれについて､改正検討事項として具体例が挙がっています｡

企業統治については､｢会社の機関のあり方 :機関全体のあり方､権限分配､

執行役員制度｣が検討項目となっています｡権限分配とは､法律家 しか使わ

ない言葉ですが､主として株主総会と取締役会の権限分配という意味です｡

何を株主総会で決め､何を取締役会で決められるのか｡資金調達の面では､だ

んだん株主総会の決めることが減ってきて､取締役会の決めることが増えて

きたという歴史があります｡それでも､アメリカの会社法と比較すると､日

本の会社法は株主総会で決めるべきことが多い｡ですから､産業界のなかに

は､もっと取締役会に委譲 していいのではないか､もっと株主総会で決め壕

くていいことにしていい事項があるはずだという意見があります｡具体的に

は利益配当や役員報酬です｡利益配当もアメリカでは取締役会が決め-ます｡

日本は株主総会が決めます｡取締役､監査役の報酬も､アメリカでは取締役

会が決めます｡日本は株主総会が決めます｡合併や分割等の重要事項は株主

総会が決める｡ これはどこの国でもかわりません｡ しかし､利益配当や役員

報酬等については､権限を取締役会へ譲ってもいいのではないか｡さらには

取締役会で決めるべき事項のなかにも､代表取締役に譲っていい事項もある

のではないかという人もいます｡通産省の資料には､取締役会で決めるべき

ことを代表取締役にまかせていいのではないかという論点も出ています｡

｢執行役員制度｣とは､現在の商法にはない制度ですが､最近､たいへん普

及 しはじめています｡ここ2､3年の間に､上場会社.2300社のうち200社以

上の会社で採用 しているといわれています｡執行役員とは､取締役ではない
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けれども役員級の人ということです｡会社は取締役会のメンバーの数を減 ら

すという戦略に出ていて､そのために執行役員制度を採用 しているようです｡

従来､日本の大企業では取締役が40人ほどいたのですか､取締役は15人にし

て､25人は執行役員にするという会社が増えている｡いずれにしても執行役

員制度は､法律上はまったく定義がありませんので､これを商法上明確にす

べきではないかという議論です｡

｢株主総会制度のあり方､定足数等の見直 し｣は､大規模な企業にしかあて

はまらないことですが､現在株主総会で､合併､分割､定款変更等の重要事

項を決める場合には特別決議が必要です｡その特別決議の定足数として半数､

そして多数要件は出席 した株主の3分の2の賛成がないと決議が成立 しませ

ん｡最近､会社は定款変更や合併決議をする場合が多いのですか､定丘数を

満たすことがだんだん困難になっている｡大企業の場合､一般株主は書面投

票制度があって､株主総会の招集通知を送るのですが､統計によると､書面

投票をしてくれる人は､｢NO｣という人も含めて3分の1くらいしかいないの

です｡これまでは日本の大企業は､安定株主といって､金融機関や他の事業

会社で持ち合いをしてきたので､定足数割れという心配はなかったのですか､

だんだん株式の持合解消等がすすんで､一般株主の数が増えつつある｡ 100%

にはなりませんが､仮に90%が一般株主になって書面投票が3割 しか返って

こないとすると､安定株主の10を足 しても40です｡半数という定足数に足り

ないことになります｡そこで一般株主が増加 しつつある大企業からは､定足

数を下げてはしいという要望が出ているのです｡

これには株主の利益保護に反するという反論もあるのですが､機会を与え

ているわけですから､書面投票用紙を返 してこない人が悪いのではないのか

という議論をしています｡ただ､面白いことに､アメリカも半数が定足数な

のですが､個人の株主はみんなサインをして委任状を送 り返 しているらしい

のです｡日本は､なぜ送り返さないのかをインタビューしてみましたら､面

倒 くさいからゴミ箱に捨てているというのです｡なぜゴミ箱に捨てているの

かを考えてみたのですが､日本は届出印を押 して送り返さなければいけない

という実務になっているようで､届出印がどれか探すのも面倒だということ
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で送 り返さない人も少なくないようです｡ですから､サインで済めばサイン

でいいのではないかと思います｡

これは､実はITにも関連 しているのです｡電子投票でもいいということに

すれば､電子メールでイエスかノーかをいえばいいわけです｡あるいはファ

ックスでもいいということであれば､投票率は上がるはずなのです｡本人確

認 という問題がありますが､それは会社がやるべきことです｡私は､定居数

を2分の1から下げること自体は､それほど間違 ったことではないと思います

が､IT対応の方がもっと重要ではないかと現時点では感 じています｡いずれ

にしてもまだこれから検討 しなければいけないことです占

｢ス トックオプション制度の改善｣｡これは､特に子会社の取締役または従業

員に､親会社のス トックオプションを与えてはどうかという議論があります｡

現在の商法では､自分の会社の役員､t従業員にしか自分の会社のス トックオ

プションを与えられません｡その考え方は､自分の会社のス トックオプショ

ンをもつから一生懸命働 くインセンティブがあるというもので､親会社のス

トックオプションをもったら子会社の取締役や従業員は子会社のためにでは

なくて親会社の利益のために働 く｡そうすると､子会社と親会社が一心同体

ゐ場合はいいのですが､子会社にほかの株主や債権者がいる場合､子会社の

利益を犠牲にしてまで親会社の利益のために働 くのはまずいのではないかと

いうのが従来の考え方です｡この考え方を変えないかぎり､親会社のス トッ

クオプションを子会社の役員､従業員に与えるわけにはいかない｡こういう

問題を議論 しようとい､うことです｡昨年成立 した産業再生法等の法律等では､

それを認めているのですが､商法の議論 として議論 していこうということで

す｡

なお､従業員と会社法が直接かかわる部分は､商法の条文では2つしかあり

ません｡ひとつは､このス トックオプションで､平成9年改正で入 ったもので

す｡もうひとつは商法295条にある ｢従業員の先取特権｣です｡この2つだけ

が直接かかわっていたわけです｡今回は分割法制の新設にともなって､商法
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上も一応規定を置いた上で､労働契約承継法ができたので､それも含めると､

会社法上､労働者あるいは労働組合が直接的にかかわりをもつ規定は3つとい

うことになります｡

大きな2番目の柱である､｢高度情報化社会への対応｣は簡単な話です｡今

まで紙でやっていたものを電子でいいということにしようという-ことです｡

｢公告の電子化｣｡会社は必ず貸借対照表の要旨等を官報や日刊新聞紙に公告

しなければいけないことになっていますが､これもインターネットでいいの

ではないか｡これは証券取引法が今年5月に改正され､来年6月から､｢公衆

縦覧｣として誰でもみれるものはインタ-ネ.)トでいいということにしたの

です｡インターネットを使わない人は､役所 (財務局)のモニター画面､あ

るいは証券取引所､会社の本店でみることかできる｡ だから､商法上の規定

も､インターネットでもみれるし､会社や登記所等の役所でみられるように

するという話です｡

｢会社関係書類の電子化｣｡貸借対照表や損益計算書は､現在は紙にしなけれ

ばいけない｡株主総会の議事録､取締役会の議事録は､紙で作成 して代表者

が署名 し､押印して保存 しなければいけないOこれも､もう電子データでい

いということです｡′今年､｢電子署名法｣という法律ができていますので､代

表者も電子署名でいいのではないかということです｡株主総会の招集通知も､

電子メールでいいという人には電子で送る｡電子投票 も認める｡株主総会の

会場探 しに苦労するような大企業では｣テレビ会議システムを利用 した株主

総会も認めようということです｡

3番目の柱である ｢資金調達手段の改善｣は､繰り返 しになりますが､従来

からの流れの延長で､その要望に合理性があるならさらなる規制緩和をしよ

うということです｡このうち､｢社債と短期資金調達制度の整備｣は､来年の

通常国会に法案を提出する方向で努力するということが政府レベルで決まっ

ています｡これもある意味ではIT対応です｡

社債については､現在 十社債登録制度｣という紙 (有価証券)がない状感
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で社債を流通させる制度があるのですが､これは実は昭和17年にできた法律

で､戦時中の紙不足に対処する_ために臨時につくられたものです｡それが戦

後も引き続き使われてきたという経緯があって､非常に使い勝手が悪い法律

なので､この社債等登録法を廃止 してそれに代わる新 しい制度をつ くろうと

いうものです.これも､基本はペーパーレス化です｡､CPと社債の2つはもう

法改正へ向けた作業をしているのですが､株式制度についてはいろいろな要

望を聞きながら必要な部分を変えていくということになります｡

4番目､｢企業活動の国際化への対応｣｡外国会社と取引するものの保護の制

度の見直 し｡これはどういう問題かというと､商法479条という古い条文が

あって､｢外国の会社で日本で継続 して営業をしようとする会社は､日本にお

ける代表者と営業所を設置 して登記 しなさい｣と定めている｡これに違反す

ると過料の制裁がある｡ところが､これがIT時代にはよくわからなくなって

いる｡ 例えばインターネットで外国から本や洋服を売 っている｡日本の消費

者には､けっこう買っている人がいるようですね｡ しかし､これは日本で継

続 して営業をしているのかしていないのか､よくわからない｡そういう外国

の会社は､もちろん日本の代表者 も定めていませんし､営業所も置いてい_皮

いし､登記 もしていません｡もしこれが商法479条違反だとなると､彼 らは

みんな違反 していることになります｡このへんをどう整理するのかという問

題があるのです｡

なぜ商法479条がそういう規定を置いたのか｡これは､日本で例えば消費

者が被害を被ったという場合に訴訟を起こせるようにしたいということです｡

日本に営業所 と代表者がいれば､日本の裁判所で彼 らを相手に訴訟が起 こせ

る｡ 裁判管轄といわれていますが､これが狙いです｡もしそうだとすると､外

国からインターネ､ットでものを買った日本の消費者が何か被害を被って訴え

ようと思 っても､日本に何の跡形もないときは､日本の裁判所に行 っても裁

判を起 こすことができない｡外国の裁判所へ行ってくださいといわれてしま

うでしょう｡それでは､日本の消費者は保護されない｡こういうことが､こ

こでいう､｢外国会社と取引をする者の保護の制度の見直 し等｣の意味なので

- 118-



す｡

では､どのように479条を変えたらいいのか｡これは､考えてみるとたい

へん難問だと思います｡

このほかに､7月 12日の会社法小委員会で指摘されたことは､大きくいう

と2つあります｡ひとつは､検査役の調査制度の簡素化です｡検査役の調査制

度は非常にコス トがかかるので､簡素化 してはしいという要望が出されまし

た｡これは4月の時点では挙がっていたのですが､7月の段階では落ちていた

ので､これを盛 り込んでほしいという強い要望がありましたよこれは規制改

革委員会の論点公開では､第2項目として取 り上げられていますので､商法改

正の論点としても取り上げられることになります｡実は ｢今後の商法改正に

ついて｣では､すべての項目に ｢その他｣と書いてありますので､何でも要

望があれば取 り上げられるようになってはいます｡

もう1点､7月 12日の会議の席上出されたことは､ここに挙がっている項

目は大企業ばかりを念頭に置いている､もう少 し中小企業向けの改正 も必要

ではないかという意見です｡とりわけ中小企業には､会社法の厳 しい強行規

定をそのまま適用するのではなくて､もうすこし自分たちで自由な組織のか

たちを会社の定款で定めることができるように､｢定款自治の原則｣を認める

べきではないか｡そういう意見が一部の学者委員から強 く出されました｡お

そちく､これは､2年間という時間のなかでは取 り上げている余裕はないかも

しれませんが､検討はされるかもしれません｡

論点の内容を簡単にみてきましたが､ここに挙げられた項目だけでも実質

1年3カ月でやることは相当に厳 しい状況だといわざるをえないと思います｡

会社法小委員会は､月1回･1回3時間のペースで開催されていますので､時

間は非常にかぎられています｡そこで､伝統的にはどう審議をすすめてきた

のかというと､法制審議会の外に研究会等のインフォーマルな会合を設けて､

そこで荒ごなしをして､それを法制審議会に上げるというやり方をとってき
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ました｡56年改正のときもそういうやり方でした｡今回も､法制審議会の下

に商法改正研究会というようなインフォーマルな会合を設け､さらにこれを

3つのグループに分けて議論をすすめることになっています｡第1ブル∵プが

会計関係､第2グループがガバナンス関係､第3グループが資金調達関係｡こ

れは､それぞれ月3回ないし4回の会合をもつ｡そうすると､来年の年明けく

らいまでに合計40回以上の会合をもって､月1回の会社法小委員会を支えな

がら､来年3月か4月を目途に中間試案ないし何 らかの意見紹介の案を出すと

いうことですすむのではないかと予想 します｡

現在の商法改正は､官邸の意向や政治の意向に非常に左右されますので､自

信をもって予想を申し上げられるような状況ではありませんが､現時点にお

ける私の予測は以上のようなことです｡

4. おわ リに 一従業員 ･労働組合の観点から

最後に､従業員や労働組合の観点からみて､商法 ･会社法改正に何かいう

べきことはないのかを考えてみます｡

ひとつは､直接かかわりがあることとしてス トックオプション制度の改善

というテーマです｡商法は ｢使用人｣という用語を使 っていますが､従業員

という意味と同じです｡ここで､子会社の従業員に親会社のス トックオプシ

ョンを付与することを認めるかどうかといった議論においては､･直接影響が

出てくると思います｡

もうひとつは､労働法的な話ですが､商法295条の ｢従業員の先取特権｣と

いう規定です｡この規定はこれまで労働者に不利に解釈されていて､最近の

判例では､社内預金には商法295条の適用はないという判断が示されました｡

したがって､半ば強制的に社内預金をさせられて､その会社がつぶれてしま

ったという場合､商法295条の適用はないということになります｡適用があ

るとした判例 もあるのですが､最近は否定説が強 くなっています｡労働法上

かつては強制的であったものを任意にした等､細かい議論はあるのですが､学
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者の間では､私自身も含めて社内預金も当然295条で保護されてしかるべき

ではないかという見解の方が多いと思います｡これについては､検討する余

地はあるのではないかと思います｡

さらにもうひとつ､日本ではあまり問題にされたことはないのですが､-EU

の加盟諸国が行っている､会社法の調整 (ハーモナイゼーション)です｡そ

のプロジェク トはもう何十年も前からあるのですが､そのなかの大きな争点

のひとつは､労働者と纏営者との関係､あるいは労働者の保護ということで

す｡

ご存知のように､ ドイツでは､従業員数が500名以上の会社では､日本で

いえば取締役会にあたるところの半数は従業員代表者が選び､残 りの半数は

株主の代表者が選ぶという有名な制度があります (共同決定制度)｡イギリス

はそういう制度をとっていません｡また､フランスは選択制で､ ドイツ型を

とってもいいし､そうでなくてもいいということになっています｡

EUでは､これをめぐってイギリスとドイツが鋭 く対立 し､結局調整案がで

きないまま､暗礁に乗り上げている~のです｡ただ､ある種の ｢妥協案｣とい

っていいのかどうかわかりませんが､90年代に入って､｢ワークスカウンシル

ディレクティブ (従業員評議会指令)｣というものが最終的には採択されまし

た｡これはクロスボーダーでということもあるのですが､考え方だけを簡単

にいいますと､一定人数以上の従業員を有する企業は､必ず労働者評議会を

設けて､経営者はその評議会に対 して会社の状況を報告 しなければいけない｡

そして必要な重要事項については協議をしなければいけないという指令が､

94年に採択されるに至ったのです｡これはヨーロッパの特殊といえば特殊な

事情があるのですが､制度論の背景としては ドイツとイギリ不のまったく違

う制度の対立があった｡日本の場合は､会社法制としてはアメリカやイギリ

スと近いのですか､労働組合は企業別組合という特徴がある｡

ヨーロッパの場合､ ドイツとイギリスのようなぜんぜん違 う制度をもって

いる国をどう調整するのかが大問題となったなかで､やや妥協的に出てきた

ことはいなめないのですか､ただ考え方としては､商法改正は､グローバル
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スタング- ド､つまり諸外国がどういう制度をとっているのかということが

非常に重視されています.そういうなかにおいて､このヨ-ロッパの ｢ワー

クスカウンシルディレクティブ｣は､わが国でも研究するに値するのではな

いか｡少なくとも労働組合の立場からみると､そう思われます｡

はなはだ雑駁で申しわけありませんが､一応このあたりで終わりにさせて

いただきます｡どうもありがとうございました｡
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第2回ヒアリング 2000.8.25

コーポ レー ト･ガバナンスと従業員

一会社法の見地から

九州大学大学院法学研究院

教 授 森 淳 二 朗

ただいま､ご紹介いただきました九州大学の森です｡

私は､会社法の研究をしている者ですが､他の多 くの会社法の学者と違 っ

て､その原理論的な研究をしてきました｡そのなか七､これまでの理論とは

違う理論のあり方に至り､現在､コ-ポレ- ト･ガバナンスで大事な役割を

果たすべきものとして､｢従業員｣を考えるようになりました｡この考え方を

会社法学者に話 しても､孤立無援の感がありましたが､きょうは ｢従業員｣を

代表される皆さんがいらっしゃるので､大変心丈夫な思いでいます｡

1.現状分析と方向性

はじめに

最初に全体像を申し上げます｡従来､商法と従業員のかかわり方にはいろ

いろなパターンがありますが､整理すると4つのパターンになります0

ひとつは､営業譲渡や会社分割で､従業員が別の組織に移る場合､その地
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位をどのように守るかという問題です｡最近､ー会社分割に関連 して労働契約

承継法ができました｡これがまさに第 1のパターンです｡

第2は､従業員持株制度で､これは従業員が株を持ち､株主そのものになる

というものです｡株主の地位をあわせ持つという形であり､当然､株主とし

ての権利も持つことになります｡

第3は､従業員参加というドイツにある制度です｡ ドイツでは監査役会に､

株主を代表する監査役と従業員を代表する監査役の両方が入っていて､その

監査役が取締役を選ぶ ｢共同決定｣という形があります｡

第4として､｢取締役め従業員利益考慮義務｣が挙げられます｡アメリカで

は90年代に入ってから､｢会社関係者法｣と訳される法律がつくられていま

す｡～これは､取締役は株主の利益だけでなく､従業員あるいは消費者等の利

益を考慮できるというものです｡｢考慮 しなければならない｣ではなく｢でき

る｣と規定 している法律ですが､これを ｢義務｣と解する学説もあります｡

本日の報告の目的は2つあります｡ひとつは､この4つとは異なるパターン

をつ くることで､それは従業員とガバナンスのかかわりにおいて重要なもの

だということです｡

もうひとつの目的は､従業員とガバナンスのかかわりが､会社全体のなか

でどういった位置づけにあるのか､部分だけをみるのではなく､全体のなか

で位置づけないといけない｡､会社法とは､一種のミクロコスモスとしてまと

まっているので､-カ所いじると全部に手を入れなければならない｡それを

わかっていないと､会社法がよく理解できません｡

そういう意味で､私の新 しい提案が､全体のなかでどういう役割､位置づ

けにあるのか､それもわかるようにお話 ししたいと思っています｡

コーポレー ト･ガバナンスは多様な意味に解釈されていますが､ここでは

一般的に最近の会社法学者の通説的な立場でお話 しします｡

そうすると､｢従来の企業経営の効率性の確保｣､｢企業経営の公正性の確

保｣､この2つの面で考えることになります｡従来は､経営の公正性だけを強

調 していたのですが､最近では効率性を重視する考え方も､一般化 していま

す｡

- 124-



なぜ会社法に従業員は登場しないのか

∫従業員は会社法のなかに基本的に出てきません｡それはどうしてなのかを

考えてみます｡

現在の会社法の考え方は､｢出資者である株主は､会社の実質的な所有者で

あり､その実質的所有者たる株主が株主総会 (最高意思決定機関)で取締役

を選任し､会社の経営を委任するのであって (『所有と経営の分離』).従業員

は､法的には取締役の手足にすぎず､利害調整の対象にならない｣というも

のです｡

従業員は､その経営者に雇われた者にすぎないと位置づけられ､会社法は､

取締役と株主の関係だけを重視 しています｡一言でいえば､｢所有の論理｣で

会社法が組み立てられているため､従業員という問題が顔を出してこないこ

とになるのです｡

現行会社法におけるコーポレー ト･ガバナンス

現行会社法で､コーポレート･ガバナンスは､どのような仕組みで成り立

っているのか｡その特徴と弱点をまとめてみます｡

仕組みとしては ｢機関の分化と権限分配｣､｢民事責任制度｣､｢株主の監督

是正権｣､これを3本柱としてガバナンスは成り立っています｡

会社の機関を分化するときの機関とは､その人の行った行為意思が､会社

の行為意思となるような立場にある者を機関といいます｡例えば､取緒役も

監査役も株主総会も､すべて会社の機関ですが､そういう会社の機関のそれ

ぞれに権限を分配するのか ｢機関の分化と権限分配｣です｡株主総会には､取

締役を選ばせたり辞めさせる権限を与える｡取締役で取締役会という機関を

つくって､今度は代表取締役を選ぶ｡実際には社長のことですが､それを監

督する｡それから監査役が社長を監査する.｡会計監査人に会計監査をさせる

というわけです｡
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そういう形で､実際に会社を動かすのは代表取締役ですが､それぞれの機

関が監査､監督する形になります｡それがガバナンスの基本的な､第1の柱で

す｡

第2の柱は､民事責任制度です｡仕事をきっちりしなかった者には､責任を

負わせる｡ 刑罰を与えるのではなく､民事的な責任を負わせる仕組みです｡

今､代表訴訟が責任追及制度の柱になっています｡

第3に､株主は経営に口を出さないが､いざというときには監督是正権を持

っています｡帳簿を閲覧 したり､違法行為に対 して差 し止め請求や提訴がで

きる｡

この3本柱で､ガバナンスにおける効率性､公正性を確保 しようとしていま

す｡

ところが､経営者を選ぶのは株主総会といっても､経営者が株主から委任

状を貰 って株主総会を意のままに動かしているのか現実です｡となると､実

際には効率性も公正性も経営者の意識に任せるしかない｡意識のある経営者

ならきっちりしますが､意識のない経営者はいいかげんなことをする｡ そう

いう意味で､非常に脆いガバナンスの仕組みだといえます｡

現行会社法のコーポレー ト･ガバナンス体制の問題点

問題点として主に4つ挙げておきます｡それは ｢規制の形骸化｣｢規制の過

剰化｣｢規制の硬直化｣｢規制の適用範囲の狭さ｣です｡

｢規制の形骸化｣とは､規制をつくっても形骸化 していて､機能 しない｡監

査役にしても､取締役にしても､経営者 ･社長を監査監督できていないとい

うことです｡

｢規制の過剰化｣とは､規制がうまく働かないので､さらに規制をごてごて

と重ね強化 していくことです｡

｢規制の硬直化｣とは､会社法がダイナミックにかつ多様に変化 していく株

式会社の現実に柔軟に対応できていないということです｡

｢規制の適用範囲の狭さ｣とは､今､会社法で決めていることには､大事な
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部分が抜けているということですO

株主に視点を合わせた改革案

最近になって､抜本的に会社法を改革 しようと､いろいろな改革案か出て

いますO

まず､株主の利益になるように､もっと規制を強めようと､自民党案､コー

ポレー ト･ガバナンス ･フォ-ラムの案､あるいは法制審議会でも改正案が

検討されようとしています｡

しかし､これらの案は､基本的にこれまでの会社法 と同じで､期待するも

のはほとんどないといってもいいものです｡

従業員の利益を考慮 した改革案

一方､従業員の利益を考慮 した改革案 も出ています｡これは､経済同友会

や日経連等の経営者団体の提言です｡経営者団体が､従業員を大切にしよう

というのは､当然かもしれませんし､意外に感 じられるかもしれません｡

一般的には､ステークホールダ- (利書関係恵)と表現されますが､会社

と利書関係を持つのは株主や債権者に限りません｡従業員 も消費者 も利害関

係があり､その利益 も考慮 しなければいけないという報告が出ています｡

OECDの報告もそうですし､イギリスのハンペノ嘩艮告 もそうです｡ しかしな

がら私からみれば､それは総論だけであり､以前からあったものを化粧直 し

したものにすぎません｡

｢株主価値モデル｣と ｢多元主義モデル｣

株主の利益を大事にしようという ｢株主価値モデル｣と､ステークホール

ダ-の利益を大事にしようという｢多元主義モデ ル｣､この2つの考え方は､従

来は対立すると考えられてきました｡しかし最近では､両立させていこうと
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いう考え方が有力になっています｡私 もそれに反対ではありませんが､ス

ローガンにすぎないのではないかと感 じています｡

理論がないまま､多元主義でステークホールダーの利益を顧慮 しようとい

うのは､非常に危険です｡なぜなら､そのステークホールダーの利益を調整

する役割を､.すべて経営者に任せてしまい､経営者に､いっそうの絶対権限

を与えることになり､結果的に現状より後退する可能性すらあるからです｡

根本的改革の視点

では､改革はどういう視点に立つべきか｡ひとつには､基本的に国際競争

力のある企業システムでないといけない｡もうひとつは､そのコーポレー ト･

ガバナンスの裾野を広げるものでなければいけません｡

『現代 日本のコーポレー ト･ガバナンス』という連合総研の報告書のなかで､

鈴木さんが､｢企業観を見直さなければいけないのではないか｣と書いておら

れます｡実は､それこそがとても大事な土とです｡どのような企業観で会社

法がつくられてきたのか､問い直す必要があります｡｢お見合いの写真修正も

う限度｣という川柳がありますが､今はそういう時期だと思います｡

いろいろな修正が､各国で始まっており､特にアメリカ､ ドイツではかな

り早い段階から始めています｡

｢SEC｣とは､証券取引委員会というアメtJカの巨大なマーケット監視機構

です｡日本でも証券取引等監視委員会がありますが､アメリカのSECは比較

にならないく､らい巨大な組織です｡それから ｢機関投資家｣という新 しいタ

イプの株主が登場 しています｡SECも機関投資家も専門家集団で､いい換え

れば､専門家がガバナンスを支えているのです｡

また､｢会社関係者法｣という新 しい仕組みができていますoアメ.リカでは､

80年代に乗っ取りが頻繁に行われ､叩き売 りされた会社がつぶれていきまし

た｡従業員が生活の場を失ったり､地域がさびれては困るということで､こ

の会社関係者法ができま､した｡これは州レベルでつくられている法律です｡

ドイツはさらに進んで ｢共同決定制度｣をもっています｡監査役に従業員
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代表も入れるという制度を早い段階でつくっています｡

では､日本の選択としてはどうすべきか｡以下の三つ.の方向性が大切とい

えますd

企業とはヒエラルキーの世界です｡効率性そ達成するためにそういう組織

にせざるを得ない｡そのため､企業 ヒエラルキーのなかで､機能 しうるガバ

ナンスの体制を築かないと意味がありません｡これが､ひとつの方向性ですb

同時に､公正性､効率性を抜本的に改善 していく方向性が必要です｡ヒエ

ラルキーの組織が効率よく動いているのか､公正性を実現できているのか､き

っちり問い直,し､実現できる仕組みをつくらないといけません｡

第3に､そういう企業 ヒエラルキーの組織を機能させるために､従業員と専

門家 (弁護士､会計士等)がカを合わせないといけない｡

これらが新 しい日本の選択肢になるべきだと考えています｡

2∴具体的提言

中立監査役

何をまず会社法の具体策として実現すべきか｡第1は､｢中立監査役｣制度

の導入です｡現行監査役は､取締役の職務執行を監査 しうる地位にあり､大

きな権限を有 している.けれども､企業 ヒエラルキー､組織の頂点にある経営

者をチェックするには適 していません｡現在の監査役の実態を争れば､そゐ

限界は明らかです｡

企業内部に中立的な拠点を築 くことで二･,その企業 ヒエラルキーのなかでは

これまで対処できなかった問題を､私的自治の枠内で解決できるようになり

ますbつまり､企業のなかで解決できるような仕組みを?く草ということで

す｡

株式会社は株主総会の多数決で決めますが､その多数決は一人一票の多数

決 (頭数多数決)ではありません.株主総会は､株をたくさlんもっているも
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のか多数決を決められる ｢資本多数決｣です｡その資本多数決を動かせる者

を本報告では ｢資本多数決管理者｣と呼んでいます｡

一般的には､｢支配株主｣を想定されるかもしれませんが､そうではありま

せん｡資本多数決管理者には経営者も入 ります｡経営者 も委任状を貰えば資

本多数決の管理者になれる｡ あるいは､株の持ち合いをしていれば､委任状

なしで資本多数決を管理できます｡総会が取締役や監査役を選ぶというのは､

多数決を握っている者が選ぶということであり､多数決を握っているのは､日

本ではいまだに経営者ですから､自分で自分を選ぶことになる｡こうした資

本多数決管理者が経営者を実質的に選んでいるのであり､この資本多数決管

理者と経営者がチームを形成 して企業運営を行うことになる｡ この企業運営

チームに入れない株主はアウトサイダー株主になる｡この企業運営チーム対

アウトサイダー株主の利害を調整するために ｢中立監査役｣が必要となるO こ

こでいう ｢中立監査役｣とは､総会に任せない監査役という意味です0

では､誰が選ぶのか｡それは､もっとも企業と一体化 している者です｡私

は､もっとも企業にコミットメントしている者として､従業員を考えていま

す｡従業員といっても､本当に会社のことを考えている人たち､中間管理職

くらいがいいのではないかと思います｡

基本的には､中立監査役は従業員が外部の専門家から選ぶ形で考えていま

す｡弁護士や会計士等は､企業の内部の人間ではないので､補完的役割にと

どめた方がいいと考えています｡

中立監査役の役割として､現在の構想を以下の5点にまとめてみます｡

｢企業運営を担う機関 (企業運営チーム)とアウ トサイダー株主の利害調整

役 (企業全体の奉仕役)｣｡すなわち､実際に企業を動かしていく立場にある

企業運営チームと､株主の利害調整をする役割を担います｡企業全体の立場

から､それを調整する役割です｡

｢現行監査体制や支点役｣として､現在の監査監督体制を補佐する役割をす

る｡

｢現行監査役の能力 ･資質向上のための補佐役｣｡現在の監査役のなかには､

監査役の職務の中身をきちんとわかっていない人も少なくありません｡そう
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いう監査役に必要なノウハウを提供する役割です｡

｢内部統制機能の保証人｣｡内部統制機構を再編成することは､とても大事で

すが､その内部統制機構がきちんと働 くためにも､この中立監査役が保証人

役をしなければなりません｡

｢従業員救済の受け皿｣｡従業員救済制度については後で述べますが､その受

け皿になりうると考えています｡

また､中立監査役には､それに伴う権限を与えます｡具体的には ｢監査 ･調

査にかかわる権限｣､｢利害調整にかかわる権限｣､｢経営の妥当性判断の権限

を有さず｣､｢告発権限有さず｣というものを考えています｡

中立監査役は､基本的に資格を持った弁護士や会計士から従業員が選ぶ｡

そういう人たちの専門知識を基礎にして､現在の会社にある監査監督機能が

本来の役割を果たすように､サポー トする役割を果たさせるということですb

従業員に対するリスク分配の保障

従業員に対 して､どのような具体的制度を考えるのか去従業員は人的資本

です｡株主は資金を出しますが､従業員は自分そのものを出しています｡こ

の人的資本は､企業にとって重要な意味を持つにもかかわらず､従業員の立

場からいえばリスク分散ができません｡ 株主は､あちこちに投資できるけれ

ども､従業員はひとつの企業に投資することしかできない｡そういう立場に

ある従業員のリスク分散を考えなければいけないと思います｡

これまでの法制度としては､主に ｢ドイツの共同決定制度｣､｢アメリカの

会社関係者法｣､｢従業員持株制度｣が挙げられますO

伝統的な会社法の理論は､所有の論理でつくられるために従業員が無視さ

れます｡ここに挙げた従業員を重視する制度も､､実は同じく所有の論理の上

に立っているといえる｡つまり所有を制限するという論理です｡所有の論理

を貫 くか､制限するかの違いにすぎないということです｡

それでは､どういうフレームワ-クを考えていけばよいか｡

まず､ノ｢従業員の利害の中身の吟味｣が必要です｡これまでは､所有の論理
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で従業員を無視するか､あるいは所有の論理を制限して従業員の参加を容認

するかというだけでした｡そこでは､非常に抽象的な従業員をみているにす

ぎません｡そうではなくて､従業員の利害の中身をみていかないといけない｡

リスクという利害､ リスクを負担するという利害については､今までまった

く触れてきませんでした｡

それから ｢所有の論理の妥当領域の限定｣｡これまでは所有の論理が幅を利

かせていましたが､その論理が本当に効果をもつ領域はどこまでなのか｡

｢株式会社の特性に適合 した仕組みの構築｣｡株式会社は､その特性に適合 し

た仕組みをつ くる｡ 新 しい仕組みは､株式会社の現実を無視するようでは囲

ります｡

そして r従業員重視の効果 ･意義｣として､新 しい仕組みをつくるなら､や

はり大きな効果があるものでないといけません｡1

一方､企業の危機にはいろいろなパターンがあり､典型的なものとして経

営者の違法行為により企業危機になるというものが挙げられます｡例えば､

総会屋に利益供与する､あるいは山一謹券のように簿外で債務処理をすると

いう違法行為で企業をつぶすパターンです｡

次に､企業の内部規律がゆるんで企業危機が起こることがあります｡これ

は､最近問題になっているもので､東海村の核燃料事故を起こしたJCOや､雪

印がそうです｡

また､不適切な企業 ぐるみの行為があります｡

第4としては.､経営者の判断能力が足りないだけで起こる危機｡違法行為と

す ぐにはいえないけれども､いつのまにか違法行為になってしまい､企業危

機が迫る｡.薬害エイズはこのケースでした｡

そういう企業危機から､最終的にリ不クをこうむるのは､やはり従業員で

す｡企業危機をどのように克服するか､そこから従業員を救済する仕組みを

持た,ないといけない0.,

私は､企業危機を感 じた従業員が､どこかに情報を伝達できる仕組みが必

要草と思います｡今はそれがないq)で､相談できる受け皿が必要です.その

受け皿 となるのか ｢中立監査役｣だと考えました｡弁護士､あるいは会計士
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であれば､専門的な知識をもって正確に受けとめ､きっちり対応できます｡当

然､従業員が情報を提供 した場合､報復措置もありえますから､それについ

ても考えないといけませんが､そういう仕組みとして ｢従業員救済制度｣ーを

つくらないといけません｡

アメリカでは､敵対的企業貞収が横行 して､従業員が非常に苦 しい目に合

った例がたくさん出ています｡日本でも､敵対的企業買収が少 しずつ起こり

つつあります｡その規制をする法律が､現在､わが国では証券取引法 しかな

い｡証券取引法は､情報開示を求める法律ですから､非常に弱い法律です｡そ

れを会社法に持ってくれば､違反による行為は無卿 こするという強い効果を

与えられる｡

敵対的企業買収は現実には深刻な問題をもたらすにもかからわず､伝統的

な理論では､それは株式譲渡の自由の当然の結果にすぎないと考えています｡

しかし､私の理論では､株式を譲渡することと､会社の支配の取引きをする

こととは､連続する面もあれば非連続の面もあると考えることになります｡

今の伝統的理論では､この非連続面を捉えきれないのです｡

従業員は､会社のことをわかっているようで､実はわかっていない｡自分

の部署につい七は知っていても､企業全体はみえていません｡企業全体をみ

せるものとして､有価証券報告書等がありますが､･それは財務局や財務省で

ないとみれない｡そうではなくて､従業員がすぐにデータを受けとれる仕組

み､つまり情報開示､アカウンタビリティー (説明責任)が必要です｡

中立監査役､従業員救済制度､敵対的企業買収に対する利害調整の仕組み､

それから透明性の確保という4本柱､これが従業員保護のあり方に重要な意義

をもつと考えています｡
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3.会社法における理論と実践

伝統的会社法理論の場合

会社法では株主が所有者だといいました｡伝統的理論は､同じカをもって

いる株主 ｢等質株主｣が寄 り集まってできている株式会社を株式会社の典型

像だと考え､会社法をつくっているといえる｡

新たな理論 (管理モデル理論または柔構造理論)の場合

しかし､株式会社はそういうものではない｡非常に力をもった株主と､ま

ったくカをもたない株主､この両者によってつくられるのか株式会社という

仕組みだと考えます｡その設計コンセプ トで会社法の理論をつくると､これ

まで申し上げたものが理論的に導かれてきます｡

公正性確立のための抜本的改革

私の考え方でいけば､企業 ヒエラルキーの世界に ｢ハー ド｣のバランス装

置をつくれます｡-- ドとは､制度そのものという意味で使うことにします｡

-- ドのバランス装置として､以下の5つが考えられる｡

第 1に ｢チームとしての規律｣｡その企業を実際に運営 していくものをチー

ムとして捉え､チームの規律性を高めることが､私の理論では可能になりま

す｡

第2に ｢内部統制機構の整備｣｡｢内部統制機構の整備｣とは､そのチームが

自立するために､内部統制機構をこれまでの論理をより発展させて再構成で

きるということです｡つまり､情報のやりとり､リスク管理の仕組みをきっ

ちりとチームのなかに組み立てないといけない｡

第 3に､先ほど言及 した ｢中立監査役｣｡

第4に､｢情報開示の抜本的改善｣｡株主に対 しても従業員に対 しても､情報
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開示をするという形になる｡

第5に ｢会社支配取引の適切化｣｡これは､敵対的企業買収を合理的に利書

調整できる仕組みをつくるということです｡例えば､企業買収が行われると

社長が入れかわりますが､本当にいい企業をつぶすこと古土なっては困る｡だ

から､有能な社長は残 し､無能な社長は切れるような仕組みをつくるという

意味です｡

こういった5本柱で､ヒエラルキ-組織のなかにバランス装置をつくること

ができます｡

もうひとつのバランス装置は ｢ソブト｣のバランス装置です｡ソフトとは､

いくつかの制度が組み合わさって生 じる効果をいっています｡

まず ｢中立監査役と従業員の連携｣｡これは､中立監査役と従業員が情報交

換する場をつくることで､ガバナンスの可視範囲が飛躍的に拡大 します｡

次に ｢中立監査役と既存の監査 ･監督体制との連携｣｡今のガバナンスの機

構は支点がないためにつぶれやすい｡中立監査役に支点の役割をさせれば､

今の機構でもいろいろな効果が期待できます｡

｢中立監査役と内部統制機構｣｡.内部統制機構は､現在は従業員統制で考えて

いますが､取締役会､経営者 もまきこんだものを考えるべきです｡この機構

が中立監査役によって担保されれば､その効果は､ハー ドの効果よりもはる

かに大きいと思いますO

さて､､今､マ-ケットにすべて任せろといわれています.マーケットの果

たす役割は少なくないけれども､限界があり､基本的には事後的な機能だと

思いますOマ-ケットに出てきた時には､企業のなかでの処分が終わってい

る､既に企業は負けているという場合もあります｡そうではなく､その前に

企業の内部でケリをつけないといけない｡そういうバランス装置を考えてい

けば､ガバナンスの仕組みは､抜本的に改善できるのではないか｡

経営者に対するバランス装置だけではありません｡資本多数決管理株主に

対応 しうるバランス装置をもつくりだすことが可能になります｡

そういうことで､ガバナンスのあり方が非常に変わってくることになりま

す｡
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日本型コーポレー ト･ガバナンスの模索

ここでは､会社機関のことに限定して､会社機関に従業員がどうかかわっ

ていくのか幾つかの選択肢を考えてみたいと思います｡

｢①案 従業員代表取締役制｣｡従業員が意思形成システムに入っていく方法

があります｡その場合､従業員代表者が取締役になる方法がありえます｡

｢②案 ドイツ型従業員代表監査役制｣｡ ドイツの共同決定制度のように､監

査役に取締役を選ばせる制度にして､その監査役に従業員が入っていく制度

もありえます｡

｢③案 従業員代表監査役制｣｡これは､従業員代表がモニタリング体制に入

っていく方法です｡従業員代表､あるいは従業員が指名 した者が株式総会で

監査役として選任されるというものです｡

｢④案 従業員選出監査役制｣｡これはロナル ド･ド-ア氏が提案されている

もので､従業員に監査役を選ばせるという､方法です｡

｢⑤案 中立 ･資格監査役と従業員選出監査役の二頭体制｣｡これが､私の提

案です｡従業員に監査役を選ばせるという意味では ド-ア案と同じですが､

二頭体制で考えています｡ひとつは､中立でかつ資格を持った監査役､もう

ひとつは従業員が選んで､従業員を監査役にするものです｡

以下､それぞれの案を検討 してみます｡

｢①案｣は､いわゆる従業員代表が取締役に入る制度ですが､結局､従業員

代表が経営に介入するわけです｡これはやはり好ましくない｡今の取締役も､

内部昇進制のもとで従業員から選ばれた人がなっている｡ 取締役を選ぶなら､

そのシステムのなかで選べばいいのです｡

｢②案｣は､労使関係からみれば､ ドイツの実績からも雇用保障という点で

は意味があります｡しかし国際競争力のない仕組みであり､ ドイツでも足伽

となって､むしろ企業の成長を阻んでいるという指摘があります｡ただ､.ド

イツは厳然たる階層社会であり､ブルーカラーとホワイ トカラーはまったく

違うので､従業員と経営者が一緒になる.という統合は ドイツでは意味がある
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ともいえます｡

日本はそういう階層社会ではなく内部昇進制度ですから､それ以上にどの

ような意味を求められるのか｣誰も指摘 していないようです｡

｢③案｣は､従業員の指表 した者が監査役の一人になる｡これは､現行の監

査役制度と同じです｡

｢④案｣は､従業員か選ぶという点では賛成 します ｡ しかし､その監査役は

何をする.のか､どのよすな効果を狙っているのかが具体的に指摘されていま

せんので,--逆に弊害の恐れがある｡ 例えば､企業の運営上､企業を守ること

と雇用を守ることが対立することもあります｡その時に､会社法の仕組みで

考える限り｣企業を優先せざるを得ない｡そこで従業員代表が､一方的に雇

用優先を主張する恐れがなくはないので､そうはならない形を考えないとい

けません｡

結局､残るのは ｢⑤案｣です｡この二頭体制はヾ資格をもっている専門家

である弁護士か会計士を､従業員が監査役に選ぶ一頭と､｢④案｣でいう従業

員選出濫査疫で選ばれるもう一頭から成り立っています｡この2頭が補完関

係に立ち､お互いの長所を発播できる提案が大事になります｡

次に､コーポレニ ト･ガバナンスの担い手を検証 しないといけない｡これ

までの考え方では､会社の機関である取締役会や監査役､あるいは株主がガ

バナンスの担い手ということになっています｡しかし､これはほとんど機能

していない｡

マーケットが担うとしても限界があります｡

アメリカやは､SECや機関投資家という専門家が登場 しています｡ ドイツ

では､従業員が登場 しています｡日本では､メインバ ンクがそうだったとい

われましたが､現在､廃れつつあります｡

日本でも能動的な担い手をつくり出さなければいけない｡そのためにはま

ず､専門家の意識改革をしなければいけません｡現実に妥協 している専門家

がたくさんいますので､中立監査役制度等が活かせれば､常識 ･正義を活か

せると思います｡

次に､従業員です｡企業危機回避のために､従業員が意識を持って働 くこ
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とが大事です｡日本では ｢TQC｣がありますが､それはモノだけでなく経営

体についても必要だといえます｡

結局､能動的な担い手になれるのは､日本では専門家と従業員なのです｡両

者が連携 してガバナンスの体質改善をする必要があるというのが､私の提案

です｡

そうなれば､どのように変わるのかという提案を､以下に示 します｡

｢時点的 ･サンプリング的コーポレー ト･ガバナンス体制からの脱却｣O監査

役がどれだけ頑張っても､ごくわずかな部分 しかみえない､会計士 もサンプ

リング調査をするだけです｡それでは､いくらでもほころびが出てきます｡

ですから､｢持続的 ･プロセス的コーポレ- ト･ガバナンス体制の整備｣を

しなければいけない｡

｢補完的であるが､能動的なコ-ポレー ト･ガバナンス体制へ｣｡弁護士､専

門家や従業員のガバナンスへのかかわり方は補完的です｡上からガバナンス

するわけではありませんが､きわめて能動的なガバナンス体制になりえます｡

｢企業を守ることを通 じて従業員の生活基盤を守るシステムの確立｣｡労働法

は､経営者と交渉 して生活を守るという方法ですので､企業概念がない｡そ

ういう従業員を守る方法も必要ですが､もうひとつの方法として､企業を守

るという形で自分の生活を守るという､新 しいチャンネルを開発 していただ

きたい｡

それは ｢従業員のモラルハザー ドを防止するだけでなく､ロイヤリティー

を高める｣ということにつながります｡

しかも ｢わが国のア ドパンチ-ジを活かす仕組み｣になる｡かつて日本的

経営は､輝いていました.それが今､攻撃されてシ､る｡輝 く日本的経営を支

えていたのは､従業員なのです｡そういう従業員の質の高さが､わが国のア

ドパンチ-ジなのですoそれを活かさなくてはいけないと私は思います｡
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4. コーポ レー ト･ガバナンス ･センタ- (NPO)の立 ち上げ､

インフラの整備

会社法の仕組みを変える､あるいはその裾野を広げることを考えたとき､そ

れをサボ- トできるインフラを整備 しておかなければいけない｡そういう意

味で､コ-ボレー ト･ガバナンス ･センタ- (NPO)のような機構を立ち上

げるべきだと思います｡

また､立法にいきなりぶつかって､うまくいくのだろうか｡例えば､法制

審議会に入 っている神田先生の考え方 も基本的に私 と違います｡そのため､

捷制審議会が変わるのを待っていても仕方ないかもしれない｡

しかし､できることはたくさんあります｡中立監査役という制度を法律で

認めてもらわなくても､実際に立ち上げられます｡私は､それを ｢中立サポー

タ-制度｣といって います｡法制度化 しなくても､いろいろ法制度化に至る

条件整備をできる.そこを支える仕組みとしてコーポレ- ト･ガバナンス･セ

ンタ-が必要になるだろうと､現在は考えています｡

結局､これまでの日本のガバナンスは､ごく一握 りの人間に任せていたき

わめて他力本願のガバナンスだったと思いますOそうで_はなく､自分たちで

ガバナンスをつくり､支えていかないといけない｡それが同時に､国際競争

力のある企業 システムづくりになると考えています｡

そういうなかで､連合の果たす役割は重要になると､期待 しています｡以

上で私の話を終わらせていただきます｡
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第3回ヒアリング 2000.9.13

日本型雇用システムとコーポ レー ト･ガバナンス

ー労働法の視点から

筑波大学社会科学系大学院企業法学専攻

教 授 山 川 隆 一

1.｢社員｣とは何か

コーポレー ト･ガバナンスについては､企業に対するチェックや公正さの

確保等が重視されていますが､より根本的な意味では､企業の支配構造､つ

まり会社は誰のものか､誰が支配すべきかという問題が中心になります｡ヽ

以前､ある商法の先生が ｢会社法は哲学である｣といっておられましたが､

これは名言だと思います｡企業が大きな役割を占める社会において､会社や､

会社をとりまくさまざまな利害関係者をどのように位置づけるかば､まさに

現代社会のひとつの哲学ではなシ､かと考えるからです｡

日本企業のコーポレー ト･ガバナンスのあり方は､｢社員｣という言葉に典

型的に表れています｡商法における ｢社員｣､つまり会社の構成員とは､｢株

主｣を意味します｡株式会社の場合､｢株主｣という言葉そのものも出てきま

すが､理簡上は､有限会社や合資会社を含めて､会社に対する出資者を ｢社

員｣と呼んでいます｡

例えば､株式総会で株主が投票をする権利は ｢社員権｣のひとつとして位

置づけられ､小さい合名会社､合資会社等では､無限責任 ｢社員｣･有限責任
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､｢社員｣という言葉が使われています｡

これに対 して商法典のなかでは､従業員は ｢従業員｣という言葉ではなく､

｢使用人｣という言葉で記されています｡｢使用人｣は必ずしも労働者とは限

らないのですが､商法の条文には使用人の例として､｢番頭､手代その他使用

人｣と書いてあり､｢番頭､手代｣という言葉が襲 ってい畠ことからも､商法

は現代的でないといえます｡

このように､商法には ｢労働者｣という言葉がほとんど出てこない｡会社

分割法制に伴う改正で､｣まじめてかどうかわかりませんが､附則のなかに ｢労

働者と協議する｣という表現が出てきました｡ごくまれな例として､労働者

という言葉が商法典に入ったということです｡

もちろん､これは商法上の話です｡一般的用語としては､｢社員｣は ｢従業

員｣のことを示 します｡例えば ｢社員株主｣という言葉がありますが､.株主

はもともと社員のことですから､千社貞社見｣あるいは ｢株主株主｣というお

かしな意味8.=なり､理論上は ｢従業員株主｣と呼ばれるべきだと思います｡以

上のことは日本の企業の実態を象徴的に表 しております｡すなわち､｢株主｣

が会社の構成員 (社員)としてイメージされてこなかったということです｡

これまで商法や経営学では､コーポレー ト･ガバナンスが盛んに議論され

てきましたが､労働法の分野ではあまり議論されませんでした｡きょうは､日

本型雇用システムあるいは労働法制とコーポレー ト･ガバナンスの関連につ

いて焦点をあててみたいと思います｡

2. 日本型雇用 システムの3つの要素

長期雇用

日本型雇用システムの伝統的なスタイルについて､簡単に申し上げておき

ます｡

まず､長期雇用については､伝統的には日本はその傾向が強いとみられて
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いたのですが､これは日本に限ったことではなく､特にホワイ トカラ-につ

いてはどこの国でも長期勤続の傾向があります｡もっとも､他の国では､ブ

ルーカラーとホワイ トカラーの違いが大きく､日本の場合はブルーカラーに

も長期勤続傾向がみられるという特色があります｡

しかし､日本でも､中小企業での労働移動率はかなり高いという現象もあ

り､高校卒業後に就職 した者の半数が､3年ほどで転職するといいます｡逆に

大企業では､中高年になると出向や希望退職という形で社外に出る確率が高

くなっており､さらに人員整理もないわけではありません｡

このように､いわば程度問題という側面はあるのですが､会社が人件普を

減らしたいときに､どういった手段をとるかという調査をみると､アメリカ

等では ドラスティックなレイオフや解雇という措置をとる確率が高いのに対

し､日本はどちらかといえば希望退職や出向､新卒 ･中途採用の縮減という

形で対応 しています｡厳寧な意味での終身雇用ではないのですが､日本型雇

用システムのもとでは､そういう形で哲学として雇用を重視 してきたと思わ

れます｡

年功賃金 ･人事

年功賃金についても､賃金カーブが右上がりになるのはどこの国でもある

程度みられJます｡ しかし､カーブが中高年にいたるまでは比較的急であるこ

と､ブルーカラーでもかなりの右上がりの傾向がみられることは日本の特色

だといえます｡ また､賃金については､純然たる年齢給や勤続給の比率が最

近では少なくなり､いわゆる職能給が広 く導入されています｡

職能給は､建前としては能力を基準とした賃金体系で､これが中 ･大企業

では一般的です｡ただ､現在までの職能給制鹿野もとでは､能力といっても､

契約上の職務特定がはっきりせず､勤続に応 じて能力が開発 ･蓄積されると

いう発想のため､運用上は職能給も年功的な賃金になっています｡人事につ

いても､資格の上昇､あるいは昇進昇格がゆっくりと年齢に応 じて進むとい

う ｢遅い昇進｣､いわば長時間かけて競争 ･選抜を行う仕組みが定着 してきた
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ということですO

企業別組合 ･労使協議

集団的な労使関係の面でいえば､わが国では､企業別組合がもうひとづの

特徴ですO組合は､その職場の従業員代表という性格をもっています｡団体

交渉は企業別で分権的な穏達があり､さらに労使協議 という､いわば対決型

ではない労使間のコミュニケ-ションと情報共有といった手段の重視が指摘

されていますO

3. 労働法制 との関係

解雇回避

では､日本型雇用キステムと労働法制との関係はどうなっているのかOほ

とんどの法律が戦後間もない頃にできたのですから､必ずしも日本型雇用シ

ステムを前提につくられたわけではありませんO しか し､判例や近年の立法

を考慮に入れると､かなり日本の雇用システムを反映 しています｡

長期雇用との関連でいえば､雇用継続のための解雇回避というポリシ二が

さまざまなところに現れてきています｡代表的なものとしては､｢解雇権濫用

法理｣､つまり合理的な理由がない限り､解雇は権利の濫用として許されない

･という判例法が確立 しています｡そのひとつの類型が整理解雇の法理であり､

人員削減の必要性､解雇回避努力､解雇基準が公正であるか､手続きとして

労働者側との協議を経ているか等､整理解雇について厳格な判断枠組が設定

されています｡

他の多 くの国にも解雇制限がありますが､アメリカでは現在でも､解雇 自

由の原則がとられてきています｡日本では人件費は固定費という発想ですが､

アメリカでは流動費に近いものと位置づけられ､それを反映しているのか解

- 143-



雇の自由であろうかと思います｡もちろん差別禁止法制がありますから､実

際には簡単に解雇できません｡例えば人員整理をしようとすると､年齢差別

禁止法に違反するかどうかが実務上の深刻な問題として出てきます｡ しかし

建前としては解雇自由であり､資本主義を徹底するとこのようになると思わ

れます｡

ヨーロッパ諸国には解雇制限法制があります｡アメリカでも労働協約を結

んでいるときは､正当な理由がない限り解雇は許されないのか通常です｡こ

れは個人的事情を理由とする限り､･かなり厳 しいものとなっています｡整理

解雇に関しては､日本に近いといわれるドイツでも人員削減の必要性につい

ては日本よりも緩やかです｡つまり裁判所としては､基本的に経営判断に介

入 しないということです｡

日本の場合､倒産必至の状況までは必要としないなど若干緩やかになって

きましたが､裁判所は､バランスシー トをみたり､経営者として合理的な行

動をとっているかをチェックします｡それは労働者側に責任のない整理解雇

だからという理由によるのですが､外国では企業の経営方針の問題､つまり

企業活動の自由の問題として整理解雇をとらえています｡ヨーロッパでは手

続き的に厳 しい制約があります し､アメリカでも60日前の予告という,要件喜

課 している場合もありますが､一般に整理解雇における経営判断に関しては

緩やかだといえます｡

また､日本では､･オイルショック以降､解雇回避を目的とする立法が現れ

ました｡典型的なのは雇用保険法における雇用調整助成金です｡つまり過半

数組合や過半数代表等の労働者代表との協議の上で､出向や教育訓練の措置

をとった場合には賃金を助成する｡これは､経済学者から批判を受けており､

最近改正される方向にあるようですが､解雇を回避するために雇用保険制度

のもとで助成を行い､金銭的なインセンティブを与えていくということです｡

このような解雇回避の判例や立法政策の背景にあるのは､長期雇用です｡

より具体的には退職 したり解雇されたりすると､同じような条件での就職が

非常に難 しいといった､年功賃金と長期雇用が結びついた雇用システムが背

景にあるといえます｡
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使用者の裁量

その反面､使用者の裁量､特に人事面での裁量が広い｡これは両刃の剣の

ようなものです｡企業の業績が変動 したり､組織上､事業活動上の変化に合

わせて柔軟な人事をする必要が生 じる｡それが判例上､広 く認められていま

す｡

それから､企業内部で人材を養成するといった企業の方針に対 して､あま

り制約を課さない法政策や判例法理かとられています｡その第 1が配転や出

向に関する法理であり､適材適所で人事配置を行えます｡それを通 じて､非

常に汎用性のある能力開発を進めるのか､伝統的なポリシーであったと思い

ます｡これは業種によって違っており､例えば商社等では分野によって専門

性が強まりますから一般化はできませんが､配転に関しては使用者の裁量権

が広 く認められています｡

また､不況になると､余剰人員を受け入れ可能な部門や別の会社に移動さ

せる必要が生 じえますので､いわば解雇回避策としての配転 ･出向も用いら

れています｡判例も､そのような使用者o:,去い人事権､あるいは労働者の配

置に関する権限を承認 してきました｡単身赴任をもたらすような転勤でも､

通常の場合､社会通念上受忍すべきだという判例も出ています｡

もうひとつは時間外労働です｡忙 しい時に従業員を採用すると､不況時に

は解雇せざるを得なくなることがありますが､解雇制限があるとそれは困難

です｡そこで忙 しくても残業で対処 し､景気が悪 くな′ると残業を減 らす等の

手段をとって､なるべく人員削減をしない羊とになります｡

アメリカの場合は､景気変動と人の雇用 ･解雇が比較的リンクしている傾

向があります｡労働市場が流動的でもあり､そのような企業パフォーマンス

について "hireandfire''と表現されています｡つまり解雇も簡単に行うが､

採用も簡単に行うということです｡日本はそうでないかわりに､時間外労働

に関する使用者の一方的な命令権が､判例によって基本的に承認されていま

す｡
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使用者の裁量の広さを示す第3の例が､就業規則の変更法理です｡原則から

いえば､労働条件は労働契約で決まりますから､使用者は一方的に変更する

ことはできません｡労働者の個別の合意や､労使の集団的合意によって労働

条件を変更するのが本筋ですが､判例は ｢原則としては認められないが､合

理性が認められる場合には労働条件の変更が就業規則の変更という形で可能

になる｣という法理をつくっています｡

最近の学説では､そのように就業規則の変更の拘束力を認めるのは､解雇

制約の反面だといわれています｡長期雇用のなかでは､労働条件を変更 した

いからといってただちに解雇することは許されません｡そのかわり一定の場

合には､労働条件の変更を一方的に認めるという位置づけがなされています｡

しかし最近､行きすぎも出ているようです｡

例えば､みちのく銀行事件の最高裁判決では､中高年をターゲットとする

賃金の4割強の削減といった措置は合理性を欠 くという判決が出ました｡変

更といっても､(特に一部の者への)不利益が大きいときには限界があるとい

う判決を､最高裁は歯止めのような形で出しています｡

労使の区別の不鮮明

また､日本の労使関係の特徴として ｢労使の区別の不鮮明｣という現象が

あります｡

ヨーロッパでは伝統的に､例えば役員食堂と一般の従業員食堂が分離され

ています｡あるいは管理職が工場で作業服を着ることはない等､使用者側と

労働者側の二極分化の現象があります｡法律上も､特に英米においては､労

働者側と使用者側は区別されるべきものと考えられており､これは双方の利

害は対立するという位置づけに基づくものです｡利害が対立 している以上､

双方は独立 した存在でなければいけないとの考えです｡

日本の労働組合法でも､管理職は組合員になれない､より正確には､一定

の場合､管理職が組合に入ると組合としての保護が認められないという労組

法の条文があります｡これも､労使が区別分離されるべきものという哲学に
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立っていると思われます｡

これはアメリカの影響を受けて改正強化された条文ですが､日本では労働

者と使用者をはっきり区別分離すべきであるという発想は､それほど強 くな

いようです｡例えば､組合員資格が失われる使用者の利益代表者をみると､実

際上は､それほど上級でない管理職でも労働協約によってはずしている場合

が多いのですか､判例等では､課長クラスでも組合資格をもちうるとするも

のも多 く､課長クラスで管理職組合をつくって保護を求めるケ∴スがいわば

ボーダーラインとなっています｡このように､判例上は利益代表者がかなり

狭 く解されています｡ちなみにアメリカでは､タフト-- トレー法による改

正により､監督者は ｢被用者｣に当たらないとされ､一般に組合員の資格を

はずされています｡

労使の区別がはっきりしないもうひとつの例として､労組法7条の禁止する

経費援助という不当労働行為の解釈があります｡例えば､専従役員に賃金を

払ってほならないとされますが､その他の問題については､日本の判例ない

し多 くの学説は､形としては経費援助にあたっても､実質的に組合の機能が

阻害されなければ不当労働行為にならないという解釈をとっていますOチニ

ックオフ等も､そもそも経費援助にあたらないとされたり､あるいは組合が

勝ち取ったものは経費援助にならないとされる等､規定を厳格に解釈 してい

く傾向があります｡

そもそも労使は区別されるべきものである前提に立つのであれば､経費援

助をもっと形式的にとらえてわりきることは難 しくありません｡しかし､多

数説はそのような解釈はとっていません｡

また､日本では問題になりませんが､アメリカでは､苦情処理委員会や従

業員委員会等の従業員参加のシステムを､使用者側のイニシアティブでつく

ると不当労働行為になるという判例があります｡労働者団体は労働者が独自

につくるものであり､使用者側のイニシアティブでつ くるものではないとい

う考えに基づくものです｡あらゆるシステムが駄目だというのではなく､労

働条件について何らかの協議 ･折衝をする場合のものですが､それを使用者

が一方的につくると不当労働行為になるという判例法理があります｡
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以上のように､日本型雇用システムあるいは労使関係は､労働法制､特に

判例法理に影響を与えてきたといえます｡

4.背景としてのコーポレー ト･ガバナンス

日本型雇用システムの歴史性

日本経済が好調であった頃､日本型雇用システム一般について､日本の文

化に基づく固有のものという位置づけがありました｡日本固有の文化であれ

ば､昔から伝統として日本型の雇用システムが存在 したはずですが､いうま

でもなく､そうではありませんでした｡戦前はより資本主義的な社会であり､

労働市場もより流動的でした｡

20世紀初頭の 『職工事情』という本には､日米の工場労働者の比較がなさ

れています｡そこで紹介されている米国勤務の経験のある技師の指摘による

と､アメリカの職工の方が､日本の職工よりも2倍は仕事をする｡ これは体が

丈夫なことと､勤労意欲が盛んなためであろうと分析されています｡｢日本の

常用工はとかく監督者の目を盗んで怠ける者が多い｡教育のある日本の職工

は長期に勤続することを好まず､種々の仕事に手を出すことを好む｡これに

対 して､米国の職工は10年1日のごとく同じ仕事をしている｣という話も書

いてあります｡また ｢アメリカの職工に比べて日本の職工は貯蓄の観念はな

い｣ともいわれています｡日本で今いわれていることと逆のことが､20世紀

初頭にいわれていたのがわかります (中馬宏之-樋口美雄 『労働経済学』を

参照)｡

商家の番頭等は､長期雇用の末に独立することはあったかもしれませんが､

日本で産業化がはじまった頃には､より資本主義的な世界が存在 していたよ

うです｡賃金についても大学間で格差があって､どこの大学なら初任給はい

くらということになっていました｡

このように日本型雇用システムは､一種の歴史的産物であり､最近の理解
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では1960年代から70年代にかけて確立 したと指摘されています｡それはど

のような構造をもっているか｡こうした雇用システムそのものの背景は､す

でにいろいろ議論されていますので詳 しくは申し上げません｡

第2次大戦後のキャッチアップ型経済のもとでの経済成長のなかで､企業は

長期的な観点から､先進国やそこでの企業に追いつけ追いこせと発展 しまし

た｡従業員の育成についても､学校の職業教育が不充分だったこともあり､企

業の内部で訓練をしてきました｡そのためには定着の必要性があったといえ

ます｡

人口構造としても若い人が相対的に多かっ′たため､年功賃金により､若い

うちは人件費を抑え､後で取 り返させる方式で定着がはかられました｡労働

者側についても､生活費の上昇に伴う金銭の必要性に適合 した賃金形態だっ

たといわれています｡

株主 (不)支配の構造

以上のように､日本型雇用システムには､さまざまな要因が歴史的に存在

しますが､おそらく最 も大きく基礎的な要因は､今回問題になるコーポレー

ト･ガバナンス､あるいは企業の支配構造とでもいうべきものです｡という

よりは ｢株主が支配 していない構造｣といった方が､正確かと思います｡

英米でも､長期的な利益を重視する株主がいないわけではありませんが､ど

ちらかというと､株価の上昇や配当といった短期的利益を重視する構造 ･傾

向をもっています｡従業員の利益は､あまり重視されないということです｡

これに対 して日本は､株主価値をまったく重視 しないわけではありません

が､より多元的に利害関係者 (ステークホールダー)､特に従業員の利益を重

視する傾向があり.ます｡また利益の内容としても､企業にとっての長期的な

利益を考える傾向があります｡

なぜ､日本では長期的な利益を考えるのか､逆に英米では株主の価値を重

視 して労働者の利益が重視されないのか｡｢図1｣と ｢図2｣をみていただける

と､ある程度の説明が可能かと思います｡
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図1株主支配企業と労使関係 図2従業員共同体的企業と労使関係

コントロール･チェック不在

経 営 者--(非対抗的労使関係)--労働者(従業員)

英米型の資本主義のもとでは､会社の所有者は株主であり､純粋に投資目

的で株主になった場合､配当や株価を上げたいという目的があるわけです｡

日本の商法もそうした構造ですが､そのために株主が総会等を通 じて取締役

会という経営者を支配 していく｡ 経営者は株主の代理人である以上､株主の

要求通 りにしなければいけない｡だから利益を上げるために解雇もやむを得

ない｡その結果､経営者と労働者の区別が非常に明確になってきます｡逆に

経営者は株主の意向で動かないと､取締役会で解任されます｡したがって経

営者の至上目的は､株主利益の最大化になってきます｡

株主価値についてはいろいろな考え方があって､証券市場 ･資本市場にお

けるごく短期的な株価をみる場合や､企業の長期的な発展をみていく場合が

あります｡最近は､アメリカの株主のなかにも､環境を重視する企業により

多 く投資する等､社会的目的をもった株主行動がみられるにいたっています｡

アメリカでは ｢会社関係法｣という法律をつくった州があるそうですが､そ

こでは､経営者が従業員や地域コミュニティーの利益を ｢考えることができ
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る｣こととされる場合があります｡ここで､経営者が株主の価値以外のこと

を ｢考えることもできる｣と､わざわざ法律で決めることは､逆に､法律で

決めないと､従業員や地域コミュニティーのことを考えてはいけないという

発想がみられます｡要するにこれも､基本は株主のことを考えているという

ことです｡

いまだにアメリカではそのような考え方が一般的ですが､最近､株玉価値

の最大化一辺倒の原則に対する反論が､少数ながら理論的に出ています｡そ

れは､投資家と.しての株主だけではなく､人的資源の投資をしている従業員

等も重視 したコーポレート･ガバナンス論です｡

これに対 して日本型の資本主義では ｢株主が所有者｣という感覚がそもそ

も乏 しい｡法人株主や相互持ち合いで､利益を上げるよりも経営安定のため

に株主として参加 ･出資している傾向が､これまで多 くの大企業では一般的

だったと思います｡そうすると､株主が経営者に支配を及ぼすことがあまり

なくなってくる｡

会社における ｢所有と経営の分離｣が指摘されていますが､ここでは所有

と経営が分離するのみならず､所有と支配も分離 している｡所有と経営が分

離しても､所有者たる株主が経営者を支配することは十分ありうるのですか､

日本の株主は､所有はしているけれども経営はしないだけでなく､支配もし

ない傾向がある｡ 支配は誰がするかといえば､経営者あるいは従業員を含め

た会社そのものです｡

所有と支配が分離 していくと､株主によるチェック､あるいはコントロー

ルがなくなってくるので､会社の運営は経営者や従業員の手に委ねられます｡

株主の代理人という位置づけをするか､従業員集団の トップという位置づけ

をするかで､経営者の行動パターンも変わってくる｡ 経営者にとっても､長

期的に自分の地位が安定して会社が発展することが望ましいから､従業員の

利益を重視 しつつ､企業の長期的発展をめざすことになります｡

もちろん､企業のなかでのチェック機能が不在であれば､ときに問題を引

き起こします｡会社内部での最近の不祥事をみると､少なくとも外部からの

チェックがあって､株主が本来の姿で参加 ･支配を行 っていたなら防げたよ
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うにも思えます｡総会屋問題や交際費問題もその一環かもしれません｡

ここでは､英米と日本を主に対比していますが､ ドイツ等ではどちらかと

いうと日本に近い傾向がみられます｡金融資本が､大株主として参加 してい

ることもあって､いわゆる短期的利益を追求する株主重視といった構造は､必

ずしも大陸ヨーロッパではとられていません｡また､図は､日本の公開大企

業を中心にしたモデルです｡もちろん大企業でもさまざまですし､中小企業

では必ずしも役立たないかもしれませんが､日本企業のあり方をモデルとし

てイメージづけたものであり､逆に労働法や判例に影響を及ぼしたといえま

す｡

システムへの影響

問題は､なぜ株主が支配 しなくなったのかということです｡戦前はより資

本主義的な社会が存在 しました｡1930年に 『株式会社亡国論』(高橋亀吉著)

という本が出ており､｢その場主義の大株主の横暴と事業の基礎をむしばむそ

の食費なる高配当意欲､そのため事業が著 しく衰弱する｣と指摘されていま

す｡つまり､株主が利益を求めることが事業の妨げになる現象があったよう

です｡

また､1929年の 『ダイヤモンド』という雑誌には ｢日本の企業は利益のほ

とんど全部を金融資本に配当してしまっている､新規事業は新たに資金をど

こからか入手するしかない｣と指摘されていて､特に財閥が他の会社を支配

し､その配当によって利益を上げるパターンが非常に多かったようです｡こ

れは株主が､法律上の建前通 りの行動をとっていたということです｡

しかしその後､1940年代の戦時統制経済のなかで､株主資本に対する制約

がはじまり､おそらく決定的だったのは財閥解体と資本の自由化でした｡財

閥解体によって､古典的な意味での資本家としての株主が弱体化 しましたし､

資本の自由化により､外資の参入可能性が80年代頃から強まり､買収を防ぐ

ために相互持ち合いを強化 していくという株式支配 ･所有の構造がつくられ

ました｡つまり株主の所有の目的が､戦前のような配当とか株価の利益を上
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げることではなく､経営の安定を求めるという目的に変化 したといえます｡

その付随的な背景になるのか､資金調達のあり方です｡戦後の日本では､銀

行からの借入れという間接金融による資金調達が中心でしたので､資本市場

をそれほど重視 しなくても済むようになりました｡もちろんそれだけではあ

りません｡｢戦後の大争議の教訓｣ともいうべき戦後の労使関係の推移も､要

素として挙げられます｡戦後 しばらくは､敵対的な労使関係が日本でも一般

的でしたが､大争議の経験により､労使が犠牲を払っていろいろ学習 してき
I

ました｡

対立的な労使関係のもとで争議が頻繁に起こることは､日本に限ったこと

ではありません｡しかし､それにより学習しない国もあるのですから､争議

を繰 り返 して学習するといった基盤には､別の原因があるのではないか｡企

業別組合だから平和的､あるいは協調的な労使関係になるという理解もない

わけではありません｡それはひとつの要素としては挙げられますが､企業別

組合でも敵対的になるこ七はある. 戦後にできた組合は企業別組合が中心で

すが､当初は敵対的な労使関係が存在 したからです｡

また韓国では､おそらぐ ｢日本型｣を考えて､ある時期企業別組合を法律

で義務づけたのですか､労使関係は協調的にはなりませんでした｡ですから

組織形態は必ずしも決定的な要因ではなく､むしろ企業別組合のもとでの労

使協議は､日本型の企業システムがあったからこそ､非常によく機能 したの

ではないかと考えられます｡

5.最近の状況変化

雇用システムの変化

最近の状況についてですが､雇用システムの変化については､ここでは詳

しくは申し上げません｡

個別人事処遇､能力主義 ･業績主義､雇用形態の多様化 ･流動化､あるい
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は労使関係でいえば組織率の低下等を挙げることができます｡特に流動化と

いう点でいえば､不況下で人員削減等が行われていますが､ ドラスティック

な解雇が頻発 しているというよりは､早期退職や希望退職の募集､出向等､そ

れほど ドラスティックではないリス トラの方が一般的には多いと思います｡

これらを含めた非自発的な失業が増えていて､転職の増加がいわれる労働者

側 も､流動化をしようと思っても不況だからできない｡もっとも､若年者の

失業が増えているのは自発的な部分も多いようですし､将来的には流動化す

ると思います｡

新聞等では ｢終身雇用が崩壊 した｣と書かれていますが､必ずしもそうで

はありません｡崩壊 したという表現は当てはまらないと思います｡ しかし年

功賃金は相当変化 していて､日本労働研究機構で調査 した結果では､年功賃

金について ｢原則として維持する｣という労働者は5%程度にすぎません (冒

本労働研究機構 『新世紀の経営戦略､コーポレー ト･ガバナンス､人事戦略』)｡

これに対 して終身雇用については､｢原則として維持する｣は2割､｢若干修正

の上維持する｣が6割あり､なお支持は多いということです｡ただ､規制緩和

や国際国内の競争の激化等によって､会社自体が倒れてしまうことがあるの

で､それにともなう失業問題は大きく出てくると思われます｡

また､これまでは企業の ｢勝者 ･敗者｣がはっきりしませんでした｡敗者

を出さないように規制を行 ってきたからですが､規制緩和や国際競争の激化

により､勝者と敗者が比較的はっき,り現れてきた｡同一の産業部門でも勝者 ･

敗者がはっきりしてきている｡ それは､労働市場の流動化あるいは失業問題

にも影響をもたらすと思います｡

企業経営の変化

企業経営そのものの変化については､日本労働研究機構の調査､あるいは

連合総研での調査によると､ひとつの傾向として企業経営をスピー ド化 ･ス

リム化 していこうとする動きがうかがえます｡意思決定を迅速化 して本社機

能をなるべく小さくする､あるいは､連結会計のもとで､関連事業を統合 し
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たり､整理 したりすること等が挙げられます｡もうひとつの大き_な変化は利

益志向の強化です｡売上高やシェアよりも経常利益そのものを経営指標とし

て重視する傾向が出ています｡

さらに資本市場の重視があります｡伝統的には間接金融､銀行の借入が重

視されてきましたが､社債や株式を通 じた資金調達が重視されるようになり､

資本市場のなかでも機関投資家や証券アナリス ト等への情報提供､株主への

情報開示が重視されています｡資本市場の重視は､逆に間接金融を重視 しな

くなったということです｡これも企業によって違っていて､中小企業では銀

行等に頼らざるを得ない｡ところが貸 し渋りがおきて､資金繰 りが苦 しくな

るという現象が起きています｡

財政的な面では､株式持ち合いの解消傾向がみられます｡これは各所で指

摘されていますが､調査によれば､この株式持ち合い解消はそれほど急激に

進んでいません｡ ただ､時価会計等のいろいろな制度的枠組みの変更がある

ので､この1年 くらいで持ち合い解消が進んでいるかもしれません｡

以上が変化の部分ですが､変化 していない部分もあり､それは ｢経営者の

あり方｣とでもいうべきものです｡改革はなされています｡取締役を減らし､

取締疫ではない執行役員の制度を導入する動きも出ています｡また､役員報

酬のなかで業績に連動 した部分を増やしていく方向や､ス トックオプション

の導入等､経営者の処遇とその規模については若干の変化がみられます｡ し

かし経営者の選抜方法､選任方法については見直 しは進んでいません｡伝統

的な､会長や社長が後任を指名 して株主総会でオーソライズする構造は変わ

っていない｡社外取締役が若干入っていますが､経営を左右するような大き

な役割はまだ果たしていないと思います｡つまり､経営者が会社で支配力を

もっている構造がなお強いということです｡

本来､商法では､取締役会が代表取締役の活動を監視することになってお

り､取締轡 二は､法律上の監視義務があります｡本来､取締役会が代表者を

監視する構造になっていますが､内部昇進で取締役に昇進するため､社長を

監視するのではなく､社長が普通の取締役を監視するという状況になります｡

これは基本的に変わっていないと思われます｡
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コーポレー ト･ガバナンスとの関連

では､コヤポレー ト･ガバナンスの関連で､このような企業経営の変化を

どう評価するか｡これは､株主主権の強化ということではなく､市場での競

争力の問題として改革が進められていることを意味すると思います｡経営者

自身のイニシアティブによる､例えばスピー ド化やスリム化をはかるといっ

た､競争力強化のための経営改革と位置づけられます｡

また､企業は株式市場､社債市場での格付けを気にするようになっていま

す｡ただ､この格付けがアメリカ的基準で行われており､例えば長期雇用重

視の方針を発表する-とその会社の格付けが下がってしまうのは､日本人の感

覚からいえばおかしなことです｡銀行等の自己資本比率が低いのも､昔から

そうであって､当時は別に気にしていなかった｡最近､企業が資本市場の格

付けを気にしはじめたのは､資金調達を資本市場から直接行わざるを得ない

からだといえます｡

山一謹券が倒産 したのも､ごく短期的な資金調達が市場でできなかったか

らであり､大企業は心胆寒からしめられたと思います｡市場の力によって､資

金調達ができなくなることを痛感 したのです｡

ところで､経営者は株主主権といっていますが､株主の方がそれをいい出

して経営者がそれに従うのか株主重視の本来の姿です｡今の月本の状況はい

わば経営者からの片想いであって､株主を重視 したいと経営者がいっている

だけで､その企業の株主が経営者をより積極的にコントロールしようとする

傾向はまだ強 くみられません｡むしろ､資本市場や株式市場における動きに

経営者が反応 している状況ではないかと思います｡

株主重視という傾向は､少なくとも今のところは漸進的であり､調査でも

安定株主志向が残ってい草す｡株主が本来の制度上の主権者としての力を発

揮 して､例えば取締役を解任するようなことはさほど起きていないと思いま

す｡ただ､企業買収が盛んになっていますから､変化は漸進的ではあります

が今後進んでいくかもしれません｡
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6. 法制面 との対応

コーポレー ト･ガバナンスはどう変わるか

最後に法制面での対応をお話 しします｡最近ほとんどの分野で労働法制が

変化を遂げています｡これは主に労働市場や雇用システムの変化に対応する

コーポレー ト･ガバナンスからみた雇用システムと労働法理のあり方は､説

明かしやすいということはありますが､実証的に証明することはなかなか困

難です｡そういうことから､労働法あるいは労働政策のなかでコーポレー ト･

ガバナンスを位置づけるという作業はあまりなされてきませんでした｡

労働省の人事労務研究会では､それに取 り組んでいるのですが､そこでの

調査でも､そもそもコーポレー ト･ガバナンスがどのように変わっていくの

か､まだ必ず しもはっきりしない｡先ほど述べましたように､今､起きてい

る変化は､株主が主権者としての力を行使 しはじめ-たからとは必ず しもいい

にくいのです｡ ∫

商法中のコ一･ボレー ト･ガバナンスにかかわる規定がどのように変化する

か､それもはっきりしていません｡法改正のポイントとして､例えば取締役

会の力を強化するといわれていますが､株主の力を強化することと､どのよ

うな関係があるかよくわからない｡最近は､監査役制度の強化や代表訴訟等､

株主の力を強化する方向に動いているのは確かです｡ しかし､そのように会

社のあり方が変わって_いるとは必ず しもいえない｡さらに今後株主の力を強

化する方向に動 くのかもわかりません｡

抜本的見直 しといっても､企業のコーポレー ト･ガバナンスの基本的構造

を変えるかどうか､現在テーブルに上がっている情報ではよくわかりません｡

変化への選択肢

コーポレー ト･ガバナンスが変化 して行 くとすると､労働者の利益を反映
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させる対応として､どのようなものがありうるか｡現時点ではよくわからな

いのですか､選択肢として考えられるものをいくつか挙げてみます｡

ひとつは商法における対応です｡従業員自身が株主として経営に参加する

ことですが､これは､従業員が株を取得することで実現されるものですから､

法制の問題ではないかもしれません｡もうひとつは､経営の監視になんらか

の形で関与することです｡ ドイツ型のように従業員が選出した監査役を選任

する等という方法で､森先生や ド-ア先生のご意見もある程度共通性がみら

れると思います｡

その他に､労働法における対応も考えられます｡これも2つにわかれます

が､ひとつはコーポレ一寸 ･ガバナンスそのものというよりは､コーポレー

ト･ガバナンスの変化にともなう労働市場､雇用システムの変化への対応で

す｡これまでなされた諸改正と､ある意味で連続性をもつものですが､労働

移動の増加への対応､例えば能力開発や企業年金のポータビルティー取 り扱

い､労働契約の明確化､さらには紛争処理システムの問題等､これまでの方

向性を強化する対応が考えられると思います｡

もうひとつは解雇権濫用法理など判例法の成文化です｡これまでの判例法

理は､日本型の雇用システム､あるいは経営システムを大きな背景としてい

るため､逆に､変化の可能性をはらんでいます｡判例法は積極的に政策を実

現 していくというよりは､現在の一般的な常識や社会規範を反映させるもの

ですから､そのような判例法理自体について今のうちに成文法化 しておくこ

とも考えられます｡

しかし､それは現状を固定化することでもあるので､柔軟性を許容するよ

うな形のものでないと､反論 も出てくるかと思われます｡

制度化の問題

以上は実態の変化に対する対応です｡もうひとつは新たなシステム､ある

いは関与の仕方をつ くりあげるということです｡情報提供の強化､情報提供

を受けるシステムの強化により､労使関係や雇用関係における手続きの公正
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さを確保するもので､苦情処理システムや査定の問題ともかかわってきます｡

これまでは経営者や管理職が､従業員共同体のなかで紛争の処理や苦情を吸

い上げる役割を果たしていたのですが､経営者が株主の代理人としての地位

を強め､管理職もその意向に従って動 くとなると､紛争や苦情についてのバ

ッファーという役割が果たしづらくなるかもしれない｡そういった意味で､

手続き､あるいは人事の透明さの確保が方向としてあり得ます｡さらにそれ

を徹底すると､従業員の意見を反映する手段としての労使協議制が考えられ

るわけです｡ ､

これは､先ほどの判例法理と同じ面があり､労使協議がうまくいったのは

日本型の労使関係や雇用シ不テムを背景としていたからです｡法律で労使協

議が規定されていたのではなく､実態に即 して発展 していった｡そうすると､

一方では､変化が起こる前に制度化 しておこうという考えもあり得ますが､他

方で､さらに制度化するのはどうかという疑問が出てくると思われます｡㌔

このように､商法における対応､労働法における対応はいろいろあり得る

かと思われます｡もうひとつ､従来の商法の枠組み自体を変えないでおくこ

とも考えられますが､そこにはチェック機能が欠如するといった問題 もある｡

これは労働問題というより､社会的な指摘を受けていることで､現行法では､

企業の意思決定がすべて内部だけで完結 してチェックを受けないという問題

が残 らざるを得ない｡

が多々あります｡法律の問題というよりも市場の圧力によって､商法がその

姿通 りに活用される状況が､現在の法制の枠組みのなかでも起こりうるわけ

です｡

私自身に､日本企業のコーポレー ト丁ガバナンスが ドラスティックな変化

を遂げているという認識がそれほどないものですから､定見がなくて申し訳

ないのですが､少なくとも日本型雇用システムや判例法理が､日本企業のコー

ポレー ト･ガバナンスを大きな背景にしていること､ 一 また､コ｢ポレー ト･ガ

バナンスが変われば雇用システム等にも変化が生 じうること等の事実認識に

ついて､私見を紹介 したということでお聞きいただければ幸いに思います｡
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第4回ヒアリング 2000.10.25

コーポ レー ト･ガバナンスと日本の雇用システム

法政大学経営学部

教 授 小 池 和 男

｢コーポレー ト･ガバナンスと日本の雇用 システム｣ という演題 は､私 自身

がつけたものですが､きょうお話 ししようと思 っていることは､｢コーポレー

ト･ガバナンスと日本の職場の技能｣ ということです｡タイ トル と少 しずれ

るか もしれませんが､お許 しください｡

1. いいたいこと

ガバナンスへの発言の根拠

最初 に､ここで一番申 し上げたいことは､企業の統治機構 (ガバナンス)に

参加 し発言す る場合の根拠 とは何かということです｡

私が考えているのは､企業の構成員 として大いに発言する根拠 とは､その

業績 に貢献するカがあるかないかということです｡そのことを､｢技能｣とい

うものの性質 にたちいって考察 してみたい｡そういう点で､ 日本 についての

一般的なガバナンスの議論 とは少 し違 っているか もしれません｡
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他国の状況の認識

他の国でも､日本の部課長クラスにあたる人たちは､企業の重要な構成員

として､そのガバナンスに対 して事実上発言 していると推測 します｡日本の

特徴は､それが生産職場にまで広がっているというのか私の考えです｡

労働組合の立場からすれば､モニタリングの機構をどうするかということ

に､大きな関心があるのではないか｡ただ､具体的にどういう機構がありえ

るか､私自身はまだ徹底 して考えておりません｡

2.不確実性をこなす技能

企業の業績への貢献の内容

｢企業の業績への貢献の内容｣とは､そこに働 く人たちの技能が企業に貢献

し､かつその技能が企業にいることで向上 して､ますます貢献度が高まると

いうことです｡日本の特色 として､いわゆる生産職場にもそうした技能がか

なりみられることが挙げられます｡

ブルーカラー (一見技能不要な量産組み立て)

生産職場のことを申し上げます｡私は､一昨年 (1998年)に トヨタの関連

の研究機関の依頼を受けて､30くらいの生産職場について調査を行いました｡

ひとつの職場は15人程度の規模です｡そこから例を挙げます｡′

一般に量産組み立ての場合､技能が要 らないと思われていますが､実際に

は相当の技能があり､企業業績への貢献に大きな役割を果たしています｡

トヨタの高岡工場第3ラインの､最終組み立てに近い職場を例にとります｡

ラインは､通常 1サイクル60秒で回っており､景気の悪いときは80秒や90
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秒になります｡その仕事は単純作業の繰 り返 しにみえ声すが､働いている人

たちの動きを実際にみていくと､そうではないことがわかりました｡

トヨタの用語でいうと ｢工程｣､∵般には ｢職務｣になりますが､その ｢職

務｣をどのくらいこなせるかによって､15人のラインの作業者を､4つくら

いのレベルにわけられます｡

2つの軸があります｡ひとつはいくつの職務ができるかです｡ひとつの職

務 しかできない､両隣までできる､いくつかできる､職場のほとんどの職務

ができるという区分です｡もうひとつの軸はどの程度できるかです｡60秒の

サイクルになんとか遅れずについていくレベル､品質不具合があれば検出で

きるレベル､原因推定できるレベル､さらにモデルチェンジのときにその新

しい生産方式 (機械の配置､工程の設計､作業手順)等を考え､それを仲間

に教えることのできるレベルというものです｡

｢レベル1｣は､職場の言葉を借りれば､｢まじめな期間工｣に相当します｡最

近のアルバイ トは無断欠勤が少なくないそうですが､そういうことのない季

節労働者です｡私のみる限り､期間工の比率は多いときでも4分の1くらいで

はないかと思います｡それを超えると全体の能率は非常に低下するようです｡

この数字は､企業のガバナンスに発言する人の割合にもかかわってきますが､

調査をしたときは景気がとても悪い時期だったので､期間工はいませんでし

た｡ただし､他職場からの応援者が2割程度いたようです｡この応援者も｢レ

ベル1｣に区分されると思います｡

｢レベル2｣は若手の本工というところです｡つまり ｢レベル3｣｢レベル4｣

を養成する過程にある人たちです｡職場で3つから5つくらいの仕事は一応で

きる一｡ それから品質不具合があれば､みつけることができ､みつけたら赤紙

を貼る｡ 時間があれば直 しますが､時間がない場合は赤紙を貼っておく｡ 次

の工程に行 く前にはね出して､そこで簡単な手直 しをする｡

｢レベル3｣になると､職場の仕事はほとんど経験 しています｡どうしてそう

いう品質不具合や設備の不具合が生 じたのか､理由もある程度推定できる｡

また､どこを直せばいいか､ある程度わかるというのか中堅の本工です｡お

そらくこのレベルの層の割合が､他の国ではずっと下がると思われます｡
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｢レベル4｣は､時間をかければ誰もが到達できるというレベルではありませ

ん｡勤続10年以降はほとんど技能と相関なくて､そこまでいけるのは全体の

1割 くらいだと思います｡かれらは､職場のすべての職務を経験するだけでな

く､両隣の職場の仕事 も経験 します｡自動車には､何年かごとにモデルチェ

ンジがあり､それは機械の配置換えをする絶好のチャンスです｡そこで､3つ

か4つくらいの職場から一人ずつベテラン選手が出てきて､エンジニアとチー

ムを組み､どういう機械を選択 し､どう配置 して､どういう工短 (職務)杏

組むか､その職務をどういった作業手順で構成するか等を考えるのです｡

そういうことができるようになると､今度は海外の支援ができます｡調査

では､予想以上にこのレベルの人か多かったので驚きました｡ トヨタの場合､

日本国内の雇用を ｢1｣とすると､そめ7割 くらいの雇用を世界各国に抱えて

います｡ しっかりとしたインス トラクターを量の面からも送る必要があるの

ですが､送れるだけの人材がかなり豊富だということです｡

私は､｢レベル3｣と ｢レベル4｣が日本の生産性を担っており､現状ではこ

の割合が5割から6割だと推測･しています｡養成過程にある ｢レベル2｣を加 ′

えると､従業員のほぼ4分の3は長期の雇用関係でなければ技能が保ちにくい

といえます｡

では､こうした人たちはどういう貢献の仕方をするのか｡

普通の作業は､例えばタイと日本でそれほど変わりません｡タイの人はむ

しろきびきびと働きます｡どこで違いが出てくるかというと､いわゆる ｢何

か起きたとき｣です｡もっともわかりやすいのは､品質不具合や設備の不具

合です｡例えばエンジンだけで70種類もあるほど数多 くの部品を組みつける

わけですから､どうしても誤品､欠品という問題が起きる｡ しかし､最終の

検査ラインではね出された数字は出ますが､その前に職場で処理 した数字は

表に出てきません｡職場はなるべ く出したくないので､会社は正確に把握 し

ていないと思います｡

職場で不具合を発見 ･処理するか､最終の検査ラインで発見 ･処理するか

は､職場の言葉を借 りれば ｢直すのに2､3分で済むか､数時間かかるか｣と

いうほどの差が出ます｡誤品を見逃すと上に部品が積み重なりますから､最
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終検査でエンジtンがうまく回らなくて､推理 してやっと誤品を探 し当てたと

しても､直すために上に組みつけた部品をすべて取 りはずさなければならな

い｡だから､数分と数時間の差が出る｡ これが貢献内容の一番やさしい例だ

Iと思います｡

また､職場の職長とベテランの方から､次のような話を聞きました0｢つけ

忘れが出たり､間違えるのはしかたない｡それをすぐに次の工程の人がみつ

けるのか一番よい｡そのためには､前工程の職務をある程度の期間やってお

けば大丈夫｣｡なぜかというと､サイクル60秒で作業 しているわけですから､

一目で ｢これはおかしい｣とわからなければ誤品 ･欠品をみつけられないの

です｡一目で理解するためには､前工程の仕事をある程度経験 していないと

できない｡同時に､後工程を経験 していると､前工程でどういう不良が起こ

るかを身にしみて感 じる｡だから､不具合を出さないように気をつけるとい

います｡

その理屈を引き伸ばせば､その職場の15の仕事を半年ずつ経験するとして

も､それだけで7､8年かかることになります｡

そういう意味で､私は ｢幅広い経験｣と昔からいっており､例えば組み立

てラインがしばしば止まる､その止まったときに手をこまねいているのか､何

か手を打つことができるのか､どういう理由で止まったかの見当がつくのか

つかないのかで､非常に効率は違ってきます｡見当をつけるためには､過去

の経験に加えて､設備の簡単な構造等の知識も必要になります｡

先ほど､｢レベル4｣の人を集めて､モデルチェンジのための準備をすると

いう請をしましたが､おそらくそういう仕事は､他の国ではプロダクション

エンジニアが担当していると思います｡いずれにしても新 しい生産工程を設

計するとき､具体的にどういう機械を選択するかは､当然エンジニアの意向

が強いわけですが､その新 しい機械をどう配置するかとなると､生産職場の

ベテラン選手の発言が強 くなる｡操作する機械 ･設備の間の距離についても､

安全性と効率性を追求 して決めなければなりませんが､日常に作業 している

方が発言 しやすいといいます｡

さらにひとつひとつの職務にどういう単位作業を分配 していくか､それを
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どう仲間に教えていくかも､生産職場の人たち自身が決めている｡ これが業

績向上の要因になるという推論も可能だと思われます｡こういう話をなぜ し

ているのかというと､企業のガバナンスについて発言できる人の割合が違 っ

てくるからです｡

損失 (企業特殊性は小さい､しかし技能が高いと損失は小さくない)

景気には波がありますから､労働組合のある上場会社では､赤字が2年続 く

と雇用問題が起きるという研究があります｡つまり ｢解雇｣を行 うというこ

とですが､かなり確度の高い結果だと思います｡ただし国際比較は難 しい｡

例えば､日本 とアメリカでは従業員の範囲がかなり違 っています｡アメリカ

の企業は､日本の正規従業員プラスその倍 くらいの人員を抱えているので､日

本の企業とは簡単に比較できませんが､とにかく ｢解雇｣というのは希望退

職も含めてのことです｡希望退職は現在先進国の解雇のいわば標準方式であ

り､希望退職を解雇でないとするのは日本の裁判所 くらいではないでしょう

か｡基本的に希望退職は解雇です｡

そうすると､日本の労働者はどういう損失を受けるのか｡一般には､例え

ば トヨタで通用 しても､日産に行ったらぜんぜん通用 しない､とを､うような

企業の特殊性を強調 した議論になります｡しかし私の推論では､数カ月の猶

予期間さえおけば､｢レベル3｣の人は ｢レベル3｣で､｢レベル4｣の人は ｢レ

ベル4｣で､同業の他社でも通用 していくと思います｡

企業の特殊性はゼロではないけれども､技能の高さを100としたら10くら

いだと思います｡にもかかわらず､景気が悪 くなって､企業が解雇 した ｢レ

ベル3｣｢レベル4｣の人に与える損失は非常に大きい｡つまり同じ大きさの車

であれば､日産でもトヨタでも､ドアの取 りつけの工程はそうかわりーない｡と

ころが､ ドアの組み立ての人がエンジンの組み立てにいっても使えない｡塗

装に行ったら､なおのこと使えない｡そういう ｢職種特殊性｣､あるいは ｢業

種特殊性｣があるということです｡

例えば､ トヨタの景気が悪いが､_日産がいいということはあまりない｡産

- 165-



業 として ｢景気の同時性｣が存在 します｡そうすると､解雇された自動車産

業の労働者は､例えば三菱電機やNEC等の電機産業に行 く｡違う業種だから､

その技能が充分発揮できない｡また､ある程度技能技術 レベルが高い場合､同

業の同種の職場に移っていくことは難 しい｡これはホワイ トカラーも同じで

す｡ついでにいえば､いわゆる ｢ミスマッチ｣の議論は､私は隆しいと思っ

ています｡情報を整備さえすれば､失業者が減るというわけではありません｡

3.他国

おそらくprofessionaJs､どこの国でも

他の国の状況はどうか｡これは常識に依存 した話ですが､例えば､ ドイツ､

フランス､イギリス､アメリカ等の比較的大きな企業を考えると､生産職場

の労働者について､日本の ｢レベル3､4｣にあたる割合は､ゼロではないけ

れども非常に少ないのではないか｡技能の調査はないので確かなことはいえ

ませんが､そう推定する根拠のひとつとして賃金があります｡もしも ｢レベ

ル3､4｣の人が多ければ､経験年数や勤続年数に応 じて賃金カーブがずっと

右上がりになるはずですが､今のところ､欧米諸国ではブルーカラ｣に関し

てその傾向はみられません｡

一方､日本の大卒ホワイ トカラーにあたる層を ｢プロフェッショナル｣と

呼んでおり､そq)人たちの賃金は年功カーブを描いていて､あまり日本と変

わらない｡違 う点は､歳をとってもス トンと下がらないことくらいです｡

では､技能の中身でみるとどうか｡私は1990年代中頃､10人ほどのチーム

で ドイツ､イギリス､アメリカ､日本の､大企業のホワイ トカラー､特に経

理 ･営業企画部門のホワイ トカラーに､また日本風にいうと ｢10年選手｣を

念頭において､聞き取 り調査を行 ったことがあります｡

経理の仕事を例にとると､､必要な技能の性質は大卒 10年選手の場合､かな

り共通性がある｡ 大メーカーを考えると､工場をいくつか抱える事業部の予
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算管理の仕事は､おそらく万国共通です｡そういう仕事がないメーカーはな

いはずです｡経理担当者は6カ月ごとに予算を立て､毎月実績が出る｡ そこに

は必ずズレがあり､およそ実績の方が上回る､つまりコス トが余計にかかっ

ているということです｡この問題についてベテランに尋ねると､断然難 しい

のかズレの原因の分析だといいます｡

ズレに影響する要因は無数にあって､メーカーなら製造過程のどこかに ト

ラブルがあれば､当然ずれます｡組織のコミュニケーションに問題があれば､

もちろんずれる｡ マーケット､客が予定以上にたくさんの注文を出すと､そ

れだけでいろいろ手当てしなければならずコス トが上がる｡予定よりずっと

少ない注文 しかなければ､それはそれで手当てが要 りますから､結局コス ト

は上がる｡つまり経理だけでは太刀打ちできないのです｡

標準化できないから､簡単にコンビュ二タのプログラムに入れられない｡

これは､よくわかっていないことを推理するという意味では､先ほどの ｢問

題や変化｣に対応 します｡むしろホワイ トカラーの方がそういうことを要求

される場面が多い｡

では､問題を処理するために､どのような.技能を育てればいいのか｡この

人材育成のシステムは､ノ日本の場合､半導体メーカ二であれば工場のある製

造課に配置 し､そこの原価管理をさせます｡次の年は隣の課に配置する､そ

の次の年は2つの課を担当させるという形で､まず､現場を知ることからはじ

めるわけです｡

原価管理上の対応とは､6カ月ごとの標準原価の設定と毎月の実績を比べ

て､製造過程の､どこで何が発生 したのか､いろいろな人に尋ねてまわり､そ

のギャップを解消する方法を考えるということです｡ トラブルを起 こした機

械を新たに変えた方が良いのか､それをだましだまし使った方が良いのか､そ

ういう判断が次の予算編成に影響 します｡

他の国もそういうやり方だったのですが､次第にビジネススクール等の卒

業生が増えてきて､最初から良いポス トにつけないとなかなかきてくれない｡

下積みの仕事 (グランドワーク)をやろうとしない｡工場の製造課で原価管

理をしたり､支店の経理をやるのはグランドワークですが､それを経験せず
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に､最初から本社の重要な予算管理の仕事につ く ｢ファース トトラック (急

行組)｣と呼ばれる人たちが出てきたのです｡

こういった トラブルシューティングは､企業特殊性があるもののようにみ

えますが､やはりブルーカラーと同じで､例えば半導体ならば､東芝から日

立に移ってもまず9割の技能は使えます｡その技能について､企業の特殊性は

案外少ない｡ しかし､業種の特殊性は非常に強いので､半導体の経理の人は

原子力事業本部に移 しても､す ぐには使えない｡違 う品物をつくっている事

業本部間の移動は､同業種の企業間移動よりもつらい面があります｡

ということは､企業が困ったときに行 う解雇､希望退職は技能の面からみ

ても大きな損失であり､この人たちが企業について何 らかの発言をする方が

企業にとってプラスではないか｡そうでないと､その人たちは充分に技能を

発揮 し､かつ向上させ､企業に貢献できないだろうと思うのです､｡

ちなみに ｢解雇｣の形態は､西ヨーロッパ もアメリカも基本的に希望退職

です｡ただ､希望退職という言葉は国によって違います｡イギリスはボラン

クリイ ･リグンダンス (voluntary redGndance)､直訳すると ｢自発的余

剰｣です｡これは形容矛盾ですが､職場用語では ｢会社都合解雇｣と意味し

ます｡アメリカではいろいろな言葉がありますが､ボランクリイ ･セパレー

ション (voluntary separation)で日本の希望退職に近い｡ ドイツは ｢ア

ウフへ-ブンブスフェア トラ-ク｣､契約停止 という意味です｡いい方はさま

ざまですが､どこの国でも希望退職があり､肩たたきもするということです｡

傍証 (賃金の年齢カーブ)

賃金のカーブと勤続について､簡単にお話 しします｡古いデータで恐縮で

すが､ホワイ トカラー､ブルーカラー別にみるには､70年代のものしかない

のです｡

20代前半の賃金を ｢100｣とすると､日本だけが大きなカーブを措いてい

ますが､これは賃金 レベルが高いことを意味するのではありません｡ブルー

カラーをみると､日本はいわゆる年功カーブがあり､一定の年齢でス トンと
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落ちます｡ホワイ トカラーはどの国も年功カーブがある｡

最近のデータでは､イギリスの ｢ニュ'- ･ア∵ニングス ･サーベイ (New

EarningsSurvey)をみると､ブルーカラーは多少山になっていますが､一

番上かっても130です｡ところがホワイ トカラーは170､180まで上がりま

す｡それと日本のデータを重ねると､日本の大企業のブルーカラーは､ほぼ

ヨーロッパのホワイ トカラー並みのカーブで､ホワイ トカラーはもう少 し急

です｡

アメリカは､アメリカの80年国勢調査からデ-夕をとりました｡日本 とア

メリカは､高卒と大卒の普及率が似ていますから､ほとんど重なります｡違

うのは､日本は歳を取ると落ちる点です｡ ドイツでもプロフェショナルの賃

金カーブは､ほぼ年功カーブです｡ ′

そうすると統計の傍証のひとつは､ホワイ トカラーの勤続年数をみて定着

的かどうかをみればいい｡ しかしホワイ トカラー､ブルーカラー別の勤続年

数統計というものがなく､OECDが各国政府の調査を再集計 したデータしか

ないのです｡それでアメリカ､ ドイツ､日本を比べると､日本とドイツがよ

く似たカーブを措いており､日本は50歳 くらいでス トンと落ちます｡なお､

この勤続年数は日本では出向等を通算 した広い意味です｡アメリカも､日本

や ドイツより山は低いけれど､上がっていって65歳をすぎてからス トンと落

ちます｡

雇用の流動化については､数字の上では明確ではありません｡90年 と96年

について勤続 1年未満の割合をみても､28.8%から26.0%にむしろ下がって

います｡もし流動化 したのなら､この割合が増えるはずですが､増えていな

い｡平均勤続 も下がっているはずですが､7.2から7.4に上がっており､今の

ところ統計上では流動化 しているとはいいにくいのです｡

もうひとつは､アメリカ､ ドイツ､日本の行ったヒアリング調査の結果で

す｡大企業の営業､企画､人事､経理等の部門の部課長に限定 した3,000人規

模の調査ですが､日本は他の会社を経験 したことのない人が82%､逆にアメ

リカは20%弱です｡大半は転社経験ありの内部昇進､つまり若いときは移動

するということですが､学生時のアルバイ トも転職と数えています｡
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アメリカの学生にとって､それはとても大事なことだといえます｡私がス

タンフォー ドのビジネススクールの教員をしていたとき､学生が熱心にどこ

そこのインターンに行きたい､そこの会社はどうだろうかと相談されました｡

当時は､日本の製造業に人気が集まりました｡インターンで数カ月働 くと､半

分以上はそのまま就職 します｡

ドイツの1,000人以上の規模の企業もそういう形ですが､それでも4分の1

くらいは直接外から課長部長を取っています｡この層が増えるということは､

多少の技能を犠牲にしてもしかたがないといぅシステムですから､｢損失｣の

部分は少なくなるという意味で､企業の構成員としての発言力は下がるかも

しれません｡ただ､若いときに移動 しても､その後はずっと務め続けるのか

依然大勢です｡そしてこの層は､企業に何 らかの発言をしようとしますし､そ

うしてもらった方が企業業績にプラスかもしれないといえます｡

4.監視機構

最後にモニタリングの機構について､簡単に申し上げます｡

仮に､今まで申し上げたことが妥当だとすれば､技能をもった労働者は､企

業の業績に貢献 し､かつ企業業績が悪化 したときに損失を免れないわけです

から､企業業績や仕事の仕方について何 らかのモニタリングをし発言する必

要があります｡

これについてはまだ明確なアイデアがないので､このプロジェク トで講演

された森先生のご意見をふまえて､2点だけコメントさせていただきます｡

森先生は､ ドイツの方法は国際競争上､少なからず重荷になっていると指

摘されましたが､この点はやや微妙ではないかと思います｡企業に対 してプ

ロフェッショナルであれ､ワーカーであれ､貢献の大きさは必ず しも強 く認

識されない｡ しかし､大きく貢献 していることを前提にすると､その貢献を

本当に活かし､引き出すためには､ある種の発言の機会を保障 しなければな

らない｡そういう意味で､国際競争力上マイナスなのかという疑問がありま
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す｡

現在､国際競争力ということが盛んにいわれますが､それを示す数字はな

かなかありません｡日本の名目賃金は､アメリカに比べてなお20%は高い｡

また､この間を通 じて､日本の経常収支は黒字であり､アメリカは大赤字で

す｡そうすると､簡単に競争力が少ないとはいいにくい｡ ドイツも東西の合

併という事情があるから､はっきりいえません｡

もうひとつは､日本は社長も重役も､それから従業員も内部昇進ですから､

ドイツ型のシステムを取 り入れても､同じグループから別の人をわざわざ出

すことはないという議論があります｡果たしてそうなのか｡つまり内部昇進

というルー トで企業に貢献 している人の割合をみると､日本は､ ドイツやイ

ギリスやフランスより多いと思います｡ブルーカラーのまんなかくらいまで

入ってしまう｡ そうすると､より大勢になります｡

より大勢であっても､経営の中枢機能に到達できる人は例外中の例外です

から､その他大勢がいる｡そうすると企業に非常に貢献する人のなかで､役

員なり何なりを通 じてアクセスできる人の割合はむしろ減る｡ 内部昇進だか

ら必要ないというのは､内部昇進のなかの非常に多様な層を軽視することに

なるのではないか｡もし､内部昇進というなら､ ドイツもそうです｡年齢別

勤続のデータをみると､ ドイツも日本も内部型です｡

具体的な機構についての私自身の良い考えはありませんが､ひとつ挙げれ

ば､従業員が何らかの形でフォーマルなガバナンスの機構に出るには､権限

が何かないと効き目が薄いといえます｡ ドイツ型ゐ良い点は､取締役の選任

権をもっていることです｡ ドイツの経営組織法は､56年法か51年法か52年

法かで違 うのですが､監査役会の3分の1が労働者である場合の労働者代表

は､実質的にはすべて従業員です｡従業員以外の労働者は労働組合だけです｡

これを ｢監査役会｣と訳すからわからなくなりますが､日本で考えれば､NHK

の経営委員会だと思います｡

NHKの経営委員会は､NHKの会長を決め､重要な番組の方針を全部決め

る｡ただし､年に数回しか会合しない｡それとドイツは似ており､いずれに

しても ｢NO｣といったら相当のインパクトを与える権限がある｡そういう意
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味では､何 らかの権限を与えないと､モニターとして有効でないと思います｡

ところがそれがあるがために､日本では非常に実現が難 しいといえるので

す｡つまり既得権侵害です｡ ドイツでなぜその制度が実現 したかについて､

京都大学の久本憲夫教授が､徹底 した研究をされています｡要するに､､敗戦

時の4カ国占領のどさくさのなかでうまれたというのです｡500人以上の普通

の企業の場合､私は ｢最高経営会議｣と訳 した方が良いと思いますが､監査

役会の3分の1が労働者代表で､従業員の内訳は実質的にはほとんどが各事業

所の労働組合の委員長です｡

そうなって くると少 し効果があるけれども､なかなか経営側 としては

｢YES｣といわないだろうと思います｡

私の話はこれくらいにさせていただきたいと思います｡
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参考資料 ①

2000年 9月6日

今後の商法改正について

-第146回法制審議会商法部会提出資料 -

第 1 基本的な方針

企業統治の実効性の確保､高度情報化社会への対応､企業の資金調達手段

の改善及び企業活動の国際化への対応という視点から､商法､特に会社法制

の大幅な見直 しを行い､平成14年の通常国会への法案の提出を目途に検討を

行 う｡

ただし､社債決済制度の見直 し及び短期資金調達制度の整備 L(コマーシャ

ル ･ペーパーのペーパーレス化)については､平成13年の通常国会への法案

提出を目指す｡

また､商法典の現代語化については､平成16年の通常国会への法案提出を

目指す｡

第 2 見直 しの視点

1 企業統治の実効性の確保

企業の国際的な競争が激化 し､また､国際的に整合性のとれた制度の構築

が求められる中々､株式会社の経営の効率化とともに､その業務執行の適正

を図ることにより､企業統治の実効性を確保 し､また､国際的に整合性のと
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れた制度を構築するという観点から､会社の機関のあり方､会社情報の適切

な開示のあり方等について検討をする必要がある｡

2 高度情報化社会への対応

コンピュータ･ネッ下ワークの普及､情報技術の革新 (IT革命)､商業登記

制度に基礎を置 く電子認証制度の整備､電子署名制度の整備等により､経済

社会の高度情報化が急速に進展する中で､株式総会の運営､株主の議決権の

行使､株主総会議事録等会社関係書類の保存､会社情報の開示 (公告)の方

法等のあり方についても､高度情報化社会に対応 した効率的かつ確実な方法

等について検討をする必要がある｡

3 資金調達手段の改善

企業の資金調達方法における間接金融から直接金融への移行､新規企業の

資金調達の需要の増大､株式等の証券についての店頭市場の整備等に伴い､企

業の資金調達に関する環境整備が求められる中で､株式､社債､コマーシャ

ル ･ペーパー等について､資金調達の円滑化､流通性の確保､投資家の煤護

等の観点から､制度の見直 しを検討する必要がある｡

4 '企業活動の国際化への対応

1から3までの視点に基づき商法を見直すに際しては､国際的に整合性のあ

る制度の構築について検討する必要がある｡

また､我が国において活動する外国企業の増加に伴い､これらの企業と取

引をする者を保護するためaj商法上の諸規定について､見直 しをする必要が

ある｡

5 商法典の現代語化

我が国の商法典は､明治32年に制定された法律であり､片仮名の文語体で

表記されている上､現在では使われていない用語が使用されている｡このよ

うな商法典の表記を分かりやすい平仮名の口語体に改める必要がある｡

第 3 具体的な検討事項

1 企業統治の実効性の確保

(1)会社の機関のあり方
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ア 総論

(7)会社の区分 (公開会社 ･非公開会社等)に応 じて､機関のあり方を検

討するか｡

(イ)中小会社法制の整備を､どこまで行 うか｡

(ウ)機関相互間の権限分配について､どのような観点から､どこまで見直

しを行うか｡

イ 各論

(7)株主総会制度のあり方

a.定足数を見直すか｡

b.株主提案権の行使期限を見直すか｡

C.その他

(イ)取締役制度のあり方

a.執行役員制度の導入を検討するか｡

b.取締役の責任に関する規定を見直すか｡

C.株主代表訴訟制度を見直すか｡

d.その他

(ウ)監査役制度のあり方 /

a.社外監査役の要件､員数等を見直すか｡

b.会計監査人の資格､責任等を見直すか｡

C.その他

(エ)完全親子会社における機関のあり方

a.完全子会社の経営機構を見直すか｡

b.完全親子会社間の取引等についての開示を見直すか｡

C.自己取引規制を見直すか｡

d.その他

(オ)ス トック ･オプション制度の改善

a.付与対象者の範囲を見直すか｡

b.ス トック･オプションの付与に関する株主総会の決議事項及び決議要

件を見直すか｡
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C.ス トック ･オプションに関する事項の開示を見直すか｡

d.その他

(2)会社の計算及び開示のあり方

ア 計算

(7)商法の計算規定と証券取引法の会計原則との関係

a.両者の調整を行う必要があるか｡必要があるとすれば､どのように調

整するか｡

b.その他

(イ)商法の計算に関する個別の問題点

a.自己株式の資産性を認めるか｡

b.子会社株式について持分法を適用するか｡

C.暖簾の償却期間を延長するか｡

d.試験研究費等の繰延資産性を見直すか｡

e.その他

(ウ)株式消却特例法に関する問題

資本準備金を原資とする自己株式の消却の制度を商法上の制度として

恒久化するか｡

イ 開示

(7)企業集団に関する情報の開示

a.親子会社関係がある場合においては､どのような情報を､どのよ′うな

方法で開示するか｡

b.商法上も､連結決算情報の開示を要求するか｡どの範囲の会社につ

いて､これを要求するカ｢｡証券取引法上の連結財務情報開示との関係

を､どのように調整するか｡

C.その他

(イ)インターネットを利用 した計算書類の登記所公開

a.開示の対象書類をどうするか｡

b.義務的な開示とするか､決算公告との選択を認めるか｡

C.開示を義務付ける会社の範囲をどうするか｡
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d.証券取引法による電子開示との関係をどうするか｡

2 高度情報化社会への対応

(1)会社関係書類の電子化

ア 会社関係書類の電子的方法による作成､保存､閲覧等について､規定を

設けるか｡

イ 電子的方法による作成等をすることを認める書類の範囲をどうするか｡

り 書類を電子的に作成する場合において商法上署名が要求されていると

きは､電子署名によることとするか｡

エ 電子的に作成 した書類を登記申請の添付書面とすることを認めるか｡

認める場合は､どのようにするのか｡

オ 商法上の通知､催告等を電子的に行うことを認めるか｡

(2)株主総会の改善

ア 招集通知の電子化

(ア)電子的方法による招集通知を認めるか｡

(イ)どのような方法による招集通知を認めるか｡

(ウ)添付が要求されている書面については､どのように処理するか｡

イ 議決権行使の電子化

(ア)電子的方法による議決権の行使を認めるか｡

(イ)どのような方法による議決権の行使を認めるか｡

(ウ)議決権の行使を認める会社の範囲を､どうするか｡

(エ)株主の同一性については､どのような方法により確認するか｡

(わ 委任状の電子化についても､手当てをするか｡

ウ テレビ会議システムを利用した株主総会の開催

(7)複数の招集地での株主総会の開催を認めるか｡ -

(イ)外国での株主総会の開催を認めるか｡

(ウ)テレビ会議システムによる株主総会の開催を認めるか｡

(3)電子的方法による公告

ア 電子媒体による公告を認めるか｡

イ デジタル ･デバイ下の問題については､どのように対処するのか｡
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3 資金調達手段の改善

(1)株式制度の改善

ア 株式の単位規制の見直 し

(ア)会社成立時に発行する株式の額面及び発行価額に係る規制を維持す

る必要性があるか｡

(イ)会社成立後の株式分割及び抱合せ増資の際の純資産額による規制を

維持する必要があるか｡

イ 単位株制度の見直 し

(ア)単位株制度を終結するか｡

(イ)どのような方法で単位株制度を終結するか｡

(ウ)端株主となる者の保護については､どのような手当てをするか｡

り 株式併合制度の見直 し

(7)一株当たりの純資産額を5万円以上とするための株式併合の制度を

廃止するか｡

(イ)新たな株式併合の類型を認めるか｡

エ 額面株式制度の廃止

(ア)額面株式制度を維持する必要性があるか｡

(イ)額面株式制度を廃止する場合､実務上､どのような問題が生じるか｡

オ 授権資本制度に係る規制の緩和

(ア)株式分割の場合､授権資本枠が分割比率に応 じて当然に拡大するこ

ととするか｡

(イ)一譲渡制限会社について､授権資本枠に係る規制を排除するか｡

カ 譲渡制限会社における定款自治の拡大等

(ア)譲渡制限会社について､定款自治の範囲を拡大することを認めるか｡

(イ)どのような事項について定款自治を認めるか｡

キ その他

(ア)無議決権株式の発行限度枠を拡大するか｡

(イ)会社が所在不明株主の株式を売却することができる制度を導入する

か｡
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(ウ)その他

(2)社債制度

ア 現行の社債登録制度を廃止 し､口座振替により権利の移転等を認める

新たな決済制度を導入するか｡

イ どのような方法により社債決済制度の効率化､DVPの実現等を図るか｡

(3)短期資金調達制度の塵備 (コマーシャル･ペーパーのペーパーレス化)

ア コマーシャル･ペーパーを短期社債と位置付け､社債と併せて統一的な

決済制度を導入するか｡

イ 短期社債につき､取締役会決議に関する規定等の適用排除等､商法の特

則を認めるか｡

り どのような決済制度を採用するか｡.

4 企業活動の国際化への対応

外国会社と取引をする者の保護の制度について見直すか｡

5 商法典の現代語化

(1)商法典の全面的な現代語化を一度に実現するか､商法典中の ｢第二編会

社｣部分と有限会社法とを合わせて会社法という現代語化された単行法

を制定するか｡

(2)手形法･小切手法､担保附社債信託法等の関連津律については､どうす

るか｡

- 180-



参考資料 ②

1998年8月

日本企業のコーポレート･ガバナンス改革の方向

一資本市場からも労働市場からも選択される企業をめざして-

日本経営者団体連盟 国際特別委員会

はじめに

日経連は､創立以来､｢企業内における正 しい人間関係の樹立｣､｢企業活動

を通 じた国家社会への貢献｣と共に､｢経営道義の高揚｣を三大使命の一つと

して掲げてきた｡

また､国際競争力を維持 ･強化 し､雇用の安定と国民生活の質的改善を実

現するため､昨年来日経連が提起 しているブルーバー ドプランにおいても経

営道義 ･企業倫理の確立を新たな日本型モデルの基礎をなすものとして掲げ

ている｡ ､

今日､経済のグローバル化が進展する中で､内外でコーポレー ト･ガバナ

ンス (企業統治)という観点から､企業経営 ･経営責任のあり方について議

論が行われ､国際的にも評価されるようなあり方への模索がなされるように

なった｡

世界に通用する企業経営は､日本企業の経営者 ･従業員に何を要求するの

か､従来から従業員重視をモットーとしてきた日本の経営はどんな変革を求

められるのか｡こうした視点から､日経連国際特別委員会では､昨年7月以
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来､コーポレー ト･ガバナンスについての検討を行ってきた｡これまでの検

討に基づいて､日本企業のコーポ､レー ト･ガバナンス改革の方向と､それが

提起する問題点についてとりまとめた次第である｡

1. 日本においてコーポ レー ト･ガバナンスのあり方が問題になった背景

(1)コーポレー ト･ガバナンスとは

コーポレー ト･ガバナンスを一言で定義すると､｢企業は誰のためのものか｣

という視点に立って経営を遂行することといえよう｡ 企業と利害関係を持つ

主体 (ステークホールダー)としては､株主､経営者､従業員､顧客､債権

者､その他の取引先､地域社会､地方政府などの多様なものが挙げられる｡ 今

日では､地球･自然環境も含めるという考え方もある｡ 従来の日本企業は､こ

のような多様なステークホールダーの中で､企業構成員の利益を優先的に考

え､相対的に資本の供給者である株主の権利をおろそかにしてきたのではな

いかという反省も生じている｡

こうした観点から､現在展開されているコーポレー ト･ガバナンスの議論

には､株主重視の姿勢を強めていこうという方向での様々な改革の提案が見

られる｡ 株主重視ということは､いうまでもなくガバナンスを改善すること

により､効率のよい経営を行い､より大きな成果を挙げることで株主に報い

ていこうということを意味しており､経営の効率化をめざすものである｡

あらためて整理すれば､今日､日本においてコーポレー ト･ガバナンスの

あり方について真剣に議論がなされるようになった背景には､いくつかの経

済 ･社会環境の変化が指摘される｡

(2)経済のグローバルイヒの進展と大競争時代の到来

一直接投資の増加 (事業の国際化)

一資本自由化q)進展 (金融資本市場の国際化)

1990年代に入 り､企業を取り巻 く経営環境は激変 した｡とりわけ､国際関

係においては､冷戦の終結で資本主義対社会主義という対立軸がなくな､り､世
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界経済が市場経済化という方向に収赦 してくるようになったd

市場経済のもとでは､個々の企業の活動も多岐にわたるようになり､コー

ポレー トエコノミーといわれるように､企業がいろいろな側面で多大な影響

力を及ぼす存在となっている｡その結果､企業が社会にどのような影響を与

え､どのよう:な役割を果たしていくべきかが世界の各所で論 じられるように

なってきた｡ ′

このような市場経済の拡大､すなわち経済のグローバル化の進展に伴い､資

本移動が急増 している｡ 資本移動の中には､事業による利益獲得をめざした一

多国籍企業による海外直接投資と､先進国の年金基金に代表される外国企業

の債券 ･株式に対する金融資産 (ポー トフォリオ)投資があり､直接投資も

金融資産投資も､国境を越えた動きを拡大させている｡ .∫

多国籍企業が海外でますます多 くの事業を行い､資金運用機関が多 くの

国々の株式に分散投資することにより､企業間の国際競争は､製品を製造･販

売する現場でも､また証券市場における評価をめぐっても､いっそう激 しく

なっている｡

こうした大競争時代の到来に伴い､国毎に異なる企業経営のあり方と国内

市場の諸制度が世界各国で激 しく問い直されるようになっている｡ フランス

の経済学者､ミシェル ･アルベールは､著書 ｢資本主義対資本主義｣の中で､

こうした違いを市場原理を重視するアングロサクソン型 (英米のスタイル)

と､長期目標を重視するライン型 (日本や独仏のスタイル)との2類型に分け

ているが､グローバル経済の下では､こうした資本主義の種々の型に由来す

る企業システムの優劣も論議されることとなった｡

そうした制度間の競争が世界的規模で展開されるようになり､直接投資を

する側にとっても､金融資産投資をする側にとっても､いわゆる経営ルール

の透明性の確保が､一層重要になってきているのである｡

(3)日本特有の制度に対する議論の高まり

1)チェック機能の不全

従来の日本企業のコーポレー ト･ガバナンスの特徴を要約すると､①内部
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昇進者による取締役会 ･監査役の運営､②企業間の株式持合による安定株主

化､③メインバンクによる支援体制､といった点が挙げられるであろう｡ こ

うした特徴を､外部からの経営に対する干渉を排除するという意味で､｢イン

サイダーシステム (内部重視主義)｣と呼んでも差支えないであろう｡

これらの仕組みは､敵対的な買収を防止 し経営の安定化を促進 し､企業の

長期的な戟略立案を可能にするなど∴日本的経営が成功 した要因の一つとし

て評価されてきた｡

しか し､グローバ リゼーションの進展に伴い､企業を取 り巻 く経営環境が

激変する中で､従来の日本企業を支えてきた仕組みに対する問題が指摘され

るようになってきた｡特に､近年続発 した企業不祥事の一因が､上記のよう

な日本の内部重視システムに基づくものとして､厳 しい批判を招 くようにな

った ｡

すなわち､社内のチェック機能の不全をもたらしているという点である｡

日本企業においては､取締役や監査役の大部分が内部からの昇格者であり､し

かも社長が取締役と監査役の実質的任免権を持つ｡本来であれば取締役会や

監査役が経営をチェックしなくてほならないのであるが､取締役会や監査役

も利害関係を共通にする者同士の集団にとどまっているため､時には経営 ト

ップの暴走を招いてしまうことになる｡日本を代表するような大企業による

総会屋への利益供与事件が多発 し､とりわけ企業の トップ自身が不祥事に深

く関わるような事件が明るみに出るにつけ､日本企業の経営に対するチェッ

ク機能の不在が深刻な問題として浮き彫 りになってきた｡

さらに､インサイダーシステ声という仕組みと共に､会社至上主義という

偏ったモラルの存在も指摘 しておかなければならない｡会社のためならルー

ル違反 も許されるという考え方が トップから一般従業員まで浸透 している企

業風土が､わが国における会社のためという意識の下での不祥事発生の温床

になったといえよう｡

もう一つは外部からのチェックも充分に機能 していないことであり､.これ

には株式持合の影響か大きい｡日本企業の多 くは株式の相互持合をしており､
＼

安定株主化を図った結果､互いの経営内容について口を挟まぬ ｢物言わぬ株
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主｣を増加 させ､株式市場からのチェック機能の不全化を招いた｡

このよ′うな株式持合およびメインバ ンクによる支援は現在かなり解消され

てきたというが､これはコーポレー ト･ガバナンスや企業不祥事防止を目的

とした動きというよりも､金融機関等の不良債権､不良資産処理のための現

象であろう｡そうであるとすれば､一旦､金融機関等の債権が完了 した時に

は再び同じ体制古手戻 る可能性が強い｡従 って､そのような体制に戻 っても経

営の≠ェック機能が正常に行われるように､なんらかの手を打 ってお くこと

が大切である｡ ＼

2)株主軽視に対する批判

上記のようなインサイダーシステムが強 く作用 していた結果､ 日本におい

ては､相対的に株主を軽視 しすぎていたのではないかという批判がなされて

いる｡

①不十分なディスクロージャー

日本企業は自社の情報についてのディスクロージャーが遅れているといわ

れるが､端的には､株主総会の開催及び運営の仕方に表れているであろう｡毎

年2,000社以上が6月下旬の同じ日に総会を開いているのか現状であり､しか

も20-30分の短時間で株主総会を終了 してしまう｡そのような状況を招いて

い-る要因の改革が必要ではあるものの､経営者が株主に対 して適切な情報を

真筆な態度で伝達 しようという姿勢が疑われるのも致 し方ない｡

また､株主総会の日時がたとえ分散 したとしても､ この場だけで十分なデ

ィスクロージャーを行 うのは難 しく､さらに別の機会や方法による情報の提

供が求められている｡

②日本企業の投資収益率の低さ

日本企業の配当性向は諸外国に比べて低い点が指摘 されている｡ しか し､

これまではその点について大きな不満が寄せ られることはなかった｡相互持

合による安定株主を中心 とした ｢物言わぬ株主｣はもちろんのこと､そうで
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はない一般投資家や機関投資家であっても､企業が積極経営を行い拡大路線

が成果をあげていれば､株価が上昇 し､一定以上のキャピタルゲインが得 ら

れたので､大きな不満にはつながらなかったのであるd

しか し､日本経済が長期不況､低成長時代に入 り､株価の急激な上昇が期

待できなくなると､投資家から日本企業は株主利益率 (ROE)が低 く､資本

の有効活用の面では不十分であるという′批判が出るようになった｡すべての

株主が高い配当を求めるという訳ではないが､近年の日本企業の低収益と株

価の低迷は､各国に日本への不信感をもたれる一つの大きな原因になってお

り､その結果､日本企業に対 して､より効率的な経営による､より高い配当

の実現を求める圧力が高まっている｡

2. 日本におけるコーポ レー ト･ガバナンス改革の方向

(1)多様なコーポレー ト･ガバナンス

コーポレー ト･ガバナンスとは､端的にいえば､企業とステークホールダー

(利害関係者)との関係をバランスのとれたものとして見直 していこうという

動きに他ならない｡そこにも､アルベールの資本主義の二類型に対応する形

で､｢シェアホールダー (株主)重視VSステークホールダー､(利害関係者)重

視｣という考え方の相違がある｡ すなわち､伝統的に､資本市場重視の観点

から株主の立場を絶対視する英米のガバナンス論と､l経営者や従業員という

多様なステークホールダーの立場を尊重 し､シェアホールダーも多様なス

テークホールダーの一つということで相対化 してみるという独仏等の大陸率

ヨーロッパ諸国や 日本のガバナンス論とがある｡

従来の日本企業では､経営者や従業員など企業内部の構成員に対する配慮

に比べ､シェアホールダー (株主)め権利は相対的におろそかにされてきた

のではないかという反省がある｡ また､グローバル経済の下では､資本効率

を重視 して利益を上げ､利益を上げることによって企業の価値と企業への投

資インセンティブを高め､有利な資金調達で積極的に事業を展開し成長 して

いくことが必要になってくる｡従って､これからの日本企業の経営姿勢とし
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て､株主重視の姿勢を強めていこうという様々な改革の動きは妥当なもので

あろう｡

但 し､こうした動きを見て､英米流のコーポレー ト･ガバナンスのスタイ

ルがグローバルスタンダー ドになり､世界各国ともそれに従わなくてほなら

ないという考えを持つとしたら､いささか短絡的といえるだろう｡

英米においても､行き過ぎた資本市場重視の姿勢が､持てる者と持たざる

者の格差を拡大させ､社会の分断を促進 し､社会不安を招 く一因となってき

ていることに対する警鐘も打ち出されるようになってきている｡ また､ ドイ

ツやフランスなどのヨーロッパ大陸型企業では､ガバナンス論の中でも従業

員との関係を強化 して行 くことが従来以上に求められるようになっており､

英米型の企業統治論とは一線を画す姿勢が明確である｡

本年4月に､OECDの民間諮問委員会がまとめた報告書 ｢コーポレー ト･ガ

バナンス :グローバル市場における競争力強化と資本アクセスの改善｣ も､

｢コーポレー ト･ガバナンス基準は市場によって決定され､企業環境により常

に変化 していくべきものであり､唯一普遍のモデルはありえない｡従って､そ

れは国や文化を越えて多様化 していくものであり､それだけに他国の経験か

ら学ぶことも多いはずである｣という認識に則っている｡

従来より､日本企業は長期的な視喪に立つ経営を行い､雇用確保を重視す

ることに誇りを持ってきたわけであり､こうした日本的な経営のスタイルは､

欧米各国でも美点として高い評価を受けてきた｡グローバル化の中で､日本

のコーポレー ト･ガバナンスにも多 くの改革が必要になっているが､われわ

れは日本的なものすべてを否定するのではなく､日本的経営の基本精神であ

る人間尊重や長期的視野に立った経営など良いものは守 り､改めるべきを改

めるという姿勢で､日本のコーポレー ト･ガバナンスを見直すべきである｡

(2)グローバルミニマムスタンダー ド導入の必要性

このように､コーポレー トザ バナンスの改革には､多方面からのアプロー

チがあると思われる｡ 先進国では､現在､国際的な金融市場の統合加速化の

動きに対応 して､投資家に対する情報開示の強化やROEの向上､株主総会の
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運営改善などが企業統治改革論議の中心に位置づけられている｡

ここで日本におけるコーポレー ト･ガバナンス改革の方向性は､国 ･文化

の違いによるコーポレー ト･ガバナンスの多様性を認めた上で､グロ｣パル

ミニマムスタンダー ドに則るということであろう｡

競争の舞台に立つためには最低限の共通ルールは守 らなければならない｡

グローバル化の時代にあっては､国際的に通用するスタンダー ドということ

になる｡しかし､何もかもが同じになっては競争における優位性は生まれて

こないので､最低限のルール､ ミニマムスタンダー ドだけは踏まえておくと

いう考え方が重要であろう｡

先のOECDの報告書の中でも､多様な企業統治論の存在は認めつつも､基

本的なパラメーターとして､①企業の目的は株主価値の最大化にあり､その

ためには競争力の強化のみならず他のステークホールダーの要求にも応えて

いくべきである｡②企業の透明性の向上と取締役会による経営の監視機能お

よびその独立性は､コーポレー ト･ガバナンス改善の中心課題である｡③取

締役会慣行は､世界的に了解されたミニマムスタンダー ドに対応 して自主的

に策定 ･進化されるべきである｡ ④そのなかで会計基準などは国際的に統一

した基準が望まれる分野である､という原則を打ち出している｡

グローバル ミニマムスタンダー ドとは何か､という点に関しては､主に以

下の4点に集約できるであろう｡

一企業の意思決定メカニズムの透明性の確保 (取締役の選任と適切な身分

保証､取締役会の運営方法の改革など)

-外部からゐチェック･牽制 (監査役の機能強化､社外取締役 ･社外監査

役等の活用と適切な身分保証など) ､

一 国際会計基準 (時価評価､定額法による減価償却､発生主義会計､連結

財務諸表など)

一情報開示の対象の拡大 (特許権､研究開発､のれん等の無形資産､環境

報告書など)

国際的に最低限の共通なルールの必要性は､日本企業も海外進出にあたっ

て痛感 しているところである｡
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こうしたグローバルスタンダー ドへの接近を目的として､日本においては､

取締役会の機能の見直 しのための社外取締役の導入やア ドバイザリーボー ド

の設置､効率的運営のための取締役会の人数削減や専門委員会の設置と同時

に､監査役会の機能強化､そのための社外監査役の質的 ,量的な拡充が考え

られる｡ 現在､自民党で商法改正案が討議され､その中で監査役の独立性を

高め､牽制機能を強めるという方向を打ち出している｡ こうした流れに従っ

て､既に取締役会､監査役会の改善の試みを始めている企業もある｡

(3)グローバル化時代の日本型コーポレー ト･ガバナンス

1)株主重視との関係

前述の通 り､これまでの日本企業6)経営において株主に対する配慮が相対

的に少なかったのは否めない事実であろう｡ 企業が国際的に厳 しい比較と評

価の目にさらされる時代にあっては､また､個人資産の持ち方が変化 ･多様

化 して個人株主が増えてくれば､株主に対する配慮を増さなければならない

のは当然である｡

しかしながら､こうした株主尊重の動きは､従来の日本企業が堅持 してき

た従業員重視 と対立するものであろうか｡

株主価値の最大化をどのようなタイムスパンで見るかにもよるが､長期安

定経営と株主利益は相対立するものではない｡両者の関係はゼロサムゲーム

ではない｡企業か継続 してより大きな付加価値を生み出していくというゴー

イングコンサーンとしての役割を十分に果たすためには､長期安定経営とい

う視点は欠かせないものである｡一面では､これまでの日本の企業は ｢存続

しつづける｣という最大の使命を実現することにより､長期安定的に株主利

益を守ってきたともいえるであろう｡株主への配当が少なかったのも､企業

存続のための投資 ･社内留保に向けられてきたためであり､経営者や従業員

が必要以上に潤っているわけでもない｡これまでの経営は前述のような問題

企業もあるが､一般的にはそれなりにバランスのとれたものであったという

意見もある｡

要は､企業をとりまく環境変化の中で､各種のステークホールダーに対す
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る優先順位をどのように付けていくか､どのようにバランスのとれた公正な

配慮を行 うかということであろう｡ もちろんこれまで相対的に軽視されてき

た株主利益に対 して､それを尊重する制度的枠組みを作 り､改善 していくこ

とは必要である｡

さらに､株主 もいろいろな側面を持っていることも考えなければならない｡

アメリカの株主総会では､利益が問題にされるだけでなく､人権問題､環境

問題や､動物実験の問題なども議論に出てくると聞く｡ 必ず しも､配当だけ

が株主への還元ということにはならないであろう｡ 株主についても､お金の

合理化を図る投資家､地球資源の限界を知 りモノの消費を最小限に抑える地

球市民､人としての良心を持った社会人などの諸側面を有する存在であるこ

とを考えれば､企業のめざすべき方向も利益のみということではなくなるで

あろう｡

2)重要な透明性

企業のミッションをどのように考え､各ステークホールダー間の優先順位

をいかに付けるか､どこにウエイ トを置 くかは究極的には個々の企業の問題

である｡ ここで､大切なことは､その時々の自社のコーポレー ト･ガバナン

スに対する基本的考え方を内外にわかるように明示 していくことである｡ 最

近の情報通信技術の著 しい進歩により､情報開示 もいろいろな方法が可能に

なっている｡株主総会など従来の方法の改善に加えて､■新 しい手法を駆使 し

て内外六の情報提供を質量ともに高めることが重要である｡

コーポレー ト･ガバナンスとは､企業の効率的経営に向けて､ステークホー

ルダー間の権限と責任の関係をいかに構築 し､いかに企業経営の成果配分を

行 っていくかということである｡種々のステークホールダーの求心力となる

企業 ミッションと､それぞれのステークホールダーへのコミットメントの内

容については､これまでの企業のインサイダーシステムの中で漫然と共有さ

れ､顕在化されてこなかった｡しかし､機関投資家や外国人投資家の登場､株

主や従業員の価値観の多様化などステークホールダーが多岐に亘るようにな

れば､当然のことながら､これまで顕在化 していなかったものを明らかにし､
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企業による個々の判断 ･行動が合理的なものかどうか判断する材料を提示 し

なければならない｡こうしたある種の緊張関係をステークホールダーとの間

に築 くことが､今後の日本の企業経営に求められているのである｡

例えば､付加価値の配分は､企業の富の創造に加わった各ステークホール

ダーへの分配であり､株主配当や総額人件費をはじめとする各ステークホー

ルダーへの配分の割合が､個々の企業の有する優先順位の反映ともなる｡ 配

分に関する理念として､株主､従業員､将来への投資に対 して､三分の一ず

つの配分をするという方針を既に明らかにしている企業 もある｡自社の優先

順位を明らかに提示 した上で､その優尭順位が資金調達に効果的に働 くかど

うか､それは市場の判断に委ねるということになる｡そして､競争に勝った

会社が､結局は,コーポレー ト･ガバナンスにすぐれていたということになる｡

従業員との関係においても､労使協議制を充実 して十∵情報開示を進める羊

とによって､一適度な緊張関係の中で､労働組合あるいは従業員組織が健全な

牽制機能としての役割を果たすことを期待できるであろう｡

いろいろなステークホールダーが対等な立場で牽制を行うためには､情報

の共有と､それに基づく合理的な判断が重要なのである｡

3)従業員重視の視点

従業員重視と株主重視は矛盾 しないと述べたが､この従業員重視の中身に

ついても､時代の変化に即 して考えるべきであろう｡ これまでは､従業責重

視､という精神は安定的雇用によって具現化されてきた｡ しかしながら､今 日､

働 く者の就業意識も変化 しており､長期安定的雇用のみが本当に従業員重視

の現われといえるかどうか疑問が生 じる｡ これからは働 く者の職務能力､エ

ンプロイヤビリティー (そのための教育 ･訓練などの支援を含めて)を高め

る土とも従業員のニーズに応える一つの方策であろう｡これは日本全体の人

的資源 ･知識技能の最適配置といった観点からも必要といえるのではないか｡
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3. 労働市場の視点からのコーポ レー ト･ガバナンス

前述のように､現在､日本企業でコーポレー ト･ガバナンスの議論が盛ん

に行われるようになったのは､主に資本市場からの要請によるものである｡

資本市場から選ばれる魅力的な企業にならなければ生き残 りが図れないとい

う危機感が､企業を経営システムの改革に駆 り立てている｡

しかし､改めていえば､日本の労働力は2005年でピークを迎え､その後は

労働力が減少 していくことが確実視されている現在､資本市場のみならず労

働市場にとって魅力のある企 業､労働市場から選択される企業を作るという

コーポレー ト･ガバナンスの視点が必要であろう｡

労働市場の視点からのコーポレー ト･ガバナンス論議にも､資本市場から

の要請のアナロジーが通用する｡この点は十分認識する必要があろう10

まず､透明性の重要さがある｡労働者にとって魅力のある企業を作ってい

くということは､決して高い処遇を保証 して従業員におもねるということで

はない｡無論､処遇が良いということは重要な要素ではあるが､企業理念や

ビジョンが明確でそれに共感できるか､その企業で働 くことにより自己実現

が図られるかどうか､魅力的な業務内容であるか､自分の仕事を通 じて社会

に役立 っているという誇 りをもてるか､評価システム等が公開され公平に運

用されているのか､オ⊥プンで風通 しの良い企業風土であるか､等々の要素

も多分に影響するものである｡

こうした要素についても､労働市場での企業評価からもよく判るように情

報公開をするということが大切であろう｡

労働市場も資本市場ほどではないにせよ､流動化が進みつつある｡しかも､

中には国境を越えた移動 も発生 している｡ 国境を越えた労働市場における魅

力ある企業作 りと情報公開が企業の成長において不可欠になるはずである｡

労働市場の視点からのコーポレー ト･ガバナンスと資本市場の視点からの

コ∵ポレー ト･ガバナンスを比較すれば以下のような表にあらわされるであ

ろう｡
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資本市場並びに労働市場の視点からのコーポレートガバナンスの概念

資本市場の視点 労働市場の視点

基本コンセプト ･資本の論理 ･労働の論理

透明性の確保 ･取締役会､監査役会改革 ･職務内容､評価基準､昇

(社外取締役.監査役の登 追.昇格基準｣教育機会等

用等) の公開

･企業経営と事業運営の分離 ･社内紛争処理ルールの明

(執行役員制度の導入等)丁ⅠR(インへ¢スターリレーションスつ､ディスクロジャーの充実･アカウンタビリティ(説明責任)の認識 確化と紛争処理システムの整備･労使協議会の活用

重視すべき価値 ･EVA(経済付加価値) ･雇用安定への努力･ROE(株主資本利益率) ･従業員のモチベーション

尺度 ･DCF(ディスカウントテッドキャッシュフ ･コミュニケ⊥シヨン､労使協
ロー) 力､労使関係の安東

国際共通ルール ･Ⅰso(国際標準化機構) ･人権尊重

4. コーポ レー ト･ガバ ナ ンス実践 へ の システム作 り

企業の ミッションとして何を大事 にす るのかは､それぞれの企業 で考 え る

べ きと述べたが､そのように してできた コーポ レー ト･ガバ ナ ンスに対す る

基本的考え方 を実践 に うつ してい くには､それな りの ソフ トウェア とい うか

仕組み作 りが必要であろう｡

従業員 に遵法の精神 を説 くのであれば､まず初歩的な法律 の知識 に関す る

教育 をすべての従業員 に徹底す るのか必要であるように､抽象的な言葉 だけ

で行動を律す るのは難 しいか らである｡

コーポ レー ト･ガバナ ンスのシステムとして提案 したいのは､ まず､企業

ミーッションを構築 し､ステークホールダーに開示す ること｡ ミッションには､

環境問題や地域社会への貢献 を とりあげることも必要 である｡ 明確 に宣言す

ることによって､企業が 自らを律す ることにもつなが り､また､ 自社 の考 え

方 に賛 同す るステークホールダーに会社 の所有 ･J運営 に関わ って もらうこと
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につながる｡ すなわち､内外の各ステークホールダーが共通の目標のもとに

企業の事業に関わり､一つの共通の座標軸に基づいて意思決定と監視を行う

ことになる｡

その内容は個々の企業で異なって当然であるが､一例として､企業がステー

クホールダーに開示するミッションには､次のようなものが考えられるであ

ろう｡

･株主へのコミットメント

(例 :日本的経営の良さ (人間尊重､長期的視野に基づく経営)を維

持する

グローバルスタンダー ドに沿った会計報告を行う

取締役の選定理由を明らかにし､適切な身分保証を行ラ

経営活動について積極的に情報開示を行い､株主総会という

決議の場だけでなく､広く情報を提供する場を設ける

研究開発中心の事業展開を行う

･従業員へのコミットメント

(例 :従業員個々の能力の向上と活用を重視する

活力をもたらす処遇を行う

労使の情報交流を積極的に行う

労使協議制を積極的に活用する

･顧客へのコミットメント

(例 :安全な製品を供給することを基本により高いCS(顧客満足度)

を追求する

･地域社会へのコミットメント

(例 :環境保全を第一として経営を行う

地域社会のよき一員となる

さらに､企業 ミッションの達成度を測るために適確な具体的評価尺度も設

けなければならない｡これは企業経営のあらゆる分野で行われるべきである｡

評価尺度はお仕着せのものでなく､例えば､研究開発に対する投資比率や環
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境に対する投資比率など､自社のミッションに合った具体的なものがふさわ

しい｡従業員にも株主にもわかりやすい指標で評価できれば経営の透明性の

向上につながる｡ こうしたシステム作 りは､常に情報開示と歩を一にするも

のでなければならない｡

補論 [今後の検討課題]

コーポ レー ト･ガバナンス改革が労働分野に与えるインパク ト

現在､コーポレー ト･ガバナンス改革の方法として考えられている様々な

仕組みは､従来の企業と従業員との関係を大きく変えていく可能性がある｡

そうした点を踏まえて､今後の人事管理､労使関係について以下のような

点について検討が必要であると問題提起をしておきたい｡

1)労働力の流動化への対応

･労働市場が ｢市場｣としての機能を発揮するためには､人材情報の開示や

流通がなされなくてはならない｡このためには､企業と労働者双方から詳

細な情報提供が必要であるが､どのような範囲まで人材情報は流通 しなく

てほならないのか｡

･人材の移動が円滑に行われるためには､客観的な人材評価の仕組みが重要

である｡ 日本企業で客観的な人材評価が難 しい背景には､個々人の業務の

範囲が明確ではないことが挙げられるが､どのような形で職務内容や業務

範囲を明示できるか｡

･市場で流通できる人材を作るためには､本人の自助努力と共に､企業とし

ても従業員のエンプロイヤビリティ向上を支援することが重要である｡

そのために企業としてどのような教育訓練を実施すべきか｡また､従業員

の自立的な精神を潜養するために､どのような風土作りをすべきか0

2)労使関係の変化

･社外取締役/監査役の一例として､労働組合幹部が参加するケースも出て
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きている｡ 明確な形ではないが､日本でもドイツのような労働組合の経営

参加制度の端緒となるのか｡新たな労使協議制の確立を期するのか｡

･従業員持株会が大株主になるような企業があった場合､従業員代表制のよ

うな形での経営参加も検討 しうるのか｡

･労働組合や従業員組織が健全な牽制機能を果たすためには､企業からの十

分な情報開示が肝要であるが､併せて､労働組合や従業員にも責任の自覚

が求められる｡ 労働組合が企業のミッションや経営課題への理解を共有

し､その上で責任ある発言をしていくという労使関係はどのように構築で

きるか｡

3)従業員のキャリア形成

･社外取締役/監査役の導入､取締役と執行役員の分離といった動きは､従

業員の社内キャリアの到達点としての取締役という位置づけを変化させ

ている｡こういう動きの中で､従業員のキャリアアップのインセンティブ

をいかに作っていくのか｡

4)従業員の報酬制度の変化

･ス トックオプションを報酬や福利厚生の核に据えることで､株主の利益と

経営者 ･従業員の利益の方向性を同一にすることができる｡ しかし､報酬

や福利厚生の大部分をス トックオプションで運用するようなことにはリ

スクが大きく､報酬制度のあり方も要検討である｡

5)経営のプロの育成

･取締役の数が絞り込まれ､機関投資家等から経営判断が厳しくチェックさ

れるような時代になると､社内/外の取締役としては､一定の基準をクリ

アした人物だけが選ばれるようになる｡ 取締役に求められる能力や資質

は具体的にどういうものか｡そうした先見性やリスク管理能力を有 した

｢プロの経営者｣を､企業はどのような形で育成､選定､登用しうるのか｡

以 上
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国際特別委員会における検討の経緯

平成9年 7月30日

講演聴取 ｢企業統治の改革一国際的な背景と課題｣

株式会社野村総合研究所社会産業研究本部 主席研究員 福島清彦

平成9年 9月19日

講演聴取 ｢企業ガバナンス構造の国際比較と日本型システムの将来｣

慶応義塾大学商学部 教授 探尾光洋

平成9年 10月13日

講演聴取 ｢コーポレー ト･ガバナンス改善のシナリオと司法｣

聖橋法律事務所 弁護士 中島修三

平成9年 12月2日 /′

講演聴取 ｢コーポレー ト･ガバナンスとグローバルな会計慣行

一共通なルールでのフェアな競争-｣

青山監査法人代表社員 ･公認会計士 和食克雄

講演聴取 ｢機関投資家から見たコーポレー ト･ガバナンス｣

日本生命保険相互会社資金証券部長 川北英隆

平成 10年 3月3日

講演聴取 ｢労働組合から見たコーポレー ト･ガバナンス｣

日本労働組合総連合会 副事務局長 野口敏也
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平成 10年4月21日

報告 ｢OECDコーポレー ト･ガバナンスに関する民間諮問委員会報告書

について｣

日経連国際特別委員会委員長 立石信雄

報告書骨子に関する議論

平成 10年5月20日

講演聴取 ｢コーポレー ト･ガバナンスについて｣

日経連国際特別委員会副委員長 山路敬三

報告書案に関する議論

平成 10年7月8日

報告書案に関する議論

平成 10年7月27日

報告書案の承認 ､

以 上
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国際特別委員会委員名簿 (敬省略)

立石信雄

室伏 稔

山路敬三

鈴木俊男

安藤莫之

相島雅一

大橋正博

梶谷芳文

上口 康

川嵩 清

北村光一

(野田 虞

小越 勤 ′

小島 浩

古中正昭

(藤原淳二

近藤忠男

庄司哲也

菅沼健二

オムロン㈱

伊藤忠商事㈱

日本テ トラパック㈱

(財)日経連国際協力センター

日本経営者団体連盟

日本精工㈱

旭硝子㈱

オムロン㈱

伊藤忠商事㈱

㈱ブリヂストン

三菱マテ.リアル㈱

三菱マテリアル㈱

(社)日本建設業団体連合会

IBM WTAC

(WorldTradeAsiaCorporation)

松下電器産業㈱

松下電器産業㈱

キッコーマン㈱

日本電信電話㈱

㈱伊勢丹
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会長 (委員長)

会長 (副委員長)
l

会長 (副委員長)

専務理事 (副委員長)

理事 ･参与

労政部長

人事部海外人事担当

部長

コーポレートマネジメントセンター

グループ人事総務センター長

取締役

人事部人事企画室長

人事本部主任部員

取締役労働安全部長

労働安全部長)

常務理事

Directorof

EmployeeRelations

東京支社総務部長

東京支社総務部長)

取締役経営企画部長

人事労働部給与企画

部門担当部長

グループ統括室海外事業

担当企画部長



(伊東弘泰

田中禎三

西山 均

(小原恒司

伴 俊雄

松枝寛祐

宮尾舜助

守屋一博

諸江昭彦

山下勝也

和田 敦

(村瀬善郎

㈱伊勢丹

日本郵船㈱

トヨタ自動車㈱

トヨタ自動車㈱

東京海上火災保険㈱

日本酸素㈱

国際交流基金

川崎重工業㈱

キヤノン㈱

(礼)日本在外企業協会

㈱デンソー

㈱デンソー

グループ統括室海外事業

担当企画部長)

常務取締役

人事部長

人事部部長)

､国際部業務グループ

副参与

常務取締役経営人事

本部長

参与兼 日米文化教育

交流会議事務局長

人事本部労働部副部長

人事本部副本部長

専務理事

人事部海外人事次席

部員

営業総括部長)

( )は前任者｡
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参考資料 ③

コーポレー ト･ガバナンスに関連する連合政策文書等

a.企業のあり方に関わる要求と提言

2.健全な産業 .企業体質を構築するために､労使協議の充実な

(1)コーポレー ト･カバナンス (企業統治)のあり方については､労働組合

や従業員等を含むステ-クホールダー (利害関係者)の利益の確保や意見反

映がなされるものとする｡ 商法等の改正にあたっては､監査役の機能および

権限の強化をはかるとともに､監査役の選任について労働組合代表を含める

など､機能強化の制度整備をはかる｡また､株主代表訴訟のあり方について

は､現行の制度を維持する｡

(2)持株会社化 (純粋持株会社化)やこれを促す連結納税制度 (検討中)､会

社分割などの企業組織再編､連結決算の新会計基準が､労働者の雇用削減､労

働条件の低下につながることを防ぐために､労働者保護法 (仮称)の制定､事

前労使協議制の充実をはかる｡

(3)持株会社による事業支配力の過度な集中を防止､下請取引における下請

企業への不当なしわ寄せの是正のために､公正取引委員会や関係省庁担当部

門の人員を拡充 し機能を強化するとともに､独禁法､下請代金支払遅延等防

止法を実効あるように運用する｡

(4)職場､企業のあらゆる段階における企業経営への労働組合の参加をはか

るとともに､持株会社における ｢使用者｣概念を明確にする法整備をはかり､

企業グループにおける団体交渉 ･労使協議をすすめる｡

(2000-2001年度 ｢政策 ･制度 要求と提言｣総合産業政策より抜粋)-
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b.労働組合の社会的責任の強化について

-安全確保､社会的事故防止のチェック機能 ･労使協議の抜本強化-

1. 問題状況についての認識

昨今､現場の労働者のみならず､近隣の住民､製品の使用者などの生命を

害 し､財産に穀損を与える重大な事故 ･事件が続いている｡

これら重大な事故､事件については､グローバル化などの競争激化にかま

けて､安全衛生や品質の安全確保の企業責任を疎かにした経営者 ･使用者の

責任がまず厳重に問われなければならない｡しかし同時に､労働現場での安

全衛生問題については､労働組合の責任も軽視 してはならない｡また､組合

員の労働が生み出す製品 ･サービスの品質や機能の安全をユーザーに保証す

る社会的責任について､労働組合は職業倫理として引き受けねばならない｡

さらに､環境保全や公正取引など社会的公正ルールを企業に遵守させる監視･

チェック活動も､労働組合の社会的役割と言わねばならない｡

これら事故 ･事件の調査を′みると､作業の安全衛生規則が厳格に守られて

いない､安全衛生委員会が定期的に開催されていない､事故 ･事件に対する

労使協議が十分ではないなど､労働組合が行うべき基本活動が十分に果たさ

れていない｡また日頃から労使協議を行い､自らの製品 ･サービスの安全確

保をはかり､環境改善など新たな社会要請に応え､企業の社会的責任をチェ

ックする労働組合活動がきわめて不十分である｡

さらに､事故 ･事件を引き起こしている企業には､労働組合がない例もみ

られるが､安全の確立とともに企業の社会的責任を確立するためには､労働

組合の組織化 と労使協議の確立が必要である｡
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2.社会的責任を確立する取 り組みの実施

職場の安全衛生の確保､製品･サービスの安全性確保と社会的事故防止､ま

た企業の社会的公正ルール遵守のために､全ての労働組合は以下に取 り組み､

その社会的責任を果たす｡

(1)すべての構成組織は､安全確保 ･事故防止､環境保全など企業並びに労

働組合の社会的責任の確立に取 り組む｡

(2)すべての労働組合は､経営側との労使協議制を再構築 し､職場の安全衛

生の確立､および自らの製品 ･サービスの安全性確保 ･社会的事故の根絶に

ついて必ず協議する｡また､安全衛生委員会の定期開催ノを実施する0

(3)すべての労働組合は､環境保全､公正取引など企業の社会的責任をチェ

ックする活動に取 り組み､企業並びに労働組合の社会的責任を確立する｡

(4)連合は､構成組織と連携 しなから事故報告を集約 し再発防止策をはか

る､社会的責任のチェック活動に取 り組むなど労働組合の社会的役割の強化

をはかる｡

以 上

(第13回中央執行委員会/2000.9.14)
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C.企業の不祥事に関する談話

1997年5月29日

日本労働組合総連合会

事務局長 鷲尾悦也

1.野村讃券､第一勧業銀行といった日本を代表する企業が､反社会的存荏

である総会屋に､不正な利益供与､巨額の無担保融資を行うといった不祥事

を起こしている｡ こうした不祥事は､企業行動に対する国民の信頼を損なう

ゆゆしき問題であり､極めて遺憾である｡

2.特に､国民の財産である証券市場の信頼を守る役割を担っているはずの

大手証券会社､国民生活に不可欠の存在として行政の厚い保護を受けている

銀行が引き起こした今回の不祥事は､企業倫理の欠如がもたらした根の深い

問題と言わざるを得ない｡早急に事件の全体像と経営責任､監督責任を国民

の前に明らかにすべきである｡

3.一連の不祥事の根本には､日本の企業体質の問題があり､コーポレー ト･

ガバナンスのあいまいさがある｡こうしたことは､日本の企業に共通する問

題であることを､全ての経営者が攻めて強く認識 し､再発防止に向け全力を

尽 くすべきセある｡

4.改革の第一歩として､株主総会の在 り方を含む有効な経営監視体制を早

急に構築すべきである｡労働組合にも経営チェック機能の強化が求められて

おり､その任務を果たしていかなければならない｡

以 上
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d.臨界事故被曝者の死亡にあたっての談話

1999年12月22日

日本労働組合総連合会

事務局長 笹森

1.咋12月21日深夜､核燃料加工会社㈱ジェ一･シー･オ- (JCO)東海事業

所の9月30日の臨界事故で大量の放射線を被曝した同事業所員の大内久さん

が､入院中の東京大学付属病院で放射線被曝による多臓器不全で死亡された｡

このことは誠に残念であり､大内さんのご冥福を心からお祈 りします｡ま

た､ご家族に対 し心からお悔やみ申し上げます｡

そして､このような事故が二度と起こらないように､関係者は万全な対策

を講 じなければならない｡

2.今回の被曝事故の原因は､JCOにおいて①国が許認可 した設備および作業

とは全 く異なる作業を行った､②安全管理を国から許認可を受けたものとは

異なる ｢手順書｣で行った､③作業員に対 し臨界についての十分な教育が行

われていなかった､などがある｡また､政府は①施設の安全審査を書類での

み行い､｢誤操作等｣を想定 していなかった､②JCOの施設および作業手順の

実地検査をしていなかった､などの重大な問題があった｡

安全を確保できなかった政府､事業者の責任は重大である｡

3.労働組合としても､職場における安全確保の取 り組みが十分でなく被曝

事故を防げなかったことは､率直に反省 しなければならない｡

職場における安全衛生の確保については､①安全衛生委員会を毎月必ず開

催させる､②危険有害職場における ｢総括安全衛生管理者｣｢産業医｣の選任
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とその役割をチェックする､③安全確保の基本的な活動を再度､点検する等

を行わなければならない｡

4.連合は､政府に対 し①再発防止に向けた万全の総合的な安全確保対策と

防災体制の確立をはかるとともに､②被曝者治療の抜本強化､③被曝者およ

び地域住民の健康管理体制の整備を求める｡

原子力事業者に対 しては､①万全の安全確保のための施設､作業手順､安

全管理体制の構築､②作業員に対する十分な安全教育の実施､③安全確保の

人員配置への改善を求める｡

労働組合には､安全衛生委員会の毎月開催の励行､職場における安坐の確

保 ･点検活動の強化など安全確保の取り組みを抜本強化するように改めて確

認する｡

政府 ･自治体､関係者､また労働組合は､このような事故が二度と起こら

ないように原子力産業における安全確保に万全の体制を再構築 しなければな

らない｡

以 上
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参考資料 ④

1999年5月

企業と社会研究委員会

｢経営者アンケー ト調査の概要｣

1.調査の実施概要

ここに収録する経営者アンケー ト調査は､連合総研の委嘱を受け､｢企業と

社会研究委員会｣の研究委員が､東京大学稲上研究室の協力の下に実施 した

ものである｡ その実施概要は､以下のとおりであった｡

(1)調査対象 :東証一部上場企業1,307社の役付取締役 (会長､社長､副社

長､専務､常務等)からランダムに抽出した8,000名｡

(2)調査時期 :1999年 1-2月

(3)調査方法 :自記入式のアンケー ト調査票 ｢コーポレー ト･ガバナンスに

ついての トップ･マネジメントの意識に関する調査｣を個人名で各社宛

に郵送 し､回答を東京大学稲上研究室宛､直接返送 してもらう方式とし

た ｡
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(4)有効回答数 ･回収率

有効回答は1,211票 (有効回答率15.1%)であった｡なお､1社に複数

の調査票を送付 したことから､この中には同一企業からの回答がかなり

含まれると予想される｡ そこで､企業属性 (業種､資本金､創業年､従

業員数､取締役数)ならびに企業業績の設問の組み合わせにより､推計

を行った結果､同一企業からの複数回答と思われるものは794票 (推計

316社)であった｡この推計をもとに､複数回答と推測される場合には､

上位役職者を代表サンプルとして､推計731社の企業ベースの集計を行

った｡企業ベースでの有効回収率は55.9%と推計される｡

経営者のキャリアを扱っている第3章を除き､本書で分析対象とした

のは､この企業ベースの集計結果である｡ ただし､個人ベースの集計

(1,211名対象)と､企業ベース集計 (1社 1名､731社対象)では､結果

において大きな差はみられなかった｡

2.集計結果

次に示す数値は､前述の推計にもとづく企業ベースの単純集計結果である｡

数値の単位は､特に明記 しない限り､構成比の百分率 (%)である｡ また､各

設問の末尾にある (N=-･)の数値はサンプル数を示す｡
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Ql (いまの会社への入社経路) ｢いまの会社｣人の入社経路についてうかがいますbT(N-731)

くA型キャリア〉 くB型キャリア〉

1)学卒直入 56.6

2)社員として中途入社 17.1

3)取締役として入社 7.7

4)取締役として入社し代表取締役に 16.3

NA 2.3

くB型キャリアの方に〉 ｢いまの会社｣にこられる以前に勤めていた｢主たる会社｣について(N=175)

Q2 以前勤めていた会社の性格

1)いまの会社の親会社

2)グループ内の他社･非金融系

3)グループ内の他社･金融系

4)その他の大株主

27.4 5)官公庁 5.7

ll.4･ 6)その他 22.3

9.7 NA

18.3

5.1

Q3-1その企業での通算勤続年数 29旦年(平均値)

Q3-2その企業での最高ポスト

1)社長 2.9 3)専務 5.7 5)取締役 19.4･ 7)部課長 .29.1 NA -5.7

2)副社長 5.1 4)常務 11.4 6)監査役 2.3 8)その他 18.3

Q4 (いまの会社でのキャリア)｢いまの会社｣でのキャリアについてうかがいます｡(N=731)

1いまの会社での勤続年数

2はじめて役員(取締役あるいは監査役)になった年齢

3役付取締役になった年齢

4いまの職位

1)会長 4.8▲

2)社長 13.3

3)副社長 15.2

4)専務 27.6

5)常務 37.8

5主管している業務部門の有無

6)社内分社の社長･副社長

塾旦年(平均値)

50.6歳(平均値)

56.7歳(平均値)

1.1

7)グループ企業の社長･副社長･専務 7.7

8)その他

NA

1)複数ある 53.5 2)ひとつ 26.8 3)ない 16.8 NA 2.9

L+主管している業務部門数 平均 2.3(N-587)
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Q5 (他社での役員兼務)現在あなたは､他社の役員を兼務していますか｡(N=731)

1)兼務している 58.4 2)兼務していない 40.4 NA 1.2

(N=427)

している方に〉

兼務している会社は､合計でいくつありますか｡ 平均 旦旦社

その仕事(複数ある場合､主たる兼務)は､常勤･非常勤のいずれですか｡

1)常勤 7.7 2)非常勤 89.5 NA 2.8

その主たる兼務の職位は

1)会長 11.5

2)社長 20.6

3)副社長 2.1

4)専務 0.5

5)常務 0.7

6)非役付の取締役 51.8

7)監査役

8)その他

NA

役員兼務している他社(複数ある場合､主たる兼務) はつぎのどれにあたりますか｡

1)グループ内の企業

2)グループ外で今の会社-の出資企業

3)グループ外で今の会社の取引先顧客

4)その他

NA

82.9

8.7

4.7

1.6

2.1

その主たる兼務に費やしている時間(日数)は､月平均で､旦旦日(平均値)

その主たる兼務に伴う報酬は年収(株式配当除く)の､約 0.5割

1)0割 69.8 5)4-5割

2)1割 13.3 6)6割以上

3)2割 2.1

4)3割 1.6

NA
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Q6 (役員人事)貴社の役員人事についてt以下のようなことがあてはまりますか｡また､それは望ま

しいことだと考えますか. (Nt731)

甲状 望ましいか -

l あ■て+-は -漢る も ど宣 言い となEあし十てはまら 一一NA 厘 .まし-い も.ど･芸 言い 草な∴壷い ましく N LA

2滴J社長以下の人事について､社長の意向が強く ∫2.774.886.322.050.939.1

働く

-'3/社長を食む役員人事に創業者やその親族の意■

向が強く働く

4 社長を含む役員人事にはメインバンクの意向が

強く働く

5 常勤監査役(外部監査役を除く)に接取締役経験

者がなることが多い

6;社長や副社長などの纏営首脳らとついては､しぼ

しぼ抜擢人事がある

7 社長や副社長などの経営首脳については､およ

(注) ｢望ましいか｣に関する選択肢の集計はし｢現状｣について､｢あてはまる｣あるいは｢どちらと

もいえない｣と回答した人を対象にしている｡以下両様｡

Q7 (役員報酬および給与)貴社では以下のことがあてはまりますか｡また､それは望ましいと考えま

すかO(N=731)

現状 望ましいか

あて._は.ま-る も ど芸.言い とな あい て二は蕊.ら N-.A 望 _-ましい､も ど芸t冨い とな 望い ま.-し~く NA

その年収のかなりの部分は事業本部長等である

ことによる所梅が占める

2 専務や常務以外の非役付きの取締役のあいだで

は､その年収格差はあまり大きくない

3 役員賞与は､たとえば社員が年間5ケ月であれ

ば､ほぼそれに準じたものになっている

4 業績不振のとき､役員報酬.賞与をカットすること

がよくある
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Q8 (役員報酬および給与一続き)一般的にいって次のようなキャリアの節目で､それぞれその年収

はおよそどのくらい増えるものでしょうか｡指数でお答えください｡ (N=731)

1社員からはじめて取締役になるとき (直前年収-100として) 週塾旦 (平均値)

2取締役から代表取締役になるとき (直前年収-100として) 主塾旦 (平均値)

3代表取締役から社長になるとき (直前年収-100として) 140.5(平均値)

Q9 (取締役会の実態)貴社の取締役会等について､以下のようなことがあてはまりますか｡また､そ

れは望ましいことだと考えますか｡ ･(N=731)

秦 ＼望ましいか

会議や常務会などで行われており､取締役会は

それをオーソライズしたり確認する場になっている

2 経営戦略など重要な意志決定は､実質的に特定
の人物(社長会長などトップ経営者)の判断正大

きく依存している

3 取締役会では反対意見も出され､活発な議論の

_場になっている
4 会長や社長以外の代表取締役は､それぞれ主管

業務をもっており､｢無任所｣の人はほとんどいな

QIO (取締役会の開催頻度など) (N=731)

1定例の取締役会は､昨年度の場合､何回開かれましたか｡ 年1旦旦回 (平均値)

2臨時の取締役会は､昨年度の場合､何回開かれましたか｡ 年呈i9_回 (平均値)

3代表取締役など経営首脳による経営会議や常務会といったものがありますか｡

)ある 47,1 2)ない 8.2 NA 44.7

昨年度の場合､平均して月に何回ぐらい開かれましたか. (N=344).月4.6回 (平均値)
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Qll (■安定株主について)貴社の安定株主についてうかがいます｡ (N=731)

1貴社には､いわゆる安定株主は存在しますか｡

1)はい 98.4 2)いいえ 1.0 NA 0.7

く以下は､前問で｢はい｣と答えられた方におうかがいします｡ (N=719)〉

2その安定株主には次のようなものが含まれますか｡(該当するものすべてに○)

1)親会社 25.5

2)その他のグループ企業 30.9

3)主要な承引先･顧客 61.8

4)メインバンク 83.9

5)その他の日本の金融機関 79.1

6)その他の日本の企業 14.7

7)外国の金融機関 2.9

8)その他の外国企業 1.8

9)創業者やその親族 32.5

10)経営陣 40.9

ll)従業員持株会 75.2

12)労働組合

13)その他

NA

3貴社のすべての安定株主が保有する株式数を合計すると､それは貴社の発行済み株式総数に対し

てどのくらいの割合になりますか｡

4貴社は､それらの安恵疎主の株式を所有していますか｡

約 53.8% (平均値)

1)ほぼすべての安定株主の株式を所有 39.2 3)所有しない 8.5

2)ほぼ半数について所有 48.7 NA 3.6

5今後の貴社の安定株主比率についてどうお考えですか｡

1)現状より増やした方がよい 12.9 4)安定株主は必要ない

2)現状程度がよい 61.3

3)現状より減らした方がよい 22.9

NA

6前間で､｢1現状より増やした方がよい｣とお答えの方にうかがいます｡安定株主を確保するのはど

のような目的からでしょうか｡ (N=93)

1)株主総会の確実な運営のため 45.2 5)長期的視点にたった経営のため 69.9

2)敵対的な企業買収に対する防衛 54.8 6)経営の自由裁量確保 32.3

3)第三者割当増資の割当先確保 16･1 7)その他 5.4

4)従業員を大切にできる経営のため 24:7 NA 1.1

2前々間で ｢3現状より減らした方がよい｣または ｢4安定株主は必要ない｣とお答えの方にうか

がいます｡次の中から､その理由としてあてはまるものすべてに○をしてください｡ (N=171)

1)安定株主との不利な取引など､会社に不利益を与えるような取引を避けるため

2)一般株主の利益促進のため

3)含み損の発生を避けるため
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4)グローバルスタンダードにもとづく企琴統治システム構築のため

5)資本効率を高めるため

6)経営の自由裁量を確保するため

7)その他

NA

62.0

49.1

36.3

4.1

0.0

Q12 (株の持ち合いについて)貴社における株の持ち合いについてうかがいます｡ (N=731)

1貴社における株の持ち合い比率は?と聞かれてどうお答えになりますか｡ 約2BLa% (平均値)

2今後の貴社における株の持ち合いについて

1)増やした方がよい 4.7

2)現状程度がよい 52.5

3)減らした方がよい 25.4

4)持ち合いは必要ない 7.9

NA 9.4

3前問で ｢3減らした方がよい｣､または ｢株の持ち合いは必要ない｣ に○印をした方にうかがいま

す｡次の中から､その理由としてあてはまるものすべてに○をしてください｡ (N;244)

1)安定株主との不利な取引など､会社に不利益を与えるような取引を避けるため 13.5

2)一般株主の利益促進のため

3)含み損の発生を避けるため

4)グローバルスタンダードにもとづく企業統治システム構築のため

5)資本効率を高めるため

6)経営の自由裁量を確保するため

7)その他

NA

23.4

43.4

48.4

61.9

22.5

1.6

1.2

Q13 くメインバンク制と資金調達)過去 5年間をとった場合､貴社では中長期の資金調達方法としてど

のようなものを重視してきましたか｡また､今後についてはどうお考えですか｡それぞれ主なもの 3

つまで選んで○をしてください｡.(N=731)

過去 5年間重視 今後重視

1) 普通株式

2) 優先株式

3) 転換社債

4) 新株引受権附社債

5) 劣後債

16.0

1.5

45.0

16.7

0.8
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6) 劣後ローン

7) 永久債

8) 普通社債

9) 資産担保証券

10) 銀行借入

ll) その他の借入金

NA

2.5

0.3

30.4

2.3

65.8

12.7

7.8

1.4

0.7

43.1

7.0

53.6

10.8

18.2

Q14(株主等との関係)貴社では以下のことがあてはまりますか｡また｣それは望ましいと考えますか｡

(N=731)

現状 望ましいか

あてはまる も ど宣 言し丁とな あい てはまら NA 盟ましし.､ も.お岩 苦い とな望い ましく~NA

1~廉 主線会わ形骸化ということかいわれるか∴女鹿 72.17.9.810.776.7至.2 15.6ll.930.612.238.3 10.47.757.310.053.6 1.90.71.41.11.9 56.665.432.855.520:6 33.227.061.3台9.2.72.3 6.14.61.310.92.5 4,13.94.64.34.6

株主の利害が損なわれるといつたことはない

2Lふだんの経営について大株主ゐ意向が表明され
ることはない

3 株主総会の議決権行使にあたって､最近は大株

主の判断が慎重になっている

4 配当は｣業績にリンクした配当というよりも安定的

な配当を重視している

5 余剰資金が生じたとき､優先的に配当に回してい

Q15 (企業不祥事)′うブル崩壊後､多くの企業不祥事が生じましたが､その再発防止に関連して商法

改正も検討されています.つぎのような意見について､あなたはどうお考えですか. (N=731)A

はい も ど寅 を 1 しヽk､ス_ NA

心構えの方に問題があった

2 企業不祥事の発生には､メインバンクのコントロール機能がうまく働かなかつ

たことに大きな原因がある

3 企業不祥事の再発防止のためには､取締役会の過半数を社外取締役が占

めるようにすべきである

4 企業不祥事を繰り返さないためには､いまの監査役(会の権限を強化すると
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Q16 (企業とステークホールダー)企業経営のあるべき姿についてはいくつもの見方がありますが､あ

なたは以下のような意見についてどうお考えですか｡ (N=731)

1 会社は株主の所有物であり,社員も生産要素のひとつにすぎない 8.585.849.984.119.4ll.6.23.510｣437.910.744.545.4-62.110.7･J.2.634.341.2 1.91.81.82.61.81..8

2 会社の利害関係者(不テ-クホールダー)は株主に限らない.従ってその
経営もその複数の意向を適切に反映したものでなければならない

3 経営者の基本的な役割は､資本効率を高めて株主の利益最大化に貢献

することにある
4 経営自標は同一である必要はなく､それ亘れの企巣の個鹿にみあって優

先目標が決められ､それに基づいて経営されることが望ましい

5 監査役会制度の改革にあたつては､従業員代表も監査役になることができ

ろようにする_ことカ撃 草LL.､

6._.企業別労働組合が自社株を持ち､株主として経営に発言していくことが望

Q17 (取締役会等の改革)この2-3年のうちに､貴社では次のような制度改革を行いましたか｡また､

今後の計画をおもちですか｡ (N=731)

女 .施し~.た 検討中 壷 検管.雷予 NA

2 執行役員制度の導入 .4.台 37.8'154.9 3.1

5- 外部取締役の導入 22.7 17.1p57LO 3.1

4■相談役.顧問制度の廃止や見直しp ･21.3 25.7 49'.0 4.0

5-役員定年制の導入 65.1 15.2 17.6 2.1

-6.業績査定による役員報酬格差拡木 18.早二4.1.6 36.3 3.8

7.ストックオプション判り導入 5.5 34.7 56.4 3.6

･9 .社内分社.カンパニー制の導入 13.0 53.5 5b.■2 3.3

11 自社株式消却 21.2 39.5 37.2 2.1

1.2.持ち合い株式の交換 9.6 2_4.5 6.1.1 4.8
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Q18 く将来起こりうる事態)̀いまから5年後を考えたとき｣貴社では次のようなことが生じていると思わ

れますか｡ (Nと731)

(A.経営関連) ll.810.899.3-∴2..75..1 24.428.0_ー26.8.-~12~.-933.r二 60.359.8.4.582.1∴60:.7p 2.60.3･_7..0,'-:-1p二00-.13. .'1.01.11.41.40.8

1 社長など経営首脳が特定の企業(グル∵プ)で長く働い
た人ではなく､株主からみて経営手段の優れた､外部か

ら採用された人が多数を占めるようになるている

2 ストックオプションや坪価比例賞与などが笹員年収の半
分以上を占めるようにならている

3 企業の業績評価基準として､.売上高やマーケットシェア

などよりも､資本利益率を最優先するように堪っている
4 社長の報酬が-般社員の平均年収の 50㌧倍以上になつ

ている

5 外国のビジネス.スクールでMBA(経営学修士)を取得し

ていることが役員になるための望ましい条件として重要

祝されるようになっている

6 企業グループの中に､持株会社が作られてい草 36.0 29.4 28.6 4,9 1.1

7_女性の取締役.監査役がかなり増えている 6.3 23.3 69.6 0.0 0.8

8 外由人の取締役が登用されるようになっている 13A15.920.7ll-▲.628.335..8 25.932.033.227.139.333.0 56.845.84259.4等9.0.･-27.9 13.L1-5｣33,i-07812..6.2▲3 0.81.01.01.10.81.0

(B.雇用.労使関係関連)

9 労働組合があつてもなくても大して変わらないという意見

が経営陣のなかで大勢をしめるようになっている

10 社内的にも社外的にも大きなートラブルなしに､かなりの規
横の人員整理ができるようにならている

11 基幹社員についても､短期勤続の人がごく普通という状

態笹なっている
12 社員の能力開発たおけ畠企業の役割は低下し､それは

基本的には社員個々人の問題であるといらた考え方が

ふつうになっている

13 雇用労働条件の決まり方は企業と組合による集団的なも

のよりも､会社と従業員個々人による個別的なものが中

心になっている

15 役職昇進や資格昇格は実績本位古土行われ､-年齢や入

社年次などを考慮しないようになっている

16 社員の報酬システムは事業分野や職種にそって別立て
になり､全社的に多元化している

17 学歴.-売 ､が同じ40歳以上の社員の年収格差がヾ

平均を100としたとき､最低が50､最高が20bといった永

- 217-



Q19 ●(企業の業績と属性)貴社の属性など笹ついて教えて下さいO (N;買731)

1貴社の97年度の売上高､経常利益は､それぞれ 92年度と比べてどうでしたか｡

1) 20%以上の増加

2) やや増加

3) ほぼ同じ水準

4) やや減少

5) 20%以上の減少

NA

2貴社には次のようなことがあてはまりますか

1)オーナー経営

2)企業グループの中心的企業

3)企業グループの子会社･関連会社

NA

3連結決算対象企業数

4貴社の従業員規模

1)千人未満 25.7

2)3千人未満 45.′1

5産業分類

1)水産･農林･鉱琴

2)建設業

3)製造業

4)商業

5)金融保険業

6創業年

1)明治維新以前

2)明治期

3)大正期

4)昭和20年以前

7資本金

1)50億未満

2)百億未満

1.2

10.8

58.5

10.4

7.9

1.9

16.4

16.8

25.3

売上高

24.8

27.6

12.2

20.8

12.6

2.1

経常利益

30.9

12.6

8.8

14.9

30.4

2.5~

(該当するものすべてに○)

20.7

56.8

20.2

9.6

26.4社 (平均値)

3,250人 (平均値)

3)5千人未満 14.2 5)1万人以上

4)1万人未満 9.6 NA

6)不動産･運輸業

7)倉庫･通倍業

8)電力･ガス･その他のサービス

NA

5)昭和 35年以前

6)昭和 36年以降

NA

型 _百億円 (平均値)

5)1千億未満

6)1千億以上
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0.8
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3)3百億未満 34.7

4)5百億未満 10.7

8貴社の役員構成 (平均値)

取締役総数

代表取締役

生え抜きの常勤取締役

金融機関出身の常勤取締役

従業員兼務取締役

非常勤取締役

NA

払旦人 常勤監査役

2.8人 外部監査役

12.5人 監査役..,日__二-

0.7人 一相歓役

旦星人 顧問

旦旦人 執行役員数

9企業グループにおける持株会社の有無

1)ある 17.6 2)ない 80.2

10貴社には労働組合がありますか｡

1)ある 87.1 2)ない 11.9

- 最後に､あなたご自身についてうかがいます -

Fl 性別

1)男 96.9 2)女

F2年齢 平均 60.9歳

1)45歳未満

2)50歳未満

3)55歳未満

4)60歳未満

F3 学歴

1)大学院卒

0.1

1.4

5.2

26.1

(N=24) 3)MBA

NA

2)大卒文系

3)大卒理系

4)高専短大卒

5)高卒･中卒

60.5

25.9

1.1

5.1

0.0

5)65歳未満

6)70歳未満

7)70歳以上

NA

20.8

54.2

8.3

16.7
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1.0

3.1

4.1

2.1人■■■■■■-ll■

1.7人･･r-I･-1

道立人

0.9人rr･･l･

3.9人~二.,

1.4人

48.3

13.4

3.1

2.3



NA 4.2

F4 貴社におけるあなたの年収 (お差し支えなければ､お教えください)

1あなたの年収総額 (ただし､株式配当を除く)は､新規大卒者の年収の約､9.2倍 (平均値)

2年収全体に占める自社株配当の割合は､約鎚 % (平均値)

F5 労働組合の役員をされたことがありますかo

l)中央本部三役 8.3 3)支部三役 5.6 5)役員経験榛ない 一64.6

2)中央執行委員 7.3 ㌧､ 4)支部執行委員 7.0 NA .7.3.
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